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技術規則に対する誤記修正 

 

本資料について： 

 
本資料は，本会の技術規則の誤記に関する修正を纏めたものです。 
 
本資料でいう誤記とは，規則及び要領として規定する要件の要求事項，意図，技術背景に

変更を及ぼすことのない修正をいい，例えば，誤字の修正や参照先の修正を言います。 
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登録規則 4 章 4.1.4-4. 
正 現行 備考 

-4. 船舶の所有者又は船長は，4.1.1-1.により船級証書

が発行されたとき又は仮船級証書の発行の日から 5 箇

月を経過したときは仮船級証書を，4.1.1-2.による発行並

びに前-2.及び前-3.による再発行又は書換えがなされた

ときは旧証書を直ちに本会に返還（紛失した場合を除

く。）しなければならない。 

-4. 船舶の所有者又は船長は，4.1.1 により船級証書

が発行されたとき又は仮船級証書の発行の日から 5 箇

月を経過したときは仮船級証書を，4.1.1-2.による発行並

びに前-2.及び前-3.による再発行又は書換えがなされた

ときは旧証書を直ちに本会に返還（紛失した場合を除

く。）しなければならない。 

参照先の修正 

 
  



技術規則に対する誤記修正 

2 

鋼船規則 A 編 2 章 2.1.20 
正 現行 備考 

閉囲された船楼とは，次の各条件を満足するものをい

う。 
(1) 端隔壁に設けるすべての出入口の閉鎖装置は，

少なくとも C 編 1 編 11.3.2.6-1.の規定による閉

鎖装置と同等以上の効力を有するものであるこ

と。 
(2) 端隔壁又は船側に設けるその他の開口には，有

効な風雨密閉鎖装置を備えること。 
(3) 船橋楼及び船尾楼では，その端隔壁の開口を閉

じた場合でも，常時使用しうる別の通路により，

最上層の全通暴露甲板又は上方の場所から内部

の機関室その他の作業場所に通じることができ

ること。 

閉囲された船楼とは，次の各条件を満足するものをい

う。 
(1) 端隔壁に設けるすべての出入口の閉鎖装置は，

少なくとも C 編 1 編 11.3.2.6-1.の規定による閉

鎖装置と同等以上の効力を有するものであるこ

と。 
(2) 端隔壁又は船側に設けるその他の開口には，有

効な風雨密閉鎖装置を備えること。 
(3) 船橋楼及び船尾楼では，その端隔壁の開口を閉

じた場合でも，常時使用しうる別の通路により，

最上層の全通暴露甲板又は上方の場所から内部

の機関室その他の作業場所に通じることができ

ること。 

 

 

参照先の修正 
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鋼船規則 B 編 3 章 表 B3.4 
正 現行 備考 

表 B3.4 区画及びタンクの内部検査 
検査項目 備考 

（省略） 

総トン数が 500 トン以上の一般乾貨物船に対する要件 

1 機関室及びボイラ室 (1) 全般について行う。 

2 バラストタンク (1) 建造後 5 年を超える一般乾貨物船について，前回の定期検査又は中間検査

の結果から，年次毎の内部検査が要求されているタンクについて行う。 

3 貨物倉 (1) 建造後 5 年を超え 10 年以下の木材運搬船について，貨物倉の倉内肋骨下

端部及びその下部肘板並びに隔壁下端部の状況を把握するために，すべて

の貨物倉について行う。 
(2) 建造後 10 年を超え 15 年以下の一般乾貨物船について，船首及び船尾の各

1 個（木材運搬船にあってはすべて）の貨物倉（2 層以上の甲板がある場合

には，各甲板毎の区域を含む）について行う。 
(3) 建造後 15 年を超える一般乾貨物船について，すべての貨物倉（2 層以上の

甲板がある場合には，各甲板毎の区域を含む）について行う。 

（備考） 

*1： 単船側構造の貨物倉及び二重船側構造の貨物倉が混在する場合，二重船側構造の貨物倉及び船側タンクについては，二重

船側構造ばら積貨物船に対する要件を適用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

文言修正 

 

 

 
 
鋼船規則 B 編 3 章 表 B3.9 

正 現行 備考 
表 B3.9 液化ガスばら積船の特別要件 

検査項目 検査内容 

（省略） 
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4 計測装置，検知装置，警

報装置及び安全装置 
(1) 次に掲げる事項について現状検査及び効力試験を行う。ただし，実際の作動状態の

試験が困難な場合は，模擬試験あるいは他の適当な方法によっても差し支えない。 

(a) 緊急遮断装置に関連する液面計，高液面警報及び弁 

(b) 貨物タンクの液面計，オーバフロー制御装置 

(c) 温度指示装置及び関連の警報装置 

(d) 貨物タンクの圧力計，高圧警報及び低圧警報（もしあれば） 

(e) インタバリアスペース及びホールドスペースの圧力計測装置及び関連の警報

装置 

(f) 貨物の圧力／温度を制御する設備（備えられるすべての燃料燃焼装置及び冷却

装置を含む。）及び関連の安全装置及び警報装置 

(g) 固定式及び可搬式ガス検知装置及び関連の警報装置 

(h) 酸素濃度計測装置 

(i) 貨物を燃料として使用するための設備についての安全装置 

（省略） 
 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 4 章 表 B4.4 

正 現行 備考 
表 B4.4 構造部材等の板厚計測 

検査項目 備考 

貨物船（以下に特に規定するものを除く。）に対する要件 

（省略） 

2 バラストタンク内の構造

部材 
(1) 建造後 5 年を超える貨物船について，表 B4.2 第 2 項の検査の結果，塗装の状態が

不良であり，かつ，塗装補修されていないバラストタンク又は建造当時より塗装が

省略されているバラストタンクについて検査員が必要と認める場合は，検査員の指

示するところにより行う。 
(2) 板厚計測の結果，著しい腐食が認められる場合は，5.2.6-2.の規定に準じて追加の板

厚計測を行う。 

（省略） 

タンカー，危険化学品ばら積船（一体型タンクを有するもの）及び液化ガスばら積船に対する要件 

（省略） 

2 バラストタンク内の構造

部材（建造後 5 年を超える

船舶） 

(1) 表 B4.2 第 3 項の検査の結果，塗装の状態が不良であり，かつ，塗装補修されてい

ないバラストタンク又は建造当時より塗装が省略されているバラストタンクでは，

検査員が必要と認める場合は，検査員の指示するところにより行う。 
(2) 板厚計測の結果，著しい腐食が認められる場合は，5.2.6-3.又は-4.の規定に準じて追

加の板厚計測を行う。 

（省略） 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

文言修正 
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建造後 5 年を超えるばら積貨物船に対する要件 

1 バラストタンク内の構造

部材 
(1) 以前の検査において認められた疑わしい箇所について行う。 
(2) 表 B4.2 第 2 項の検査の結果，塗装の状態が不良であり，かつ，塗装補修されてい

ないバラストタンク又は建造当時より塗装が省略されているバラストタンクでは，

検査員が必要と認める場合には，検査員の指示するところにより行う。 
(3) 板厚計測の結果，著しい腐食が認められた場合は，5.2.6-5.の規定に準じて追加の板

厚計測を行う。 
(4) 上記に加え，CSR-B 編又は CSR-B&T 編が適用されるばら積貨物船にあっては，著

しい腐食が認められた箇所については，次の(a)又は(b)のいずれかによらなければ

ならない。 

(a) 塗料製造者の要件に従い塗装を施工して構造部材を保護するとともに，塗装の

状態が優良な状態に維持されていることを毎年の検査により確認する。 

(b) 年次毎に板厚計測を行う。 

（省略） 

総トン数が 500 トン以上の一般乾貨物船に対する要件 

1 バラストタンク内の構造

部材 
(1) 表 B4.2 第 2 項の検査の結果，塗装の状態が不良であり，かつ，塗装補修されてい

ないバラストタンク又は建造当時より塗装が省略されているバラストタンクでは，

検査員が必要と認める場合は，検査員の指示するところにより行う。 
(2) 板厚計測の結果，著しい腐食が認められる場合は，5.2.6-6.の規定に準じて追加の板

厚計測を行う。 

（省略） 
 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 
鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.6-2. 

正 現行 備考 
表 B5.6-2 鉱石運搬船の精密検査の対象部材 

定期検査 対象部材 

（省略） 

3 建造後 10 年を超え

15 年以下の船舶に対

する定期検査 
（第 3 回定期検査） 

 

(1) すべてのバラストタンク内のすべてのトランスリング (A) 
(2) すべてのバラストタンク内のすべての横隔壁の全体 (C) 
(3) 1 船側のすべての空所内の各 1 個のトランスリング(A)。ただし，検査員が必要と認め

る場合は，トランスリングを追加して検査することがある。 
(4) すべての貨物倉内の横隔壁（防撓部材を含む）(E) 
(5) 第 2 回定期検査の(6)から(8)の要件に同じ 

（省略） 
 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.7 
正 現行 備考 

表 B5.7 総トン数が 500 トン以上の一般乾貨物船の精密検査の対象部材 
定期検査 対象部材 

1 建造後 5 年以下の船

舶に対する定期検査 
（第 1 回定期検査） 

 

(1) 船首及び船尾の各 1 個の貨物倉（2 層以上の甲板がある場合には，各甲板毎の区域を

含む）内の任意に選定された適当数の倉内肋骨全体及び残りの倉内肋骨の下端部（端

部肘板及び該部の船側外板を含む） 
(2) 残りの貨物倉内の肋骨下端部（端部肘板及び該部の船側外板を含む） 
(3) 貨物倉内の任意に選定された 1 個の横隔壁及び残りの横隔壁の下端部（防撓部材を含

む） 
(4) 貨物倉内の空気管及び測深管の内底板直上の部分 
(5) すべての倉口蓋及び倉口縁材の板及び防撓部材 

2 建造後 5 年を超え 10
年以下の船舶に対す

る定期検査 
（第 2 回定期検査） 

 

(1) すべての貨物倉（2 層以上の甲板がある場合には，各甲板毎の区域を含む）内の任意に

選定された適当数の倉内肋骨全体及び残りの倉内肋骨の下端部（端部肘板及び該部の

船側外板を含む） 
(2) 各貨物倉内の 1 個の横隔壁及び残りの横隔壁の下端部（防撓部材を含む） 
(3) 1 個の船側バラストタンクにおける前後両端の横隔壁(防撓部材を含む) 
(4) 各種のバラストタンク（トップサイドタンク，ビルジホッパタンク，船側タンク又は

二重底タンク）からそれぞれ 2 個の代表的なタンクを選定し，それらのタンク内の 1
個のトランスリング又はこれに類する主要内部構造部材（関連の板部材及び縦通肋骨

を含む） 
(5) 甲板口側線内における甲板の任意に選定された適当数の部分の板及び甲板下構造部材 
(6) 内底板の任意に選定された適当数の部分の板 
(7) 貨物倉内の空気管及び測深管の内底板直上の部分 
(8) すべての倉口蓋及び倉口縁材の板及び防撓部材 

3 建造後 10 年を超え

15 年以下の船舶に

対する定期検査 
（第 3 回定期検査） 

(1) 船首部貨物倉（2 層以上の甲板がある場合には，船首部下部貨物倉）内のすべての倉内

肋骨全体及び残りの各貨物倉（2 層以上の甲板がある場合には，船首部下部貨物倉以

外の貨物倉を含む各甲板毎の区域とする）のうち総数の 1/4 に相当する倉内肋骨全体

並びに残りの倉内肋骨の下端部（端部肘板及び該部の船側外板を含む） 
(2) 貨物倉内のすべての横隔壁（防撓部材を含む） 
(3) バラストタンクにおけるすべての横隔壁（防撓部材を含む） 
(4) 各バラストタンク内のすべてのトランスリング又はこれに類する主要内部構造部材

（関連の板部材及び縦通肋骨を含む） 
(5) 甲板口側線内における甲板のすべての板及び甲板下構造部材 
(6) 内底板のすべての板 
(7) 貨物倉内の空気管及び測深管の内底板直上の部分 
(8) すべての倉口蓋及び倉口縁材の板及び防撓部材 

（省略） 
 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.19 
正 現行 備考 

表 B5.19 ばら積貨物船に対する追加の板厚計測の要件：二重底／船底及びビルジホッパ 
構造部材 計測範囲 計測点数 

（省略） 

貨物倉が二重船側構造の場合 

（省略） 

4 二重底内の実体肋板（水密

肘板水密肋板を含む） 
(1) 上記船底外板の計測対象の各横断面

につき，各 1 本（計測箇所は当該実体

肋板の両端及び中央部とする） 

 左記当該箇所の板面積 2 m2につき各

5 点 

（省略） 
 

 

 

 

 

文言修正 

 

 
 
鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.21 

正 現行 備考 
表 B5.21 総トン数が 500 トン以上の一般乾貨物船の板厚計測対象部材 

定期検査 対象部材 

1 建造後 5 年以下の船

舶に対する定期検査 
（第 1 回定期検査） 

 

(1) 疑わしい箇所 
(2) 腐食様式を全般的に評価し記録するための，次の部材； 

(a) 原木，塩，石炭，硫化鉱等，鋼材の腐食を促進させる貨物を積載した貨物倉におい

て，倉内の前後部及び中央部の両舷のそれぞれの位置で少なくとも 3 本の倉内肋骨

の下部ウェブ（組立式の倉内肋骨の場合には，初期板厚が最小の部分）及び下部肘

板 

(b) 前(a)の貨物倉内の各横隔壁の最下端部の少なくとも 1 枚の板（2 層以上の甲板があ

る場合には，それぞれの甲板における最下端部の少なくとも 1 枚の板）及び防撓部

材 

(c) 専用バラストタンクとして使用されるトップサイドタンク，ビルジホッパタンク及

び深水タンクからそれぞれ 1 個を任意に選定し，それらのタンク内の 1 個のトラン

スリング又はこれに類する主要内部構造部材の両端及び中央部（面材を含む） 

2 建造後 5 年を超え 10
年以下の船舶に対す

る定期検査 
（第 2 回定期検査） 

 

(1) 疑わしい箇所 
(2) 中央部 0.5L 間の次の(a)から(c)に定める箇所； 

(a) 1 個の横断面の強力甲板の各板 

(b) 専用バラストタンクの頂板となる強力甲板の各板 

(c) 原木又は腐食を進行させる貨物を強力甲板上又はその直下の区画に積載した場合の

強力甲板 
(3) 腐食様式を全般的に評価し記録するための，次の部材； 
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(a) 原木，塩，石炭，硫化鉱等，鋼材の腐食を促進させる貨物を積載した貨物倉におい

て，倉内の前後部及び中央部の両舷から適当な数（合計が少なくとも当該貨物倉の

1/3 程度の数）の倉内肋骨の上下部のウェブ（組立式の倉内肋骨の場合には，初期板

厚が最小の部分）及びその端部肘板 

(b) 前(1a)の貨物倉内の各横隔壁の最下端部の各板（2 層以上の甲板がある場合には，そ

れぞれの甲板における最下端部の各板）及び防撓部材 

(c) 前(a)以外の貨物倉にあっては，第 1 回定期検査の(2)(a)及び(b)に準じた計測箇所 

(d) 専用バラストタンクとして使用されるトップサイドタンク，ビルジホッパタンク及

び深水タンクからそれぞれ 1 個を任意に選定し，それらのタンク内の半数程度のト

ランスリング又はこれに類する主要内部構造部材の両端及び中央部（面材を含む）

並びに各隔壁の上端及び下端部にそれぞれ少なくとも 1 枚の板 

(e) 前(d)のタンクを除く，専用バラストタンクとして使用されるトップサイドタンク，

ビルジホッパタンク及び深水タンクのすべてについて，それらのタンク内の 1 個の

トランスリング又はこれに類する主要構造部材の両端及び中央部（面材を含む） 

(f) その他特記する以外の精密検査を行う構造部材 

(g) 貨物倉内の空気管及び測深管の内底板の直上の部分 
(4) すべての倉口縁材の側縁材及び端縁材の両端並びに中央部の板及び適当数の防撓部材 
(5) すべての倉口蓋の適当数の板及び防撓部材 

3 建造後 10 年を超え

15 年以下の船舶に

対する定期検査 
（第 3 回定期検査） 

(1) 疑わしい箇所 
(2) 貨物積載区域内において； 

(a) 甲板口側線外の甲板の各板 

(b) 中央部 0.5L 間における甲板口側線内の甲板の各板 

(c) 中央部 0.5L 間における，その内 1 個を船体中央部の横断面とする 2 個の横断面の各

縦通部材。ただし，横式構造にあっては当該横断面近傍の横肋骨材及び横肋骨端部

肘板を含む。 

(d) バラスト喫水線と満載喫水線の間のすべての船側外板の各板 
(3) 貨物積載区域外のバラスト喫水線と満載喫水線の間の任意に選定された船側外板の各

板 
(4) 腐食様式を全般的に評価し記録するための，次の部材； 

(a) すべての貨物倉において，倉内の前後部及び中央部の両舷から適当な数（合計が少

なくとも当該貨物倉の 1/3 程度の数）の倉内肋骨の上下部のウェブ（組立式の倉内

肋骨の場合には，板厚が最小の部分）及びその端部肘板 

(b) その他特記する以外の精密検査を行う構造部材 

(c) 貨物倉内の空気管及び測深管の内底板の直上の部分 
(5) 船首尾バラストタンクの内部構造部材 
(6) すべての倉口縁材の側縁材及び端縁材の両端並びに中央部の板及び適当数の防撓部材 
(7) すべての倉口蓋の適当数の板及び防撓部材 

 

 

 

参照先の修正 
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4 建造後 15 年を超え

る船舶に対する定期

検査  
（第 4 回定期検査及びそ

れ以降の定期検査） 

(1) 疑わしい箇所 
(2) 次の(a)から(d)に定める箇所； 

(a) 強力甲板の暴露部の各板 

(b) 中央部 0.5L 間における，その内 1 個を船体中央部の横断面とする 3 個の横断面の縦

通部材。ただし，横式構造にあっては当該横断面近傍の横肋骨材及び横肋骨端部肘

板を含む。 

(c) 貨物積載区域内における船底外板の各板（ビルジ外板の船底外板との結合部を含む） 

(d) 貨物積載区域内におけるダクトキール又はパイプトンネルの板及び内部構造部材 
(3) バラスト喫水線と満載喫水線の間のすべての船側外板の各板 
(4) 腐食様式を全般的に評価し記録するための，次の部材； 

(a) 精密検査を行う構造部材 

(b) 貨物艙内の空気管及び測深管の内底板の直上の部分 
(5) 船楼甲板の暴露部の適当数の板 
(6) 平板竜骨の各板並びにコファダム，機関室及びタンク後端部における適当数の船底外板 
(7) シーチェスト部の水密板及び検査員が必要と認めた場合の船外排水管周りの外板 
(8) 第 3 回定期検査時の(5)～(7)の要件に同じ 

 

 
鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.27 

正 現行 備考 
表 B5.27 液化ガスばら積船の定期検査における追加要件 

検査項目 検査内容 

（省略） 

5 荷役設備 (1) 下記の検査及び試験を行う。 

(a) ポンプ，ガス圧縮機及びガスブロワ並びにこれらの駆動機の開放検査及び全安全装置の効

力試験を行う。ただし，駆動機の電動機は，開放を省略して差し支えない。(注 7) 

(b) 熱交換器，圧力容器及び気化器の開放検査並びに圧力逃し弁の効力試験を行う。ただし，

内部検査のできない容器は，圧力試験及び圧力逃し弁の効力試験を行う。(注 7) 

(c) 冷媒関係機器については，次の i)から iii)に掲げる試験を行う。 
i) ポンプ及び圧縮機の開放検査並びにコンデンサ，蒸発器，中間冷却器，油分離器等圧力

容器及び逃し弁の効力試験(注 7) 
ii) 圧力容器及び熱交換器の逃し弁調整圧力の 90％以上の圧力で行う気密試験 
iii) 冷媒管関係の逃し弁調整圧力の 90％以上の圧力で行う気密試験 

(d) ガス燃焼装置（GCU）の開放検査を行う。 

（省略） 
 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 5 章 表 B5.29 
正 現行 備考 
表 B5.29 低引火点燃料船の定期検査における追加要件 

検査項目 検査内容 

1 燃料貯蔵タ

ンク 
(1)下記について検査及び試験を行う。(注 1) 

(a) すべての燃料貯蔵タンクの内部検査。交通用の開口のないタイプ C の真空断熱式燃料貯蔵

タンクにあっては，当該内部検査を実施しなくて差し支えない。当該タンクに真空度を監

視する装置が備えられている場合には，当該装置の現状及び記録を確認する。 

(b) 防熱されていない燃料貯蔵タンクの表面あるいは防熱の外観検査(注 2) 
i) 特にタンクの支持装置を構成するチョック，タンクの支持材及びキー等の近傍に注意す

る。検査員が必要と認める場合は，防熱材の取り外しを要求することがある。 
ii) 構造の保全性に疑義が認められた場合，非破壊検査を要求する場合がある。 

(c) 検査員が必要と認める場合は，タンク板の板厚計測を要求することがある。 

(d) タイプ B の独立型燃料貯蔵タンクでは，承認された計画に従って非破壊検査を行う。なお，

この計画は設計に応じて立案されたものでなければならない。タイプ B の独立型燃料貯蔵

タンク以外の燃料貯蔵タンクでは，検査員が必要と認める範囲で，タンク板，主構造部材

及び特に高応力が生じやすいと考えられる箇所の溶接継手の非破壊検査を行う。(注 3) 

(e) すべての燃料貯蔵タンクの漏れ確認試験を行う。 
(2) (1)(a)～(e)に規定する検査の結果により燃料貯蔵タンクの保全性に疑義が認められた場合は，

下記圧力による燃料貯蔵タンクの水圧または水圧-空気圧試験を行う。 

(a) タイプ C の独立型燃料貯蔵タンク：圧力逃し弁の最大許容設定圧力（以下，本編において

「MARVS」という。）の 1.25 倍以上の圧力 

(b) 一体型の燃料貯蔵タンク及びタイプ A 及び B の独立型燃料貯蔵タンク：それぞれの燃料貯

蔵タンクの設計に応じた適当な圧力（実行可能な限り，タンク頂部において MARVS 以上

の圧力を生じさせる圧力とする） 
(3) (1)(a)～(e)の検査に加えて，タイプ C のすべての独立型燃料貯蔵タンクでは偶数回目の定期検

査で，次の(a)又は(b)に規定する検査を行う。 

(a) MARVS の 1.25 倍以上の圧力による水圧又は水圧-空気圧試験及び(1)(d)に定める非破壊検

査 

(b) 燃料貯蔵タンクの設計に応じて立案された計画に従った非破壊検査(注 4) 

(4) (1)~(3)の水圧又は水圧-空気圧試験は，水の使用が許されない場合及び燃料貯蔵タンクの使用

を開始する前に該当タンクを乾燥させることができない場合，検査員が認める代替の試験流体

又は試験方法によることができる。 

（省略） 

6 電気設備 (1) 下記の検査及び試験を行う。 

(a) ケーブル及び支持物の物理的状態並びに電気機器の防爆性能（本質安全防爆，耐圧防爆及

び安全増防爆等）の有効性も含め，電気機器の現状を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 
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(b) 危険場所での使用が認められていない電気機器の通電を停止する装置について試験する。 

(c) 危険場所に終端のある又は危険場所を通過する回路の絶縁抵抗試験を行う。ただし，適正

な試験記録が保持されており，検査員が差し支えないと認める場合には，この試験を省略

することができる。 

(d) 船体と燃料貯蔵タンク及び燃料管装置（燃料管，ベント管等）との接地の現状を確認する。 

(e) 危険場所の電気設備の現状を詳細に検査し，H 編 4.2.7 の規定に適合していることを確認

する。 

(f) 内圧防爆形電気機器並びに加圧又は通風が確保される区画に設置される電気設備に関連

するインタロック装置の効力試験を行う。また，加圧される機器及び関連の警報の機能試

験を行う。 

（省略） 
 

 
鋼船規則 B 編 7 章 表 B7.1 

正 現行 備考 
表 B7.1 ボイラ検査の項目 

検査項目 備考 

（省略） 

6 ボイラ，過熱器及び熱媒油加

熱器(注 1)の安全弁等 
(1) 開放検査後，制限圧力の 3103％を超えない範囲内での作動状態の調整を行

う。なお，安全弁の調整用に使用される圧力計については，適切に校正さ

れていることを確認する。また，揚弁装置の作動試験を行う。ただし，停

泊時に圧力を上昇させることができない排ガスエコノマイザの逃し弁にあ

っては，航海中に機関長が適切な調整を行い，検査員の確認のために結果

をログブックに記録することで差し支えない。 
(2) 熱媒油加熱器にあっては，逃し管の現状を検査する。安全弁を備える熱媒

油加熱器(注 1)に対しては安全弁の吹き出し圧力を確認する。 

（省略） 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 8 章 表 B8.1-1. 
正 現行 備考 

表 B8.1-1. 軸の予防保全管理方式（PSCM）の承認要領 
項目 要領 

（省略） 

4. 承認基準 (1) 管理システム 

(a) 管理責任者は，当該対象装置の保守管理の実施に関し，本要領等に従い自主管理を適切に行

うことを基本方針として明確にすること。また，関係乗組員に対し，これらの管理方法につ

き周知徹底させること。 

(b) 管理責任者は，油の分析結果等の各監視パラメータの記録につき検証し，必要に応じ適切な

処置を行うこと。また，異常値が認められた場合は，すみやかに本会に報告すること。 

(c) 管理責任者は，対象船舶において管理マニュアルに従った保守管理が適切に実施されている

ことを適時確認すること。 

(d) 管理マニュアルに従い，各責任者により確認された事項については記録されていること。 

(2) 保守管理実施手順 

(a) 試料油の採取試料油の採取は定期的（少なくとも 6 ヶ月毎）に行うこと。また，採取は次に

よること。 

i) 採取は原則として航海中に行う。循環油の系を代表する箇所（例えば，ポンプ出口空気

抜き，油サンプルコック等で，常に同一箇所）から，十分にドレンを切った後，約 200ml
を採取する。 

ii) やむをえず停泊中に採取する場合で，オイルポンプを装備する船舶にあっては，ポンプ

による循環が十分になされた後に，i)と同じ要領にて採取する。自然循環の船舶にあって

は，循環油の高低の異なる位置数カ所から採取し，それらを混合して 1 試料とする。 

(b) パラメータの監視及び必要デ－タの記録 

各パラメータの監視及び記録は適切に行うこと。また，試料油の採取時には，併せて次のデ

－タを記録すること。 

i) 潤滑油温度 

ii) 軸受温度 

iii) 採取日，油名，油使用時間，油量，及び油消費量／日 

(c) 監視パラメータの測定及び試験装置 

監視パラメータを計測するために使用される測定及び試験装置は，それらの精度が明確にさ

れ，かつ，適切に校正されたものであること。 

（省略） 

（省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 8 章 8.4.1-6. 
正 現行 備考 

-6. 8.1.1(1819)に規定する潤滑油分析試料清水試験

を実施する軸については，次の(1)から(5)に従った検査

の結果が良好な場合，検査期限日を延期することができ

る。 
(1) 表 B8.34 に掲げる 2 年半延長検査を受けること

により，2 年半を上限として検査期限日を延期す

ることができる。ただし，本延長検査を含む，い

かなる延長検査も連続して受けることはできな

い。 
(2) 表 B8.34 に掲げる 1 年延長検査を受けることに

より，1 年を上限として検査期限日を延期するこ

とができる。ただし，本延長検査を 3 回以上連

続して受けることはできない。更なる延期が必

要な場合には，2 年半延長検査を受けることによ

り，検査期限日を元の検査期限日から起算して 2
年半を上限として延期することができる。 

(3) 表 B8.34 に掲げる 3 ヶ月延長検査を受けること

により，3 ヶ月を上限として検査期限日を延期す

ることができる。ただし，本延長検査を連続して

受けることはできない。更なる延期が必要な場

合には，1 年延長検査又は 2 年半延長検査を受け

ることにより，検査期限日を元の検査期限日か

ら起算して 1 年又は 2 年半を上限として延期す

ることができる。 
（省略） 

-6. 8.1.1(18)に規定する潤滑油分析を実施する軸に

ついては，次の(1)から(5)に従った検査の結果が良好な

場合，検査期限日を延期することができる。 
 
(1) 表 B8.3 に掲げる 2 年半延長検査を受けることに

より，2 年半を上限として検査期限日を延期する

ことができる。ただし，本延長検査を含む，いか

なる延長検査も連続して受けることはできな

い。 
(2) 表 B8.3 に掲げる 1 年延長検査を受けることによ

り，1 年を上限として検査期限日を延期すること

ができる。ただし，本延長検査を 3 回以上連続

して受けることはできない。更なる延期が必要

な場合には，2 年半延長検査を受けることによ

り，検査期限日を元の検査期限日から起算して 2
年半を上限として延期することができる。 

(3) 表 B8.3 に掲げる 3 ヶ月延長検査を受けることに

より，3 ヶ月を上限として検査期限日を延期する

ことができる。ただし，本延長検査を連続して受

けることはできない。更なる延期が必要な場合

には，1 年延長検査又は 2 年半延長検査を受ける

ことにより，検査期限日を元の検査期限日から

起算して 1 年又は 2 年半を上限として延期する

ことができる。 
（省略） 

文言修正 

参照先の修正 

 

参照先の修正 

 

 

 

参照先の修正 

 

 

 

 

 

参照先の修正 

 
鋼船規則 B 編 11 章 11.2.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 参考用提出図面その他の書類 -2. 参考用提出図面その他の書類  
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製造中登録検査を受けようとする潜水船については，

前-1.に掲げる次項に関する図面その他の書類のほか，次

に掲げる次項事項に関する図面その他の書類を参考と

して提出しなければならない。 
（省略） 

製造中登録検査を受けようとする潜水船については，

前-1.に掲げる次項に関する図面その他の書類のほか，次

に掲げる次項に関する図面その他の書類を参考として

提出しなければならない。 
（省略） 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 12 章 12.2.3-2. 

正 現行 備考 
-2. 前-1.に掲げる立会の時期検査は，製造所の設備，

技術，品質管理等の実状に応じて減ずることがある。 
-2. 前-1.に掲げる立会の時期は，製造所の設備，技術，

品質管理等の実状に応じて減ずることがある。 
文言修正 

 
鋼船規則 B 編 12 章 12.4.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
中間検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じ，4.2.2

から 4.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目，

12.3.2-2.から-6.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品

の現状及び消火設備の予備品を検査するほか，現状を見

ることができる範囲内で次に掲げる検査を行う。なお，

精密検査にあっては，検査員が差し支えないと認める場

合，遠隔検査技術を用いることができる。この場合，遠

隔検査技術を用いた精密検査は検査員の指示及び立会

いのもとに行うこと。 
（省略） 

-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
中間検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じ，4.2.2

から 4.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目，

12.3.2-2.から-6.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品

の現状及び消火設備の予備品を検査するほか，現状を見

ることができる範囲内で次に掲げる検査を行う。なお，

精密検査にあっては，検査員が差し支えないと認める場

合，遠隔検査技術を用いることができる。この場合，遠

隔検査技術を用いた精密検査は検査員の指示及び立会

いのもとに行うこと。 
（省略） 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 12 章 12.5.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
定期検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じ，5.2.2

から 5.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目，

12.4.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品及び消

-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
定期検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じ，5.2.2

から 5.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目，

12.4.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品及び消

 

 

文言修正 
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火設備の予備品について詳細に検査するほか，次に掲げ

る検査を行う。なお，精密検査にあっては，検査員が差

し支えないと認める場合，遠隔検査技術を用いることが

できる。この場合，遠隔検査技術を用いた精密検査は検

査員の指示及び立会いのもとに行うこと。 
（省略） 

火設備の予備品について詳細に検査するほか，次に掲げ

る検査を行う。なお，精密検査にあっては，検査員が差

し支えないと認める場合，遠隔検査技術を用いることが

できる。この場合，遠隔検査技術を用いた精密検査は検

査員の指示及び立会いのもとに行うこと。 
（省略） 

 

 
鋼船規則 B 編 12 章 12.6.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 甲板昇降型船舶にあっては，次に掲げる箇所を清

掃し検査しなければならない。 
(1) 上部船体又はプラットフォームの外面 
(2) スパッド函，マット，脚の水面下の部分及びそれ

らの結合部分 
(3) マット及びスパッド函への脚の結合部は本会が

重要部分であると考えるか，又は検査の結果, 疑
わしいと認めた部分には非破壊検査を要求する

事がある。 
(4) 建造後 10 年以上の船舶にあっては，入渠時にマ

ット及びスパッド函の内部検査を行う。 

-2. 甲板昇降型船舶にあっては，次に掲げる箇所を清

掃し検査しなければならない。 
(1) 上部船体又はプラットフォームの外面 
(2) スパッド函，マット，脚の水面下の部分及びそれ

らの結合部分 
(3) マット及びスパッド函への脚の結合部は本会が

重要部分であると考えるか，又は検査の結果, 疑
わしいと認めた部分には非破壊検査を要求する

事がある。 
(4) 建造後 10 年以上の船舶にあっては，入渠時にマ

ット及びスパッド函の内部検査を行う。 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 12 章 12.6.2-4. 

正 現行 備考 
-4. 建造後 5 年以上のすべての船舶のバラスト区画

は，船底検査のときに，以下に掲げるバラスト区画の内

部検査及び板厚計測を行なわなければならない。ただ

し，バラストタンクの防食措置が良好である場合，板厚

計測は省略して差し支えない。 
（省略） 

-4. 建造後 5 年以上のすべての船舶のバラスト区画

は，船底検査のときに，以下に掲げるバラスト区画の内

部検査及び板厚計測を行なわなければならない。ただ

し，バラストタンクの防食措置が良好である場合，板厚

計測は省略して差し支えない。 
（省略） 

文言修正 
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鋼船規則 B 編 14 章 14.2.9-1. 
正 現行 備考 

-1. 浮体施設の船上試験として，次のことを本会検査

員立会の下で確認及び検査すること。 
（省略） 
(9) 探知及び警報システムの確認 

(a) 火災探知器 
(b) ガス探知器 
(c) 火災及びガスパネルガス探知器の制御盤 
(d) ESD システム 

（省略） 

-1. 浮体施設の船上試験として，次のことを本会検査

員立会の下で確認及び検査すること。 
（省略） 
(9) 探知及び警報システムの確認 

(a) 火災探知器 
(b) ガス探知器 
(c) 火災及びガスパネル 
(d) ESD システム 

（省略） 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 15 章 15.2.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 製造中登録検査を受けようとする船舶について

は，前-1.の規定による提出図面及び書類のほか，2.1.3 の

該当規定による図面及び書類並びに次に掲げるものを

参考として本会に提出しなければならない。 
（省略） 
(4) 当該船舶の目的とする作業のみに用いられる機

関については，機関の安全装置の状況が分かる

資料並びにその他の書類並びに D 編 9 章及び 10
章に規定される資料その他の書類 

（省略） 

-2. 製造中登録検査を受けようとする船舶について

は，前-1.の規定による提出図面及び書類のほか，2.1.3 の

該当規定による図面及び書類並びに次に掲げるものを

参考として本会に提出しなければならない。 
（省略） 
(4) 当該船舶の目的とする作業のみに用いられる機

関については，機関の安全装置の状況が分かる

資料並びにその他の書類 D 編 9 章及び 10 章に

規定される資料その他の書類 
（省略） 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 15 章 15.4.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
中間検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じて，4.2.2

から 4.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目及び

15.3.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品の現状

-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
中間検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じて，4.2.2

から 4.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目及び

15.3.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品の現状
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及び消火設備の予備品を検査する。 及び消火設備の予備品を検査する。 文言修正 
 
鋼船規則 B 編 15 章 15.5.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
定期検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じて，5.2.2

から 5.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目及び

15.4.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品の現状

及び消火設備の予備品を詳細に検査する。 
（省略） 

-2. 船体，艤装，消火設備及び備品の検査 
定期検査では，当該船舶の構造，艤装等に応じて，5.2.2

から 5.2.7 に規定する検査項目のうち該当する項目及び

15.4.2-2.に掲げる船体，艤装，消火設備及び備品の現状

及び消火設備の予備品を詳細に検査する。 
（省略） 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 B 編 附属書 2.1.4 An.1.2.2 

正 現行 備考 

An1.2.2 模擬火災発生場所 1.2.2 模擬火災発生場所 
文言修正 

次の(1)から(35)に掲げる場所において模擬火災を発

生させる。(4)及び(5)に掲げる場所については，探知器の

位置及び通風状態等を考慮して検査員が特に必要と認

める場合を除き，省略することができる。 
（省略） 

次の(1)から(3)に掲げる場所において模擬火災を発生

させる。(4)及び(5)に掲げる場所については，探知器の位

置及び通風状態等を考慮して検査員が特に必要と認め

る場合を除き，省略することができる。 
（省略） 

参照先の修正 

 
鋼船規則 B 編 附属書 2.3.1-1. An1.1.1-14. 

正 現行 備考 
-14. 停止航走距離とは，停止試験で行進後進を発令し

た位置から，船舶が停止した位置までの船の中央が移動

した距離をいう。 

-14. 停止航走距離とは，停止試験で行進を発令した位

置から，船舶が停止した位置までの船の中央が移動した

距離をいう。 

文言修正 
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鋼船規則 C 編 1 編 附属書 1.1 An1.3.1-2. 
正 現行 備考 

An1.3.1 一般 
（省略） 
-2. Smooth Water Service として登録を受ける船舶の

部材寸法等の軽減 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 鋼製ハッチカバーには適当な間隔で防撓材を設

け，その断面係数は，上に貨物を積まない場合は

CS 編 19.214.6.5.5-2..(5)に規定する値を適当に参

酌して差し支えない。 
（(5)から(14)は省略） 

An1.3.1 一般 
（省略） 
-2. Smooth Water Service として登録を受ける船舶の

部材寸法等の軽減 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 鋼製ハッチカバーには適当な間隔で防撓材を設

け，その断面係数は，上に貨物を積まない場合は

CS 編 19.2.6-2.に規定する値を適当に参酌して差

し支えない。 
（(5)から(14)は省略） 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 

 
鋼船規則 C 編 1 編 14 章 表 14.3.1-1. 

正 現行 備考 
表 14.3.1-1. アンカー，チェーン及び引綱 

艤
装
記
号 

艤装数 

アンカー 
アンカーチェーン 

（スタッド付きチェーン） 
引綱 

数 

質量（スト

ックレスア

ンカーの単

量） 

長さ 
径 

第 1 種 第 2 種 第 3 種 長さ 
切断

荷重 

 

を超

え 以下  kg m mm mm mm m kN 
A1 50 70 2 180 220 14 12.5   180 98 
A2 70 90 2 240 220 16 14   180 98 
A3 90 110 2 300 247.5 17.5 16   180 98 
A4 110 130 2 360 247.5 19 17.5   180 98 
A5 130 150 2 420 275 20.5 17.5   180 98 

（省略） 

（備考） 

1. アンカーチェーンの長さは，連結用シャックルを含む長さとして差し支えない。 
2. 14.5.1.1-1.に定義される𝐿ଶが 180m を超える船舶では引綱を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 C 編 2-5 編 10 章 10.1.1.2 
正 現行 備考 

10.1.1.2 前提条件 
本 10.1 では，内底板，ホッパ斜板及び縦通隔壁が縦式

構造であることを前提としており，また，ホッパ斜板を

有しない単船側構造の船舶については，船側構造が横式

であることを前提としている。前提条件と異なる場合

は，個々の条件に応じた検討を行わなければならない。 

10.1.1.2 前提条件 
本 10.1 では，内底板，ホッパ斜板及び縦通隔壁が縦式

構造を前提としており，また，ホッパ斜板を有しない単

船側構造の船舶については，船側構造が横式であること

を前提としている。前提条件と異なる場合は，個々の条

件に応じた検討を行わなければならない。 

 

文言修正 
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鋼船規則 CS 編 21 章 21.2.4-2. 
正 現行 備考 

-2. 放水口に戸を設ける場合は，さびつくのを防ぐた

めに十分なすき間を設けなければならない。戸のヒンジ

ピン又はベアリングは，下銹不銹性材料のものでなけれ

ばならない。 

-2. 放水口に戸を設ける場合は，さびつくのを防ぐた

めに十分なすき間を設けなければならない。戸のヒンジ

ピン又はベアリングは，下銹性材料のものでなければな

らない。 

 

文言修正 

 
鋼船規則 CS 編 21 章 21.3.7-1. 

正 現行 備考 
-1. 一般 
(1) ドア及び内扉にはその周囲の構造と同等の強度

及び剛性を保持し得るよう，十分な強度の締付

け装置及び支持装置を設けなければならない。 
(2) ドアを支持する船体構造は，締付け装置及び支

持装置に対して用いられる設計荷重及び設計応

力に対して適切なものでなければならない。 
(3) ドアにガスケットが要求される場合，ガスケッ

トの材質は柔軟な材質のものとし，支持力は鋼

構造のみによって伝達されなければならない。

その他のガスケットについては，本会の適当と

認めるところによる。 
(4) 所定の締付け位置におけるドアと支持部材の間

隙は，原則として，3 mm を超えてはならない 
(5) ドア及び内扉には，それらが開いた状態で機械

的に固定できる装置を設けなければならない。 
(6) ドアの締付け装置及び支持装置に働く反力を計

算する場合は，作用方向に有効な剛性を有する

積極的な締付け装置及び支持装置以外のものを

考慮してはならない。ガスケット材料を圧縮す

るために設けられた，小さなあるいは堅固な締

-1. 一般 
(1) ドア及び内扉にはその周囲の構造と同等の強度

及び剛性を保持し得るよう，十分な強度の締付

け装置及び支持装置を設けなければならない。 
(2) ドアを支持する船体構造は，締付け装置及び支

持装置に対して用いられる設計荷重及び設計応

力に対して適切なものでなければならない。 
(3) ドアにガスケットが要求される場合，ガスケッ

トの材質は柔軟な材質のものとし，支持力は鋼

構造のみによって伝達されなければならない。

その他のガスケットについては，本会の適当と

認めるところによる。 
(4) 所定の締付け位置におけるドアと支持部材の間

隙は，原則として，3 mm を超えてはならない 
(5) ドア及び内扉には，それらが開いた状態で機械

的に固定できる装置を設けなければならない。 
(6) ドアの締付け装置及び支持装置に働く反力を計

算する場合は，作用方向に有効な剛性を有する

積極的な締付け装置及び支持装置以外のものを

考慮してはならない。ガスケット材料を圧縮す

るために設けられた，小さなあるいは堅固な締
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付けが得られないクリートのような装置は，原

則として-2.(35)の計算に含めてはならない。 
(7) ドアの締付け装置及び支持装置の数は，原則と

して-2.(6)及び-2.(7)に規定する冗長性要性を考

慮し，可能な限り最小としなければならない。な

お，締付け装置及び支持装置は，原則として，2.5 
m を超えない間隔で設け，かつ，ドアの四隅にお

いては，できる限り隔部に近い位置に設けなれ

ばならない。 
(8) バイザを外開きするためのバイザの回転軸は，

原則として外荷重の下でも自動閉鎖するよう配

置されなければならない。さらに 21.3.4-1.(3)に
よる閉鎖モーメント𝑀௬は，次の𝑀௬଴未満として

はならない。（𝑀௬は正の値とすること） 

𝑀௬଴ ൌ 10𝑊𝑐 ൅ 0.1√𝑎ଶ ൅ 𝑏ଶඥ𝐹௫ଶ ൅ 𝐹௭ଶ（kN-m） 

付けが得られないクリートのような装置は，原

則として-2.(3)の計算に含めてはならない。 
(7) ドアの締付け装置及び支持装置の数は，原則と

して-2.(6)及び-2.(7)に規定する冗長性要性を考

慮し，可能な限り最小としなければならない。な

お，締付け装置及び支持装置は，原則として，2.5 
m を超えない間隔で設け，かつ，ドアの四隅にお

いては，できる限り隔部に近い位置に設けなれ

ばならない。 
(8) バイザを外開きするためのバイザの回転軸は，

原則として外荷重の下でも自動閉鎖するよう配

置されなければならない。さらに 21.3.4-1.(3)に
よる閉鎖モーメント𝑀௬は，次の𝑀௬଴未満として

はならない。（𝑀௬は正の値とすること） 

𝑀௬଴ ൌ 10𝑊𝑐 ൅ 0.1√𝑎ଶ ൅ 𝑏ଶඥ𝐹௫ଶ ൅ 𝐹௭ଶ（kN-m） 

 

参照先の修正 

 
鋼船規則 CS 編 21 章 21.3.8-2. 

正 現行 備考 
-2. 表示及び監視施設 
(1) 船橋及び操作パネルには，次の(a)及び(b)に掲げ

るそれぞれ独立した表示装置及び可聴警報装置

を設けなければならない。表示パネルには，ラン

プテストの機能を有するものとする。また，表示

装置をオフにするような機能を設けてはならな

い。 
(a) ドア及び内扉が閉鎖されていることを示す

表示装置及びそれらの締付け装置及びロッ

ク装置が適切な位置にある事を示す表示装

置。 
(b) 航海モード時において，ドア及び内扉が開放

-2. 表示及び監視施設 
(1) 船橋及び操作パネルには，次の(a)及び(b)に掲げ

るそれぞれ独立した表示装置及び可聴警報装置

を設けなければならない。表示パネルには，ラン

プテストの機能を有するものとする。また，表示

装置をオフにするような機能を設けてはならな

い。 
(a) ドア及び内扉が閉鎖されていることを示す

表示装置及びそれらの締付け装置及びロッ

ク装置が適切な位置にある事を示す表示装

置。 
(b) 航海モード時において，ドア及び内扉が開放
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状態にある事，あるいは，締付け装置及びロ

ック装置が適切な位置にない事を示す可聴

警報装置。 
(2) 表示装置は，フェイルセーフの思想により設計

され，表示装置のセンサーは水，氷及び機械的損

傷から保護されなければならない。 
(3) 船橋上の表示パネルは，ドア及び内扉が完全に

閉鎖されていない場合あるいは締付け装置が正

しい位置にない場合に出航しても，前(1)及び(2)
の可聴警報装置が作動するように，“港内モード

／航海モード”の 2 つのモードを切り替える機能

を有しなければならない。 
(4) 内扉から海水が漏れたことを船橋及び機関制御

室に知らせるために，可聴警報及びテレビカメ

ラの監視による漏水探知検知装置を備えなけれ

ばならない。 
(5) ドアと内扉の間にテレビカメラによる監視装置

を設けなければならない。また，船橋内及び機関

制御室にモニターを設けなければならない。こ

の装置は，ドアの位置及び十分な数の締付け装

置を監視できるものでなければならない。 
(6) ドアとランプの間の区域（ランプが無い場合に

は，ドアと内扉の間の区域とする。）には，排水

装置を設けなければならない。この装置には，当

該区画の水位が 0.5 m 又は別に取り付けられた

高液面警報の設定位置のいずれか低い方に達し

た時に，船橋に可聴警報を与える警報装置を備

えなければならない。 

状態にある事，あるいは，締付け装置及びロ

ック装置が適切な位置にない事を示す可聴

警報装置。 
(2) 表示装置は，フェイルセーフの思想により設計

され，表示装置のセンサーは水，氷及び機械的損

傷から保護されなければならない。 
(3) 船橋上の表示パネルは，ドア及び内扉が完全に

閉鎖されていない場合あるいは締付け装置が正

しい位置にない場合に出航しても，前(1)及び(2)
の可聴警報装置が作動するように，“港内モード

／航海モード”の 2 つのモードを切り替える機能

を有しなければならない。 
(4) 内扉から海水が漏れたことを船橋及び機関制御

室に知らせるために，可聴警報及びテレビカメ

ラの監視による漏水探知装置を備えなければな

らない。 
(5) ドアと内扉の間にテレビカメラによる監視装置

を設けなければならない。また，船橋内及び機関

制御室にモニターを設けなければならない。こ

の装置は，ドアの位置及び十分な数の締付け装

置を監視できるものでなければならない。 
(6) ドアとランプの間の区域（ランプが無い場合に

は，ドアと内扉の間の区域とする。）には，排水

装置を設けなければならない。この装置には，当

該区画の水位が 0.5 m 又は別に取り付けられた

高液面警報の設定位置のいずれか低い方に達し

た時に，船橋に可聴警報を与える警報装置を備

えなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 CS 編 21 章 21.4.7-2. 
正 現行 備考 

-2. 表示及び監視設備 
(1) 次の(2)ないし(5)の規定は，ロールオン・ロール

オフ貨物区域の境界の一部となるドアに適用す

る。ただし，開口の面積が 6 m2 を超えないドア

であって，ドアのいずれの部分も最上位の喫水

線よりも上方にあるドアは，この限りではない。 
(2) 船橋及び操作パネルには，次の(a)及び(b)に掲げ

るそれぞれ独立した表示装置及び可聴警報装置

を設けなければならない。表示パネルには，ラン

プテストの機能を有するものとする。また，表示

装置をオフにするような機能を設けてはならな

い。 
(a) ドアが閉鎖されていることを示す表示灯及

びそれらの締付け装置及びロック装置が適

切な位置にある事を示す表示装置。 
(b) 航海モード時において，ドアが開放状態にあ

る事，あるいは，締付け装置及びロック装置

が適切な位置にない事を示す可聴警報装置。 
(3) 表示装置は，フェイルセーフの思想により設計

され，表示パネルの供給電源は，ドアの操作及び

閉鎖装置の供給電源と独立していなければなら

ない。また，表示装置は，バックアップ電源装置

が備えられなければならない。表示装置のセン

サーは水，氷及び機械的損傷から保護されなけ

ればならない。 
(4) 船橋上の表示パネルは，ドアが完全に閉鎖され

ていない場合あるいは締付け装置が正しい位置

にない場合に出航しても，前(2)及び(3)の可聴警

-2. 表示及び監視設備 
(1) 次の(2)ないし(5)の規定は，ロールオン・ロール

オフ貨物区域の境界の一部となるドアに適用す

る。ただし，開口の面積が 6 m2 を超えないドア

であって，ドアのいずれの部分も最上位の喫水

線よりも上方にあるドアは，この限りではない。 
(2) 船橋及び操作パネルには，次の(a)及び(b)に掲げ

るそれぞれ独立した表示装置及び可聴警報装置

を設けなければならない。表示パネルには，ラン

プテストの機能を有するものとする。また，表示

装置をオフにするような機能を設けてはならな

い。 
(a) ドアが閉鎖されていることを示す表示灯及

びそれらの締付け装置及びロック装置が適

切な位置にある事を示す表示装置。 
(b) 航海モード時において，ドアが開放状態にあ

る事，あるいは，締付け装置及びロック装置

が適切な位置にない事を示す可聴警報装置。 
(3) 表示装置は，フェイルセーフの思想により設計

され，表示パネルの供給電源は，ドアの操作及び

閉鎖装置の供給電源と独立していなければなら

ない。また，表示装置は，バックアップ電源装置

が備えられなければならない。表示装置のセン

サーは水，氷及び機械的損傷から保護されなけ

ればならない。 
(4) 船橋上の表示パネルは，ドアが完全に閉鎖され

ていない場合あるいは締付け装置が正しい位置

にない場合に出航しても，前(2)及び(3)の可聴警
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報装置が作動するように，“港内モード／航海モ

ード”の 2 つのモードを切り替える機能を有さな

ければならない。 
(5) ドアから海水が漏れたことを船橋に知らせるた

めに，可聴警報による漏水探知検知装置を備え

なければならない。 

報装置が作動するように，“港内モード／航海モ

ード”の 2 つのモードを切り替える機能を有さな

ければならない。 
(5) ドアから海水が漏れたことを船橋に知らせるた

めに，可聴警報による漏水探知装置を備えなけ

ればならない。 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 CS 編 21 章 21.7.1 

正 現行 備考 
暴露甲板には，船員室，機関室その他の船舶の作業に

必要な場所相互間の船員の往来を保護するために十分

な設備，例えばカードレールガードレール，保護索，常

設歩路，甲板下通路を設けなければならない。 

暴露甲板には，船員室，機関室その他の船舶の作業に

必要な場所相互間の船員の往来を保護するために十分

な設備，例えばカードレール，保護索，常設歩路，甲板

下通路を設けなければならない。 

 

文言修正 
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鋼船規則 D 編 9 章 9.5.5-2. 
正 現行 備考 

-2. 支柱で支持されない平らな蓋板にあって，胴にボ

ルトで接合する場合の所要厚さは，次の算式による。 
(1) 全面ガスケットを用いる場合 

円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝑃
𝑓 ൅ 1 

非円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝐶ସ𝑃
𝑓 ൅ 1 

(2) ガスケット反力によるモーメントを考慮する必

要がある場合 
円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝑃
𝑓 ൅

1.78𝑊ℎ𝑔
𝑓𝑑ଷ

ඨ
𝐶ଷ𝑃
𝑓 ൅

1.78𝑊ℎ௚
𝑓𝑑ଷ ൅ 1 

非円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝐶ସ𝑃
𝑓 ൅

6𝑊ℎ௚
𝑓𝐿𝑑ଶ ൅ 1 

𝐶ଷ : 図D9.12による接合法によって定まる定数 

𝐶ସ : 3.4 െ 2.4 ௗ
஽ᇱ
ただし，2.5 を超える必要はな

い。 

𝑑 : 図 D9.12 に示される直径（円形の場合），又

は最小長さ（非円形の場合）（mm） 
𝐷′ : 非円形の場合，d に直角方向で測った d に

相当する値の最大のもの（mm） 
𝑊 : ボルト荷重（N）で水密を得るために必要

-2. 支柱で支持されない平らな蓋板にあって，胴にボ

ルトで接合する場合の所要厚さは，次の算式による。 
(1) 全面ガスケットを用いる場合 

円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝑃
𝑓 ൅ 1 

非円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝐶ସ𝑃
𝑓 ൅ 1 

(2) ガスケット反力によるモーメントを考慮する必

要がある場合 
円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝑃
𝑓 ൅

1.78𝑊ℎ𝑔
𝑓𝑑ଷ ൅ 1 

非円形板に対し 

𝑇௥ ൌ 𝑑ඨ
𝐶ଷ𝐶ସ𝑃
𝑓 ൅

6𝑊ℎ௚
𝑓𝐿𝑑ଶ ൅ 1 

𝐶ଷ : 図D9.12による接合法によって定まる定数 

𝐶ସ : 3.4 െ 2.4 ௗ
஽ᇱ
ただし，2.5 を超える必要はな

い。 

𝑑 : 図 D9.12 に示される直径（円形の場合），又

は最小長さ（非円形の場合）（mm） 
𝐷′ : 非円形の場合，d に直角方向で測った d に

相当する値の最大のもの（mm） 
𝑊 : ボルト荷重（N）で水密を得るために必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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なボルト荷重と，実際に使用されるボルトの

許容荷重との平均値とする。 
𝐿 : ボルト中心点を連ねる曲線の全長（mm） 
ℎ௚ : 図D9.12に示されるガスケット反力による

モーメントの腕長（mm） 

なボルト荷重と，実際に使用されるボルトの

許容荷重との平均値とする。 
𝐿 : ボルト中心点を連ねる曲線の全長（mm） 
ℎ௚ : 図D9.12に示されるガスケット反力による

モーメントの腕長（mm） 
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鋼船規則 H 編 2 章 2.17.3-10. 
正 現行 備考 

-10. 回転機には，固定子巻線の温度検出器検知器を装

備し，異常状態になった場合に可視可聴警報を通常人の

いる場所に発することができるようにしなければなら

ない。 

-10. 回転機には，固定子巻線の温度検出器を装備し，

異常状態になった場合に可視可聴警報を通常人のいる

場所に発することができるようにしなければならない。 

文言修正 

 
鋼船規則 H 編 2 章 2.17.4-3. 

正 現行 備考 
-3. 回転機に装備される巻線の温度検出器検知器回

路には，過電圧から保護するための手段を備えなければ

ならない。 

-3. 回転機に装備される巻線の温度検出器回路には，

過電圧から保護するための手段を備えなければならな

い。 

文言修正 
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鋼船規則 K 編 3 章 3.2.11-1. 
正 現行 備考 

-1. 規定の試験に合格した鋼板の表示は，1.5.1 によ

るほか，熱処理に関する表示記号もは刻印又は適当な方

法で表示しなければならない。 

-1. 規定の試験に合格した鋼板の表示は，1.5.1 によ

るほか，熱処理に関する表示記号も刻印しなければなら

ない。 

 

文言修正 

 
鋼船規則 K 編 7 章 7.2.9-3. 

正 現行 備考 
-3. プロペラ鋳物の寸法検査は，製造者の責任におい

て行うものとする。なお，矯正を行う場合の加工方法に

ついては，次の規定による。 
(1) 負荷する荷重は静的荷重とする。 
(2) 熱間で当該部を加工する場合には，十分に広い

範囲を均一に加熱し，適当な方法により温度を

計測すること。加工時の温度については表 K7.6
を標準とする。なお，溶接補修部にあっては，熱

間での加工により溶接特性が損なわれないこと

を実証し，あらかじめ本会の承認を得ること。 
(3) 冷間での加工は，プロペラ羽根の端部及び縁部

における軽微な調整とする。また，KAlBC3 を除

き，加工後に応力除去のための熱処理を行なう

こと。この場合の熱処理条件は 7.2.11-3.(34)の規

定を準用する。 

-3. プロペラ鋳物の寸法検査は，製造者の責任におい

て行うものとする。なお，矯正を行う場合の加工方法に

ついては，次の規定による。 
(1) 負荷する荷重は静的荷重とする。 
(2) 熱間で当該部を加工する場合には，十分に広い

範囲を均一に加熱し，適当な方法により温度を

計測すること。加工時の温度については表 K7.6
を標準とする。なお，溶接補修部にあっては，熱

間での加工により溶接特性が損なわれないこと

を実証し，あらかじめ本会の承認を得ること。 
(3) 冷間での加工は，プロペラ羽根の端部及び縁部

における軽微な調整とする。また，KAlBC3 を除

き，加工後に応力除去のための熱処理を行なう

こと。この場合の熱処理条件は 7.2.11-3.(3)の規

定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 
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鋼船規則 L 編 3 章 3.2.15-2. 
正 現行 備考 

-2. 3.2.14-2.の海洋チェーンの非破壊検査の結果，軽

微でない欠陥が発見された場合は，そのリンクを切離

し，連結用普通リンク又は連結用普通リンクシャックル

を挿入して，3.2.11 から 3.2.13 に規定される試験を行い，

これらの規定を満足すれば，この海洋チェーンは合格と

する。 

-2. 3.2.14-2.の海洋チェーンの非破壊検査の結果，軽

微でない欠陥が発見された場合は，そのリンクを切離

し，連結用普通リンク又は連結用普通リンクを挿入し

て，3.2.11 から 3.2.13 に規定される試験を行い，これら

の規定を満足すれば，この海洋チェーンは合格とする。 

 

文言修正 

 
鋼船規則 L 編 7 章 7.1.3. 

正 現行 備考 
丸窓の開口部の面積は 0.16m2 を超えてはならない。

また，丸窓各部の構造及び寸法は，その主要部では次の

(1)から(4)の規定並びに丸窓の呼び径及び種別に従い表

L7.1，表 L7.2 及び表 L7.3 に掲げるとおりとし，その他

の部分では検査員が適当と認めるものでなければなら

ない。 
(1) 最大許容圧力 

標準寸法の丸窓に対する最大許容圧力は表

L7.1，表 L7.2 及び表 L7.3 に示すとおりとしなけ

ればならない。 
(2) ガラスのはめ込み 

(a) ガラス固定材 
耐海水及び耐紫外線の適当な充填材を使用

しなければならない。 
(b) ガラスをはめる場合は，開閉式丸窓ではガラ

ス枠の，また固定式丸窓では窓枠のそれぞれ

中央にガラスを置き，前周全周に同じ隙間を

もたせるようにする。 
(3) 締付け金物（閉鎖金物及びヒンジ） 

(a) A 級，B 級及び C 級丸窓のガラス枠及び内蓋

丸窓の開口部の面積は 0.16m2 を超えてはならない。

また，丸窓各部の構造及び寸法は，その主要部では次の

(1)から(4)の規定並びに丸窓の呼び径及び種別に従い表

L7.1，表 L7.2 及び表 L7.3 に掲げるとおりとし，その他

の部分では検査員が適当と認めるものでなければなら

ない。 
(1) 最大許容圧力 

標準寸法の丸窓に対する最大許容圧力は表

L7.1，表 L7.2 及び表 L7.3 に示すとおりとしなけ

ればならない。 
(2) ガラスのはめ込み 

(a) ガラス固定材 
耐海水及び耐紫外線の適当な充填材を使用

しなければならない。 
(b) ガラスをはめる場合は，開閉式丸窓ではガラ

ス枠の，また固定式丸窓では窓枠のそれぞれ

中央にガラスを置き，前周に同じ隙間をもた

せるようにする。 
(3) 締付け金物（閉鎖金物及びヒンジ） 

(a) A 級，B 級及び C 級丸窓のガラス枠及び内蓋
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に用いる締付け金物は，閉鎖金物と丸穴ヒン

ジで構成し，その最小数は表 L7.1，表 L7.2
及び表 L7.3 に示すとおりとしなければなら

ない。 
(b) 締付け金物の全数及び構造は，丸窓が 7.1.5

で要求される強度と水密性を満足しなけれ

ばならない。 
(c) ガラス枠及び内蓋のヒンジの穴が長円形の

場合，そのヒンジは締付け金物とはみなさな

い。 
(4) ガラス枠及び内蓋用ガスケット 

(a) ガラス枠と窓枠との間及び内蓋とガラス枠

との間の水密性を確保するために，ISO3902
に適合する A 形又は B 形ガスケットを使用

しなければならない。 
(b) ガスケットは適当な接着材によって溝に固

着させなければならない。 

に用いる締付け金物は，閉鎖金物と丸穴ヒン

ジで構成し，その最小数は表 L7.1，表 L7.2
及び表 L7.3 に示すとおりとしなければなら

ない。 
(b) 締付け金物の全数及び構造は，丸窓が 7.1.5

で要求される強度と水密性を満足しなけれ

ばならない。 
(c) ガラス枠及び内蓋のヒンジの穴が長円形の

場合，そのヒンジは締付け金物とはみなさな

い。 
(4) ガラス枠及び内蓋用ガスケット 

(a) ガラス枠と窓枠との間及び内蓋とガラス枠

との間の水密性を確保するために，ISO3902
に適合する A 形又は B 形ガスケットを使用

しなければならない。 
(b) ガスケットは適当な接着材によって溝に固

着させなければならない。 
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鋼船規則 M 編 6 章 図 M6.4 
正 現行 備考 

図 M6.4 衝撃試験片の採取位置（t：板厚，単位 mm） 

 

 

 

図 M6.4 衝撃試験片の採取位置（t：板厚，単位 mm） 

 
 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 O 編 1 章 1.2.7 
正 現行 備考 

氷水域での運航を計画する船舶は，本編の該当規定に

よるほか，I 編 8 章によらなければならない。 
氷水域での運航を計画する船舶は，本編の該当規定に

よるほか，I 編によらなければならない。 

 
参照先の修正 
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鋼船規則 P 編 6 章 6.2.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 甲板昇降型及び半潜水型船舶の構造部材の分類

は，次の(1)から(3)の 3 種類に分類する。 
(1) 一次構造部材 

船舶の主要構造部材で，コラム，脚，ブレーシン

グ，ロワーハル，フーティング，底部マット及び

レグタンクの外板並びに甲板及び主要桁等とす

る。 
(2) 二次構造部材 

前(1)に規定される構造部材の内部構成部材及び

その他の部材とする等，その損傷が船の全体的

な構造健全性に影響を及ぼす可能性が低いも

の。 
(3) 特殊構造部の部材 

前(1)に規定される構造部材の結合部等で，構造

上特に重要な箇所又は応力集中部等とする。 

-1. 甲板昇降型及び半潜水型船舶の構造部材の分類

は，次の(1)から(3)の 3 種類に分類する。 
(1) 一次構造部材 

船舶の主要構造部材で，コラム，脚，ブレーシン

グ，ロワーハル，フーティング，底部マット及び

レグタンクの外板並びに甲板及び主要桁等とす

る。 
(2) 二次構造部材 

前(1)に規定される構造部材の内部構成部材及び

その他の部材とする。 
 

(3) 特殊構造部の部材 
前(1)に規定される構造部材の結合部等で，構造

上特に重要な箇所又は応力集中部等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則 P 編 6 章 6.5.1-2. 

正 現行 備考 
-2. 氷水域での運航を計画する船舶にあっては，I 編

8 章の規定によらなければならない。 
-2. 氷水域での運航を計画する船舶にあっては，I 編

の規定によらなければならない。 
参照先の修正 

 
鋼船規則 P 編 18 章 18.2.11-3. 

正 現行 備考 
-3. 非常配置表 
(1) 非常配置表は，制御室及び乗組員の居住区域を

含む船内全域の目につきやすい場所に掲示しな

ければならない。また，非常配置表は，業務用言

語又は乗組員の母国語で作成しなければならな

い。 

-3. 非常配置表 
(1) 非常配置表は，制御室及び乗組員の居住区域を

含む船内全域の目につきやすい場所に掲示しな

ければならない。また，非常配置表は，業務用言

語又は乗組員の母国語で作成しなければならな

い。 
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(2) 非常配置表には，一般警報装置の詳細及び警報

が作動した際に各自が取るべき行動を明記しな

ければならない。 
(3) 非常配置表には，次に掲げる事項を含めなけれ

ばならない。 
(a) 水密戸，防火扉，弁，通気吸入／排出口，排

水口，舷窓，天窓，丸窓及びその他類似の開

口の閉鎖 
(b) 救命艇及び救命いかだ並びにその他の救命

設備の装備 
(c) 救命艇及び救命いかだの準備及び進水 
(d) その他の救命設備の一般的な準備 
(e) 滞在者の招集 
(f) 通信装置の使用 
(g) 火災に対応する消防隊の編成 
(h) 消火装置及び消火設備の使用における責務 
(i) ヘリコプタ甲板における非常時の責務 
(j) 炭化水素又は硫化水素の漏洩時の非常遮断

を含む責務 
(4) 非常配置表には，指揮者の緊急時には異なる対

応が必要となる場合があることを考慮し，指揮

者が任務不能となった場合に備えて，その代行

者を明記しなければならない。 
(5) 非常配置表には，非常時に滞在者が割り当てら

れる責務を明記しなければならない。 
(6) 船舶には，最新の非常配置表を備えなければな

らない。 
(7) 非常配置表の内容は，オペレーションマニュア

ル等の資料に記載されている事項を考慮して決

定しなければならない。 

(2) 非常配置表には，一般警報装置の詳細及び警報

が作動した際に各自が取るべき行動を明記しな

ければならない。 
(3) 非常配置表には，次に掲げる事項を含めなけれ

ばならない。 
(a) 水密戸，防火扉，弁，通気吸入／排出口，排

水口，舷窓，天窓，丸窓及びその他類似の開

口の閉鎖 
(b) 救命艇及び救命いかだ並びにその他の救命

設備の装備 
(c) 救命艇及び救命いかだの準備及び進水 
(d) その他の救命設備の一般的な準備 
(e) 滞在者の招集 
(f) 通信装置の使用 
(g) 火災に対応する消防隊の編成 
(h) 消火装置及び消火設備の使用における責務 
(i) ヘリコプタ甲板における非常時の責務 
(j) 炭化水素又は硫化水素の漏洩時の非常遮断

を含む責務 
(4) 非常配置表には，指揮者の代行者を明記しなけ

ればならない。 
(5) 非常配置表には，非常時に滞在者が割り当てら

れる責務を明記しなければならない。 
(6) 船舶には，最新の非常配置表を備えなければな

らない。 
(7) 非常配置表の内容は，オペレーションマニュア

ル等の資料に記載されている事項を考慮して決

定しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 P 編 18 章 18.2.14-4. 
正 現行 備考 

-4. 操練は，出来る限り，実際の事態を想定して行わ

なければならず，少なくとも次の(1)及び(2 から(3)を実

施しなければならない。 
(1) 救命設備の作動及び使用。 
(2) 自由降下式救命艇を除き，少なくとも１艇につ

いて，救命艇エンジンの始動及び救命艇の降下。

可能であれば，少なくとも 3 ヶ月に 1 回，担当

者が乗船して進水し，操船しなければならない。 
(3) 前(2)の進水及び操船に関する規定に代えて，本

会が適当と認めるガイドラインに従った手段又

は主管庁が認めるその他同等の手段を実施して

もよい。 

-4. 操練は，出来る限り，実際の事態を想定して行わ

なければならず，少なくとも次の(1)及び(2)を実施しな

ければならない。 
(1) 救命設備の作動及び使用。 
(2) 自由降下式救命艇を除き，少なくとも１艇につ

いて，救命艇エンジンの始動及び救命艇の降下。

可能であれば，少なくとも 3 ヶ月に 1 回，担当

者が乗船して進水し，操船しなければならない。 
(3) 前(2)の進水及び操船に関する規定に代えて，本

会が適当と認めるガイドラインに従った手段又

は主管庁が認めるその他同等の手段を実施して

もよい。 

 

参照先の修正 

 
鋼船規則 P 編 18 章 18.3.2 

正 現行 備考 
公用航海日誌又は掘削記録に含まれていない場合，以

下の事項に関する資料を主管庁が認める期間保持しな

ければならない。 
(1) 定期的検査等の検査記録書 
(2) 9.6.35 に規定する点検設備に関する検査及び保

守の記録 
(3) B 編 12.5.2-5.(3)(b)ii)に規定する軽荷重量の変更

記録 
(4) 10.3.3-1.に規定するアンカー等の変更及び試験

記録 
(5) 15.2.16-4.に規定する消防設備に関する保守，点

検及び試験記録 
(6) 安全設備規則 3 編 2.14 に規定する救命設備に関

する保守記録 

公用航海日誌又は掘削記録に含まれていない場合，以

下の事項に関する資料を主管庁が認める期間保持しな

ければならない。 
(1) 定期的検査等の検査記録書 
(2) 9.6.3 に規定する点検設備に関する検査及び保守

の記録 
(3) B 編 12.5.2-5.(3)(b)ii)に規定する軽荷重量の変更

記録 
(4) 10.3.3-1.に規定するアンカー等の変更及び試験

記録 
(5) 15.2.16-4.に規定する消防設備に関する保守，点

検及び試験記録 
(6) 安全設備規則 3 編 2.14 に規定する救命設備に関

する保守記録 

 

 

 

参照先の修正 
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(7) 揚貨設備規則に規定するクレーンの検査 
(8) 9.4.1-2.に規定する揚貨装具等の定格荷重 
(9) 18.2.11-3.に規定する非常配置表 
(10) 13.4 に規定する電気機器の一覧表 
(11) 危険場所に設けるすべての電気機器に対する

13.4 にいう国際規格に従った認定を維持するた

めの保守及び修理 

(7) 揚貨設備規則に規定するクレーンの検査 
(8) 9.4.1-2.に規定する揚貨装具等の定格荷重 
(9) 18.2.11-3.に規定する非常配置表 
(10) 13.4 に規定する電気機器の一覧表 
(11) 危険場所に設けるすべての電気機器に対する

13.4 にいう国際規格に従った認定を維持するた

めの保守及び修理 
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鋼船規則 PS 編 4 章 4.4.4-1. 
正 現行 備考 

-1. 係留ラインにチェーンを用いる場合，フェアリー

ダとチェーンが接触する箇所の長さは，チェーンの長径

リンク長さの 7 倍以上とすることを標準とする。 

-1. 係留ラインにチェーンを用いる場合，フェアリー

ダとチェーンが接触する箇所の長さは，チェーンの長径

の 7 倍以上とすることを標準とする。 

 

文言修正 

 
鋼船規則 PS 編 7 章 7.4.4-1. 

正 現行 備考 
-1. 燃料油は，貯蔵油タンク，スロップ油タンク又は

燃料油専用他の適当なタンクから噴燃ポンプへ直接吸

引されなければならない。ただし，貯蔵油タンクの油を

燃料油として使用する場合は，適切に処理されていなけ

ればならない。 

-1. 燃料油は，貯蔵油タンク，スロップ油タンク又は

燃料油専用タンクから噴燃ポンプへ直接吸引されなけ

ればならない。ただし，貯蔵油タンクの油を燃料油とし

て使用する場合は，適切に処理されていなければならな

い。 

 

文言修正 

 
鋼船規則 PS 編 7 章 7.4.4-2. 

正 現行 備考 
-2. 前-1.にいう燃料油専用タンクは，原油エリアに設

置し，ガス密隔壁を有するコファダムにより，安全場所

と隔離しなければならない。 

-2. 前-1.にいう燃料油専用タンクは，原油エリアに設

置し，ガス密隔壁を有するコファダムにより，安全場所

と隔離しなければならない。 

文言修正 

 
鋼船規則 PS 編 9 章 9.3.2 

正 現行 備考 
提出すべき図書及び資料は一般に次のとおりとする。 
(1) 承認用図面及び資料 

(a) 一般配管系統（油処理システム，水処理シス

テム，フレア/ガス処理システム及び原油タ

ンクまでの系統を含む。） 
(b) フレア/ガス放出口の配置図 
(c) ライザコンペンセーティング及びテンショ

ニングシステム 
(d) 電気機器及び電路配置図 

提出すべき図書及び資料は一般に次のとおりとする。 
(1) 承認用図面及び資料 

(a) 一般配管系統（油処理システム，水処理シス

テム，フレア/ガス処理システム及び原油タ

ンクまでの系統を含む。） 
(b) フレア/ガス放出口の配置図 
(c) ライザコンペンセーティング及びテンショ

ニングシステム 
(d) 電気機器及び電路配置図 
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(e) 各回路の負荷状況，定格電流，推定短絡電流，

電圧降下，ケーブルの種類及び導体の大きさ

断面積，遮断器の定格及び調整値，ヒューズ

及びスイッチの定格並びに遮断器及びヒュ

ーズの遮断容量を記入した電路系統図 
(f) 安全システムの概要 
(g) 試験方案（本会が適当と認めたコード又は規

格に基づく証明書を有する場合には，試験項

目及び範囲等を適当に変更することがあ

る。） 
(2) 参考用図面及び資料 

(a) 処理方法及び運転原理 
(b) ヒート及びマスバランスを含む処理工程系

統図 
(c) 放熱計算書 
(d) 圧力逃しシステムの作動原理 
(e) プロセス遮断システムの理念 
(f) 圧入遮断システムの理念 
(g) コロージョン/エロージョン監視及び保全シ

ステム 
(h) 制御システムの概要，非常停止システムの概

要を示す資料 
(i) リスク評価を実施している場合には，リスク

評価に関する資料 

(e) 各回路の負荷状況，定格電流，推定短絡電流，

電圧降下，ケーブルの種類及び導体の大き

さ，遮断器の定格及び調整値，ヒューズ及び

スイッチの定格並びに遮断器及びヒューズ

の遮断容量を記入した電路系統図 
(f) 安全システムの概要 
(g) 試験方案（本会が適当と認めたコード又は規

格に基づく証明書を有する場合には，試験項

目及び範囲等を適当に変更することがあ

る。） 
(2) 参考用図面及び資料 

(a) 処理方法及び運転原理 
(b) ヒート及びマスバランスを含む処理工程系

統図 
(c) 放熱計算書 
(d) 圧力逃しシステムの作動原理 
(e) プロセス遮断システムの理念 
(f) 圧入遮断システムの理念 
(g) コロージョン/エロージョン監視及び保全シ

ステム 
(h) 制御システムの概要，非常停止システムの概

要を示す資料 
(i) リスク評価を実施している場合には，リスク

評価に関する資料 

 

文言修正 
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鋼船規則 Q 編 5 章 5.3.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 船首隔壁から船尾隔壁までの間の上甲板下の横

肋骨の断面係数は，次の算式による値以上でなければな

らない。ただし，30cm3 未満としてはならない。 
CSh2lCShl2 (cm3) 
𝑆: 肋骨の心距(m) 
𝑙: その箇所における内底板又は単底肋板の船

側における上面から肋骨頂部の甲板梁の船

側における上面までの垂直距離(m) 
ℎ: それぞれの肋骨に対して，𝑙の下端から次に

規定する点までの垂直距離(m) 
L が 30m を超え 90m 以下の場合: 

竜骨上面上 d+0.044L-0.54 
L が 90m を超える場合: 

竜骨上面上 d+0.038L 
𝐶: 係数で 
 船首から0.15Lの箇所と船尾隔壁との間の倉

内横肋骨 2.6  
 船首から0.15Lの箇所と船首隔壁との間の倉

内横肋骨 3.4  

-1. 船首隔壁から船尾隔壁までの間の上甲板下の横

肋骨の断面係数は，次の算式による値以上でなければな

らない。ただし，30cm3 未満としてはならない。 
CSh2l (cm3) 
𝑆: 肋骨の心距(m) 
𝑙: その箇所における内底板又は単底肋板の船

側における上面から肋骨頂部の甲板梁の船

側における上面までの垂直距離(m) 
ℎ: それぞれの肋骨に対して，𝑙の下端から次に

規定する点までの垂直距離(m) 
L が 30m を超え 90m 以下の場合: 

竜骨上面上 d+0.044L-0.54 
L が 90m を超える場合: 

竜骨上面上 d+0.038L 
𝐶: 係数で 
 船首から0.15Lの箇所と船尾隔壁との間の倉

内横肋骨 2.6  
 船首から0.15Lの箇所と船首隔壁との間の倉

内横肋骨 3.4  

 

 

文言修正 
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鋼船規則 R 編 4 章 4.2.2 
正 現行 備考 

燃料油の貯蔵，配分及び使用のためにとられる措置

は，船舶及び乗船者の安全を確保するものでなければな

らず，少なくとも次の規定に適合するものでなければな

らない。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 燃料油タンクは次の要件を満たさなければなら

ない。 
（(a)から(d)は省略） 
(e) 燃料油タンク内の油の量を確認する安全か

つ適切な装置を取り付けなければならない。 
i) 測深管を使用する場合には，測深管の上

端は，隔壁甲板より上のいつでも近寄り

やすい位置に導き，確実に閉鎖できるも

のでなければならない。また，測深管は，

当該測深管から流出する油が着火する

危険がある場所，（特に居住区域又は業

務区域）及び，原則として機関区域に設

けてはならない。ただし，次のすべてを

満たすことを条件として本会が認める

場合には，測深管の上端を機関区域に設

けることができる。 
1) ii)の規定の要件を満たす液面計を追

加すること。 
2) 燃料油が測深管の上端から漏出する

場合に，発火源と接触することを防

ぐための予防措置（効果的なスクリ

ーンを設置する等）をとらない限り，

測深管の上端は，着火の危険から離

燃料油の貯蔵，配分及び使用のためにとられる措置

は，船舶及び乗船者の安全を確保するものでなければな

らず，少なくとも次の規定に適合するものでなければな

らない。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 燃料油タンクは次の要件を満たさなければなら

ない。 
（(a)から(d)は省略） 
(e) 燃料油タンク内の油の量を確認する安全か

つ適切な装置を取り付けなければならない。 
i) 測深管を使用する場合には，測深管の上

端は，隔壁甲板より上のいつでも近寄り

やすい位置に導き，確実に閉鎖できるも

のでなければならない。また，測深管は，

当該測深管から流出する油が着火する

危険がある場所，（特に居住区域又は業

務区域）及び，原則として機関区域に設

けてはならない。ただし，次のすべてを

満たすことを条件として本会が認める

場合には，測深管の上端を機関区域に設

けることができる。 
1) ii)の規定の要件を満たす液面計を追

加すること。 
2) 燃料油が測深管の上端から漏出する

場合に，発火源と接触することを防

ぐための予防措置（効果的なスクリ

ーンを設置する等）をとらない限り，

測深管の上端は，着火の危険から離
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れた場所に設置すること。 
3) 測深管の上端には，自己自動閉鎖装

置を取り付け，その下に当該閉鎖装

置を開く前に燃料油がないことを確

認するための小口径の自動閉鎖制御

コックを取り付けること。当該コッ

クから漏出した燃料油が発火する危

険をなくすための措置を講じるこ

と。 
ii) 測深管の代わりに他の液面指示装置を

使用する場合，当該装置は本会が承認し

たもの，本会が適当と認める規格に適合

したもの又は本会が適当と認めた証明書

を有するものであって，次によらなけれ

ばならない。 
1) 航行中，正常に機能するよう適正な

状態に維持されること。 
2) 破損又は燃料油タンクへの油の入れ

過ぎによって油が漏出しないもので

あること。 
3) 液面計に使用するガラスは耐熱性の

ものであって，かつ，外部からの衝

撃に対し十分保護された構造のもの

とすること。ただし，円筒型ゲージ

ガラスを使用してはならない。 
4) 平面ガラス液面計，外装式フロート

液面計等の漏油のおそれのある構造

を有する液面指示装置にあっては，

液面計と燃料タンクとの間に自動閉

鎖式の弁を有すること。 

れた場所に設置すること。 
3) 測深管の上端には，自己閉鎖装置を

取り付け，その下に当該閉鎖装置を

開く前に燃料油がないことを確認す

るための小口径の自動閉鎖制御コッ

クを取り付けること。当該コックか

ら漏出した燃料油が発火する危険を

なくすための措置を講じること。 
 

ii) 測深管の代わりに他の液面指示装置を

使用する場合，当該装置は本会が承認し

たもの，本会が適当と認める規格に適合

したもの又は本会が適当と認めた証明書

を有するものであって，次によらなけれ

ばならない。 
1) 航行中，正常に機能するよう適正な

状態に維持されること。 
2) 破損又は燃料油タンクへの油の入れ

過ぎによって油が漏出しないもので

あること。 
3) 液面計に使用するガラスは耐熱性の

ものであって，かつ，外部からの衝

撃に対し十分保護された構造のもの

とすること。ただし，円筒型ゲージ

ガラスを使用してはならない。 
4) 平面ガラス液面計，外装式フロート

液面計等の漏油のおそれのある構造

を有する液面指示装置にあっては，

液面計と燃料タンクとの間に自動閉

鎖式の弁を有すること。 

 

文言修正 
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（(4)から(7)は省略） 
(8) 清浄機，油加熱器等可燃性液体の前処理を行う

機器を設置する場所には，次の(a)及び(b)に規定

する措置を講じなければならない。ただし，船舶

の防火構造，又は当該機器の配置及び漏油，火災

に対する安全措置を考慮し，本会が適当と認め

る場合はこの限りでない。 
(a) 主要部分を設置する場所を甲板から甲板ま

で到達した鋼製隔壁で閉囲し，かつ，鋼製自

己自動閉鎖戸付きの独立した区画とするこ

と。 
(b) 前(a)により要求される閉囲された区画に対

し，次の i)から iv)に規定する機器を設ける

こと。 
i) 7.2 の規定に適合した固定式火災探知警

報装置 
ii) 当該区画の外から作動させることがで

きる本会が適当と認める固定式消火装

置 
iii) 独立の機械通風装置又は機関室の機械

通風装置から分離することのできる通

風装置 
iv) 前 ii)に規定する固定式消火装置の操作

場所に近接した当該区画外の場所から，

前 iii)に規定する通風装置の吸気口及び

排気口が閉鎖できる装置 
(9) 燃料油のオーバフロータンクにおいて，測深管

の上端を機関区域に設ける場合にあっては，測

深管の上端に自己自動閉鎖装置を取り付け，そ

の下に当該閉鎖装置を開く前に燃料油がないこ

（(4)から(7)は省略） 
(8) 清浄機，油加熱器等可燃性液体の前処理を行う

機器を設置する場所には，次の(a)及び(b)に規定

する措置を講じなければならない。ただし，船舶

の防火構造，又は当該機器の配置及び漏油，火災

に対する安全措置を考慮し，本会が適当と認め

る場合はこの限りでない。 
(a) 主要部分を設置する場所を甲板から甲板ま

で到達した鋼製隔壁で閉囲し，かつ，鋼製自

己閉鎖戸付きの独立した区画とすること。 
 

(b) 前(a)により要求される閉囲された区画に対

し，次の i)から iv)に規定する機器を設ける

こと。 
i) 7.2 の規定に適合した固定式火災探知警

報装置 
ii) 当該区画の外から作動させることがで

きる本会が適当と認める固定式消火装

置 
iii) 独立の機械通風装置又は機関室の機械

通風装置から分離することのできる通

風装置 
iv) 前 ii)に規定する固定式消火装置の操作

場所に近接した当該区画外の場所から，

前 iii)に規定する通風装置の吸気口及び

排気口が閉鎖できる装置 
(9) 燃料油のオーバフロータンクにおいて，測深管

の上端を機関区域に設ける場合にあっては，測

深管の上端に自己閉鎖装置を取り付け，その下

に当該閉鎖装置を開く前に燃料油がないことを
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とを確認するための小口径の自動閉鎖制御コッ

クを取り付けること。当該コックから漏出した

燃料油が発火する危険をなくすための措置を講

じること。 

確認するための小口径の自動閉鎖制御コックを

取り付けること。当該コックから漏出した燃料

油が発火する危険をなくすための措置を講じる

こと。 

 
鋼船規則 R 編 9 章 9.2.3-6. 

正 現行 備考 
-6. 居住区域，業務区域及び制御場所の階段及び昇降

機トランクの保護 
(1) 単一の甲板のみを貫通する階段は，少なくとも

一層において「B-0」級以上の仕切り及び自己自

動閉鎖型の戸により保護する。単一の甲板のみ

を貫通する昇降機は，両層において，鋼製戸を備

えた「A-0」級仕切りで閉囲する。2 層以上の甲

板を貫通する階段及び昇降機トランクは，「A-0」
級以上の仕切りで閉囲しなければならず，すべ

ての層において自己自動閉鎖型の戸により保護

する。 
(2) 12 人以下の居住設備を有する船舶において，階

段が 2 層以上の甲板を貫通し，かつ，各居住区

域のある層において開放された甲板に直接通ず

る少なくとも 2 組の脱出経路が設けられている

場合には，本会は，前(1)の規定により要求され

る「A-0」級仕切りを「B-0」級仕切りに軽減する

ことを考慮することがある。 

-6. 居住区域，業務区域及び制御場所の階段及び昇降

機トランクの保護 
(1) 単一の甲板のみを貫通する階段は，少なくとも

一層において「B-0」級以上の仕切り及び自己閉

鎖型の戸により保護する。単一の甲板のみを貫

通する昇降機は，両層において，鋼製戸を備えた

「A-0」級仕切りで閉囲する。2 層以上の甲板を

貫通する階段及び昇降機トランクは，「A-0」級

以上の仕切りで閉囲しなければならず，すべて

の層において自己閉鎖型の戸により保護する。 
(2) 12 人以下の居住設備を有する船舶において，階

段が 2 層以上の甲板を貫通し，かつ，各居住区

域のある層において開放された甲板に直接通ず

る少なくとも 2 組の脱出経路が設けられている

場合には，本会は，前(1)の規定により要求され

る「A-0」級仕切りを「B-0」級仕切りに軽減する

ことを考慮することがある。 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 R 編 9 章 9.4.1 

正 現行 備考 
戸の耐火性は，戸が取り付けられる隔壁と同等のもの

でなければならず，火災試験方法コードに従い本会又は

戸の耐火性は，戸が取り付けられる隔壁と同等のもの

でなければならず，火災試験方法コードに従い本会又は
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本会の適当と認める機関により承認されたものでなけ

ればならない。戸枠の一部として縁材を設けない形で

「A」級として承認された戸については，戸の下部の間

隙が 12 mm を超えないよう取り付けられなくてはなら

ない。この場合，床材が閉じた戸の真下に入りこまない

よう，不燃性の縁材が戸の下部に取り付けられなくては

ならない。戸枠の一部として縁材を設けない形で「B」
級として承認された戸については，戸の下部の間隙が 25 
mm を超えないよう取り付けられなくてはならない。

「A」級仕切りに設ける戸及び戸枠は，鋼製のものでな

ければならない。「B」級仕切りに取り付ける戸は，不

燃性のものでなければならない。A 類機関区域の境界の

隔壁に取り付ける戸は，合理的な気密性を有し，かつ，

自己自動閉鎖型のものでなければならない。IC 方式に

より建造される船舶については，シャワー室のような個

人用居室内部の衛生設備とキャビンを分離する戸につ

いて可燃性材料の使用を認めることができる。 

本会の適当と認める機関により承認されたものでなけ

ればならない。戸枠の一部として縁材を設けない形で

「A」級として承認された戸については，戸の下部の間

隙が 12 mm を超えないよう取り付けられなくてはなら

ない。この場合，床材が閉じた戸の真下に入りこまない

よう，不燃性の縁材が戸の下部に取り付けられなくては

ならない。戸枠の一部として縁材を設けない形で「B」
級として承認された戸については，戸の下部の間隙が 25 
mm を超えないよう取り付けられなくてはならない。

「A」級仕切りに設ける戸及び戸枠は，鋼製のものでな

ければならない。「B」級仕切りに取り付ける戸は，不

燃性のものでなければならない。A 類機関区域の境界の

隔壁に取り付ける戸は，合理的な気密性を有し，かつ，

自己閉鎖型のものでなければならない。IC 方式により

建造される船舶については，シャワー室のような個人用

居室内部の衛生設備とキャビンを分離する戸について

可燃性材料の使用を認めることができる。 
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鋼船規則 R 編 9 章 9.4.2 

正 現行 備考 

9.4.2 自己自動閉鎖型の戸* 9.4.2 自己閉鎖型の戸* 
 

文言修正 
自己自動閉鎖型であることが要求される戸には，開け

放し用フックを取り付けてはならない。ただし，フェイ

ル・セーフ型の遠隔閉鎖装置を備える開放装置は，使用

することができる。 

自己閉鎖型であることが要求される戸には，開け放し

用フックを取り付けてはならない。ただし，フェイル・

セーフ型の遠隔閉鎖装置を備える開放装置は，使用する

ことができる。 

 
鋼船規則 R 編 29 章 29.2.3-1. 

正 現行 備考 
-1. 探知器 -1. 探知器  
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探知器は，次の要件に適合したものでなければならな

い。 
(1) 探知器は，熱，煙もしくはその他の燃焼生成物，

炎又はこれらの要因のいずれかの組合せによっ

て作動するものでなければならない。本会は，感

度がこのような探知器よりも劣らない場合に

は，初期火災を示す他の要因によって作動する

探知器を認めることがある。 
(2) 居住区域内のすべての階段，通路及び脱出経路

に取り付けられる煙探知器は，EN 54:2001 及び

IEC 60092-504 に従って試験された際に，煙濃度

の 1 m 当たりの減光率が 12.5%を超えるまでに

作動するが当該減光率が 2%以下では作動しな

いことが証明されたものでなければならない。

ただし，本会が適当と認める場合にあっては，他

の規格によって差し支えない。他の区画に設置

される煙探知器は，探知器が鈍感又は過敏な状

態に設定されることを避けて，本会が適当と認

める感応限度内において作動するものでなけれ

ばならない。 
(3) 熱探知器及び線形熱感知器は，EN 54:2001 及び

IEC 60092-504 の関連規定に従って試験された際

に，温度上昇が毎分 1℃を超えない未満の場合に

は，78℃を超えるまでに作動するが 54℃以下で

は作動しないことが証明されたものでなければ

ならない。ただし，本会が適当と認める場合にあ

っては，他の規格によって差し支えない。より高

い温度上昇率においては，熱探知器及び線形熱

感知器が鈍感又は過敏にならないよう考慮し，

本会が適当と認める温度範囲内において作動す

探知器は，次の要件に適合したものでなければならな

い。 
(1) 探知器は，熱，煙もしくはその他の燃焼生成物，

炎又はこれらの要因のいずれかの組合せによっ

て作動するものでなければならない。本会は，感

度がこのような探知器よりも劣らない場合に

は，初期火災を示す他の要因によって作動する

探知器を認めることがある。 
(2) 居住区域内のすべての階段，通路及び脱出経路

に取り付けられる煙探知器は，EN 54:2001 及び

IEC 60092-504 に従って試験された際に，煙濃度

の 1 m 当たりの減光率が 12.5%を超えるまでに

作動するが当該減光率が 2%以下では作動しな

いことが証明されたものでなければならない。

ただし，本会が適当と認める場合にあっては，他

の規格によって差し支えない。他の区画に設置

される煙探知器は，探知器が鈍感又は過敏な状

態に設定されることを避けて，本会が適当と認

める感応限度内において作動するものでなけれ

ばならない。 
(3) 熱探知器及び線形熱感知器は，EN 54:2001 及び

IEC 60092-504 の関連規定に従って試験された際

に，温度上昇が毎分 1℃を超えない場合には，

78℃を超えるまでに作動するが 54℃以下では作

動しないことが証明されたものでなければなら

ない。ただし，本会が適当と認める場合にあって

は，他の規格によって差し支えない。より高い温

度上昇率においては，熱探知器及び線形熱感知

器が鈍感又は過敏にならないよう考慮し，本会

が適当と認める温度範囲内において作動するも
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るものでなければならない。 
(4) 熱探知器及び線形熱感知器の作動温度は，通常

高温となる乾燥室などの場所にあっては 130℃
まで，サウナ室にあっては 140℃まで高めること

ができる。 
(5) 線形熱感知器は，EN 54-22:2015 及び IEC 60092-

504 に従って試験されたものでなければならな

い。ただし，本会が適当と認める場合にあって

は，他の規格によって差し支えない。 
(6) 炎探知器は，EN 54-10:2001 及び IEC 60092-504

に従って試験されたものでなければならない。

ただし，本会が適当と認める場合にあっては，他

の規格によって差し支えない。 
(7) すべての探知器は，正常な作動を試験すること

ができ，かつ，いかなる部品も交換することなく

通常の監視状態に復帰し得るような型式のもの

でなければならない。 
(8) キャビンバルコニー用の固定式火災探知警報装

置は，本会が適当と認めたものでなければなら

ない。 
(9) 危険場所に設置される探知器は，試験され，危険

場所における使用に適切であることが認められ

たものでなければならない。20.4 の規定により

設置され，20.3.2-2.の規定に適合する探知器は，

危険場所に対し適切なものでなくても差し支え

ない。本編 19 章の表 R19.3 により要求される，

危険物を積載する区画に設置される探知器にあ

っては，19.3.2 の規定に適合するためには危険場

所に対して適切なものでなければならない。 

のでなければならない。 
(4) 熱探知器及び線形熱感知器の作動温度は，通常

高温となる乾燥室などの場所にあっては 130℃
まで，サウナ室にあっては 140℃まで高めること

ができる。 
(5) 線形熱感知器は，EN 54-22:2015 及び IEC 60092-

504 に従って試験されたものでなければならな

い。ただし，本会が適当と認める場合にあって

は，他の規格によって差し支えない。 
(6) 炎探知器は，EN 54-10:2001 及び IEC 60092-504

に従って試験されたものでなければならない。

ただし，本会が適当と認める場合にあっては，他

の規格によって差し支えない。 
(7) すべての探知器は，正常な作動を試験すること

ができ，かつ，いかなる部品も交換することなく

通常の監視状態に復帰し得るような型式のもの

でなければならない。 
(8) キャビンバルコニー用の固定式火災探知警報装

置は，本会が適当と認めたものでなければなら

ない。 
(9) 危険場所に設置される探知器は，試験され，危険

場所における使用に適切であることが認められ

たものでなければならない。20.4 の規定により

設置され，20.3.2-2.の規定に適合する探知器は，

危険場所に対し適切なものでなくても差し支え

ない。本編 19 章の表 R19.3 により要求される，

危険物を積載する区画に設置される探知器にあ

っては，19.3.2 の規定に適合するためには危険場

所に対して適切なものでなければならない。 
  



技術規則に対する誤記修正 

47 

鋼船規則 X 編 2 章 2.1.1 
正 現行 備考 

提出すべき図面及び資料は，一般に次のとおりとす

る。 
(1) 承認用図面及び資料 

(a) 3 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，当該コンピュータシステムの分類

ごとに 2.2.1 の各項に規定する，承認用図面

及び資料。その概要を，表 X2.1 及び表 X2.2
に示す。なお，船用材料・機器等の承認及び

認定要領第 7 編 8 章の規定により使用承認

を受けたコンピュータシステムについては，

当該使用承認を受けた際の図面及び資料に

よることができる。 
(b) 4 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，4.4.1(1), (2), (3), (4)及び(6)に規定

する，承認用資料。その概要を，表 X2.3 に

示す。ただし，船用材料・機器等の承認及び

認定要領第 7 編 10 章の規定により既に使用

承認を受けたコンピュータシステムについ

ては，4.4.1(1)に規定する「コンピュータシス

テム資産インベントリ」及び 4.4.1(2)に規定

する「トポロジー図」を除き，4.4.1(10)に規

定する「供給者による試験報告書」を提出し

た上で，当該使用承認を受けた際の図面及び

資料によることができる。 
(c) 5 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，2.2.3-3.(4), (5), (6), (7)及び(8)並び

に 2.2.3-4.(2)に規定する，承認用図面。また，

5 章に関連する提出資料の提出者及び提出

提出すべき図面及び資料は，一般に次のとおりとす

る。 
(1) 承認用図面及び資料 

(a) 3 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，当該コンピュータシステムの分類

ごとに 2.2.1 の各項に規定する，承認用図面

及び資料。その概要を，表 X2.1 及び表 X2.2
に示す。なお，船用材料・機器等の承認及び

認定要領第 7 編 8 章の規定により使用承認

を受けたコンピュータシステムについては，

当該使用承認を受けた際の図面及び資料に

よることができる。 
(b) 4 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，4.4.1(1), (2), (3), (4)及び(6)に規定

する，承認用資料。その概要を，表 X2.3 に

示す。ただし，船用材料・機器等の承認及び

認定要領第 7 編 10 章の規定により既に使用

承認を受けたコンピュータシステムについ

ては，4.4.1(1)に規定する「コンピュータシス

テム資産インベントリ」及び 4.4.1(2)に規定

する「トポロジー図」を除き，4.4.1(10)に規

定する「供給者による試験報告書」を提出し

た上で，当該使用承認を受けた際の図面及び

資料によることができる。 
(c) 5 章の適用を受けるコンピュータシステム

に関して，2.2.3-3.(4), (5), (6), (7)及び(8)並び

に 2.2.3-4.(2)規定する，承認用図面。また，

5 章に関連する提出資料の提出者及び提出
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資料の概要を表 X2.4 に，5 章の各要件につ

いて関連する資料の概要を表 X2.5 にそれぞ

れ示す。 
(d) その他本会が必要と認める図面及び資料 

（(2)は省略） 

資料の概要を表 X2.4 に，5 章の各要件につ

いて関連する資料の概要を表 X2.5 にそれぞ

れ示す。 
(d) その他本会が必要と認める図面及び資料 

（(2)は省略） 
 
鋼船規則 X 編 2 章 表 X2.3 

正 現行 備考 
表 X2.3 供給者による提出資料の概要（4 章「船上のシステム及び機器のサイバーレジリエンス」関連） 

番号 提出資料（参照規則） 要件（参照規則） 参考 承認 

1 

コンピュータシステム資

産インベントリ 

(4.4.1(1)) 

船舶資産インベントリに組み込まれること 

(5.4.2(1)) - 〇(1), (2) 

2 
トポロジー図 

(4.4.1(2)) 

システム統合者がセキュリティゾーン及びコンジット

を設計可能とするもの 

(5.4.3(1)) 
- 〇(1), (2) 

3 
セキュリティ機能仕様書 

(4.4.1(3)) 

要求されるセキュリティ機能 

(4.4.2) 
- 〇(1) 

追加で要求されるセキュリティ機能（該当する場合） 

(4.4.3) 

4 

セキュリティ機能試験要

領書 

(4.4.1(4)) 

要求されるセキュリティ機能 

(4.4.2) 
- 〇(1) 

追加で要求されるセキュリティ機能（該当する場合） 

(4.4.3) 

5 
セキュリティ構成指針 

(4.4.1(5)) 
ネットワーク及びセキュリティ構成設定 
(表 X4.1 中 29) 

〇(1) - 

6 

セキュア開発ライフサイ

クル文書 

(4.4.1(6)) 

セキュア開発ライフサイクルに関する要件 

(4.5) - 〇(1) 

7 

コンピュータシステムの

保守・検証手順書 

(4.4.1(7)) 

セキュリティ機能の検証 
(表 X4.1 中 19) 〇(1) - 

8 

インシデント対応・復旧計

画支援情報 

(4.4.1(8)) 

監査可能なイベント 
(表 X4.1 中 13) 

〇(1) - 
あらかじめ決定した出力 
(表 X4.1 中 20) 
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システムのバックアップ 
(表 X4.1 中 26) 

システムの復旧及び再構成 
(表 X4.1 中 27) 

9 
変更管理手順書 

(4.4.1(9)) 
変更管理のプロセス 
(3 章) 

〇(1) - 

10 
供給者による試験報告書 

(4.4.1(10)) 
セキュリティ機能の設定及びハードニング 
(4.4.1(5)及び 4.5.8) 

〇(2) - 

（備考） 

承認：承認用図面及び資料 

参考：参考用図面及び資料 

〇：提出 

(1)：船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 10 章に従って使用承認を受けていない場合に提出 

(2)：船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 10 章に従って使用承認を受けた場合に提出 

 
 

 
鋼船規則 X 編 2 章 表 X2.4 

正 現行 備考 

表 X2.4 統合者又は船主による提出資料の概要（5 章「船舶のサイバーレジリエンス」関連） 

番号 提出資料（参照規則） 
統合者 船主 

設計時 建造中 試運転 就航後 
初回 
年次 

年次 
・中間 

定期 

1 承認された供給者の文書（2.2.3） - 保守 保守 保守 - - - 

2 ゾーン及びコンジット図（2.2.3-3.(4)） 提出 保守 保守 保守 - - - 

3 
サイバーセキュリティデザインの説明 
（2.2.3-3.(5)） 

提出 保守 保守 保守 - - - 

4 船舶資産インベントリ（2.2.3-3.(6)） 提出 保守 保守 保守 - - - 

5 
コンピュータシステムを適用除外とす

るためのリスク評価（2.2.3-3.(7)）* 提出 保守 保守 保守 - - - 

6 補完的対策の説明（2.2.3-3.(8)）* 提出 保守 保守 保守 - - - 

7 
船舶サイバーレジリエンス試験要領書

（2.2.3-4.(2)） 
- 提出 実証 保守 - - 実証 

8 

船舶サイバーセキュリティ・レジリエン

ス計画書（2.2.3-5.(7)） 

- 変更管理（5.4.2(1)(d)iv）） 

- - - 保守 提出 実証 - 
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- ソフトウェアアップデートの管理

（5.4.2(1)(d)iv）） 

- フ ァ イ ア ウ ォ ー ル の 管 理

（5.4.3(1)(d)iv）） 

- マ ル ウ ェ ア 対 策 の 管 理

（5.4.3(3)(d)iv）） 

- アクセス制御の管理（5.4.3(4)(d)iv）） 

- 機密情報の管理（5.4.3(4)(d)iv）） 

- 遠隔アクセスの管理（5.4.3(6)(d)iv）） 

- 携帯用及び可搬式デバイスの管理

（5.4.3(7)(d)iv）） 

- セ キ ュ リ テ ィ 異 常 の 検 知

（5.4.4(1)(d)iv）） 

- セ キ ュ リ テ ィ 機 能 の 検 証

（5.4.4(2)(d)iv）） 

- イ ン シ デ ン ト へ の 対 応 計 画

（5.4.5(1)(d)iv）） 

- 復旧計画（5.4.6(1)(d)iv）） 

（備考） 

*：該当する場合に限る。 

提出 ：利害関係者は，5 章に規定する要件への適合の検証及び承認のために，本会に書類を提出しなければならない。 

保守：利害関係者は，変更管理の手順に従って書類を最新の状態に保たなければならない。アップデートされた文書及

び変更管理の記録は，表 X2.23 章に従って本会に提出されなければならない。 

実証：利害関係者は，承認された書類に従って，本会に対して適合を実証しなければならない。 

初回年次：初回の年次検査 

年次・中間：2 回目以降の年次検査 

定期：定期検査 
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鋼船規則 X 編 2 章 表 X2.5 
正 現行 備考 

表 X2.5 5 章「船舶のサイバーレジリエンス」の各要件に関連する資料の概要 
（省略） 

遠隔アクセスの制御及び信頼できないネットワークとの通信（5.4.3(6)） 

コンピュータシステムセキュリティの機能 

多要素認証 
ソフトウェアプロセス／デバイスの識別及び認証 
失敗したログイン試行 
システム使用通知 
信頼できないネットワーク経由のアクセス 
アクセス要求の明示的な承認 
リモートセッションの終了 
暗号化による完全性の保護 
入力の検証 
セッションの完全性 
セッション ID の無効化 

表 X4.2 中 31 
表 X4.2 中 33 
表 X4.2 中 32 
表 X4.2 中 33 
表 X4.2 中 34 
表 X4.2 中 35 
表 X4.2 中 36 
表 X4.2 中 37 
表 X4.2 中 38 
表 X4.2 中 39 
表 X4.2 中 40 
表 X4.2 中 41 

コンピュータシステムの書類 
セキュリティ機能仕様書 
セキュリティ機能のための試験手順 

4.4.1(3) 
4.4.1(4) 

船舶の設計書類 
設計の説明 
船舶サイバーレジリエンス試験要領書 

5.4.3(6)(d)i) 
5.4.3(6)(d)iii) 

船舶サイバーセキュリティ・レジリエンス計画

書 
遠隔アクセスの制御及び信頼できないネットワー

クとの通信 
5.4.3(6)(d)iv) 

（省略） 

インシデント対応計画書（5.4.5(1)） 

コンピュータシステムセキュリティの機能 - - 

コンピュータシステムの書類 

セキュリティ機能仕様書 
セキュリティ機能のための試験手順 
インシデント対応計画書及び復旧計画書を支援す

る情報 

4.4.1(3) 
4.4.1(4) 
4.4.1(8) 

船舶の設計書類 
設計の説明 
船舶サイバーレジリエンス試験要領書 

5.4.5(1)(d)i) 
5.4.5(1)(d)iii) 

船舶サイバーセキュリティ・レジリエンス計画

書 
インシデント対応計画書 5.4.5(1)(d)iv) 

（省略） 
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鋼船規則 X 編 2 章 2.2.3-5. 
正 現行 備考 

-5. 船舶の運用期間中 
(1) 船舶が船主に引き渡された後，船主は，5 章に規

定されたプロセスを確立及び実施することによ

り，技術的及び組織的な安全対策を管理しなけ

ればならない。 
(2) 5 章の適用範囲内にあるコンピュータシステム

の改造は，3.65 に規定する変更管理に関する要

件に従って実施されなければならない。当該要

件には，コンピュータシステムの文書を最新の

状態に保つことが含まれる。 
（(3)から(9)は省略） 

-5. 船舶の運用期間中 
(1) 船舶が船主に引き渡された後，船主は，5 章に規

定されたプロセスを確立及び実施することによ

り，技術的及び組織的な安全対策を管理しなけ

ればならない。 
(2) 5 章の適用範囲内にあるコンピュータシステム

の改造は，3.6 に規定する変更管理に関する要件

に従って実施されなければならない。当該要件

には，コンピュータシステムの文書を最新の状

態に保つことが含まれる。 
（(3)から(9)は省略） 
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鋼船規則 X 編 4 章 4.1.2-2. 

正 現行 備考 
-2. 本章の規定は，次の(1)及び(2)に掲げるシステム

及びインターフェースに適用する。 
(1) 船上の運用技術（OT）システム。すなわち，物

理的プロセスを制御又は監視するためにデータ

を用いるコンピュータシステムであって，サイ

バーインシデントに対して脆弱になることがあ

り，侵害された場合には，人の安全及び船舶の安

全にとって危険な状況並びに／又は環境に対す

る脅威に導きうるものに適用する。特に，次に掲

げる船舶の機能及びシステムの運用に用いられ

るコンピュータシステムについては，船上に備

えられている場合，考慮しなければならない。 
(a) 推進 
(b) 操舵 
(c) 投錨及び係留 

-2. 本章の規定は，次の(1)及び(2)に掲げるシステム

及びインターフェースに適用する。 
(1) 船上の運用技術（OT）システム。すなわち，物

理的プロセスを制御又は監視するためにデータ

を用いるコンピュータシステムであって，サイ

バーインシデントに対して脆弱になることがあ

り，侵害された場合には，人の安全及び船舶の安

全にとって危険な状況並びに／又は環境に対す

る脅威に導きうるものに適用する。特に，次に掲

げる船舶の機能及びシステムの運用に用いられ

るコンピュータシステムについては，船上に備

えられている場合，考慮しなければならない。 
(a) 推進 
(b) 操舵 
(c) 投錨及び係留 
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(d) 発電及び分電 
(e) 火災探知及び消火システム 
(f) ビルジ及びバラストシステム，積付計算機 
(g) 水密性及び浸水検知 
(h) 照明（例えば，非常灯，低位置，航海灯等） 
(i) 要求される安全システムであって，当該シス

テムの途絶又は機能障害が船舶の運用にリ

スクをもたらしうるもの（例えば，緊急停止

システム，荷役安全システム，圧力容器の安

全システム，ガス検知システム等） 
(j) 条約により要求される航海設備 
(k) 船級規則又は条約により要求される船内及

び船外通信システム 
航海設備及び通信システムについては，本章

の要件に適合することを条件に，4.4.2 及び

4.4.3 において要求されるセキュリティ機能

に代えて，IEC 61162-460 又は他の同等の規

格を適用することを，本会が認めることがあ

る。 
(l) その他本会が必要と認めるもの 

（(2)は省略） 

(d) 発電及び分電 
(e) 火災探知及び消火システム 
(f) ビルジ及びバラストシステム，積付計算機 
(g) 水密性及び浸水検知 
(h) 照明（例えば，非常灯，低位置，航海灯等） 
(i) 要求される安全システムであって，当該シス

テムの途絶又は機能障害が船舶の運用にリ

スクをもたらしうるもの（例えば，緊急停止

システム，荷役安全システム，圧力容器の安

全システム，ガス検知システム等） 
(j) 条約により要求される航海設備 
(k) 船級規則又は条約により要求される船内及

び船外通信システム 
航海設備及び通信システムについては，本章

の要件に適合することを条件に，4.4 におい

て要求されるセキュリティ機能に代えて，

IEC 61162-460 又は他の同等の規格を適用す

ることを，本会が認めることがある。 
(l) その他本会が必要と認めるもの 
（(2)は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 

 

 
鋼船規則 X 編 4 章 4.2.1 

正 現行 備考 
本章における用語の定義は，次の(1)から(27)による。 
（(1)から(25)は省略） 
(26) 「統合者」とは，供給者から提供されるシステム

及び製品を，船舶の仕様による要求に合ったシ

ステムへ統合すること及び統合されたシステム

を提供することに対して責任を有する特定の個

人又は組織をいう。統合者は，船内におけるシス

本章における用語の定義は，次の(1)から(27)による。 
（(1)から(25)は省略） 
(26) 「統合者」とは，供給者から提供されるシステム

及び製品を，船舶の仕様による要求に合ったシ

ステムへ統合すること及び統合されたシステム

を提供することに対して責任を有する特定の個

人又は組織をいう。統合者は，船内におけるシス
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テムの統合にも責任を有することがある。この

役割は，船舶を引き渡すまでは，他の組織がこの

責任について特に契約／指定される場合を除

き，船舶が引き渡されるまでは造船所によって

担われなければならない。 
(27) 「信頼できないネットワーク」とは，本章の適用

対象外のネットワークをいう。 

テムの統合にも責任を有することがある。この

役割は，他の組織がこの責任について特に契約

／指定される場合を除き，船舶が引き渡される

までは造船所によって担われなければならな

い。 
(27) 「信頼できないネットワーク」とは，本章の適用

対象外のネットワークをいう。 

文言修正 

 

文言修正 

 
鋼船規則 X 編 4 章 4.4.1 

正 現行 備考 
次に掲げる図書を，本章に規定する要件に従って本会

に提出されなければならない。4.6.2 も参照すること。 
（(1)から(7)は省略） 
(8) 船主のインシデント対応とリカバリープラン復

旧計画書をサポートする情報 
当該情報は，要求に応じて本会に提出され，ユー

ザーが以下を達成することを可能にする手順又

は指示を含むものでなければならない。 
(a) ローカル独立制御（5.4.5(2)） 
(b) ネットワークの分離（5.4.5(3)） 
(c) 監査記録によるフォレンジック（表 X4.1 中

13 参照） 
(d) あらかじめ決定した出力（5.4.5(4)及び表

X4.1 中 20 参照） 
(e) バックアップ（表 X4.1 中 26 参照） 
(f) 復旧（表 X4.1 中 27 参照） 
(g) 制御されたシャットダウン，リセット，ロー

ルバック，再起動（5.4.6(3)） 
（(9)及び(10)は省略） 

次に掲げる図書を，本章に規定する要件に従って本会

に提出されなければならない。4.6.2 も参照すること。 
（(1)から(7)は省略） 
(8) 船主のインシデント対応とリカバリープランを

サポートする情報 
当該情報は，要求に応じて本会に提出され，ユー

ザーが以下を達成することを可能にする手順又

は指示を含むものでなければならない。 
(a) ローカル独立制御（5.4.5(2)） 
(b) ネットワークの分離（5.4.5(3)） 
(c) 監査記録によるフォレンジック（表 X4.1 中

13 参照） 
(d) あらかじめ決定した出力（5.4.5(4)及び表

X4.1 中 20 参照） 
(e) バックアップ（表 X4.1 中 26 参照） 
(f) 復旧（表 X4.1 中 27 参照） 
(g) 制御されたシャットダウン，リセット，ロー

ルバック，再起動（5.4.6(3)） 
（(9)及び(10)は省略） 

 

 

文言修正 
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鋼船規則 X 編 5 章 5.4.3 
正 現行 備考 

防御の機能要素に関する要件は，起こりうるインシデ

ントの影響を制限する又は封じ込める能力を支える適

切な防護策の開発及び実装を目的としている。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) アクセス制御 

（(a)から(b)は省略） 
(c) 要件の詳細 

本章の適用範囲内にあるコンピュータシス

テム及びネットワーク並びに当該システム

に保存されるすべての情報へのアクセスは，

責任又は予定された職務の一部としての情

報へのアクセスの必要性に基づいて，権限を

与えられた人員に対してのみ許可されるも

のでなければならない。 
（i)から iv)は省略） 
v) クレデンシャルの管理 

1) コンピュータシステム及び関連情報

は，ファイルシステム，ネットワー

ク，アプリケーション又はデータベ

ースに特有のアクセス制御一覧表

（ACL／Access Control List）と共に

を用いて保護されなければならな

い。船上及び陸上の人員のアカウン

トは，当該アカウント所有者の役割

及び責任に応じて，期間限定で有効

なものとしなければならず，不要に

なった際には削除されなければなら

ない。 

防御の機能要素に関する要件は，起こりうるインシデ

ントの影響を制限する又は封じ込める能力を支える適

切な防護策の開発及び実装を目的としている。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) アクセス制御 

（(a)から(b)は省略） 
(c) 要件の詳細 

本章の適用範囲内にあるコンピュータシス

テム及びネットワーク並びに当該システム

に保存されるすべての情報へのアクセスは，

責任又は予定された職務の一部としての情

報へのアクセスの必要性に基づいて，権限を

与えられた人員に対してのみ許可されるも

のでなければならない。 
（i)から iv)は省略） 
v) クレデンシャルの管理 

1) コンピュータシステム及び関連情報

は，ファイルシステム，ネットワー

ク，アプリケーション又はデータベ

ースに特有のアクセス制御一覧表

（ACL／Access Control List）と共に

保護されなければならない。船上及

び陸上の人員のアカウントは，当該

アカウント所有者の役割及び責任に

応じて，期間限定で有効なものとし

なければならず，不要になった際に

は削除されなければならない。 
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2) 船上のコンピュータシステムは，セ

キュリティゾーンのポリシーに適合

する適切なアクセス制御により保護

されていると同時に，主たる目的に

悪影響を与えてはならない。強力な

アクセス制御を要求するコンピュー

タシステムは，強力な暗号鍵又は多

要素認証を用いて保護する必要があ

りうる。 
3) 管理者特権は，会社又は船上での役

割の一部として管理者特権を使用し

てシステムにログオンする必要のあ

る，権限を有し適切に訓練された人

員のみがコンピュータシステムにフ

ルアクセスすることが可能となるよ

うに，アクセス制限のポリシーに従

って管理されならない。 
（vi)は省略） 

（(d)は省略） 
（(5)から(7)は省略） 

2) 船上のコンピュータシステムは，セ

キュリティゾーンのポリシーに適合

する適切なアクセス制御により保護

されていると同時に，主たる目的に

悪影響を与えてはならない。強力な

アクセス制御を要求するコンピュー

タシステムは，強力な暗号鍵又は多

要素認証を用いて保護する必要があ

りうる。 
3) 管理者特権は，会社又は船上での役

割の一部として管理者特権を使用し

てシステムにログオンする必要のあ

る，権限を有し適切に訓練された人

員のみがコンピュータシステムにフ

ルアクセスすることが可能となるよ

うに，アクセス制限のポリシーに従

って管理されならない。 
（vi)は省略） 

（(d)は省略） 
（(5)から(7)は省略） 
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海洋汚染防止のための構造及び設備規則 1 編 2 章 2.1.1 
正 現行 備考 

この規則で使用する用語は，各編で特に定める場合を

除き，次に掲げるところによる。 
（(1)から(22)は省略） 
(23) 「残留物」とは，有害液体物質の取卸しが完了し

たのち，貨物タンク及び関連管系，内系内に残留

する有害液体物質をいう。 
（(24)から(29)は省略） 

この規則で使用する用語は，各編で特に定める場合を

除き，次に掲げるところによる。 
（(1)から(22)は省略） 
(23) 「残留物」とは，有害液体物質の取卸しが完了し

たのち，貨物タンク及び関連管系，内に残留する

有害液体物質をいう。 
（(24)から(29)は省略） 

 

 

 

文言修正 

 
海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8 編 2 章 2.1.3 

正 現行 備考 
-1. 原動機取扱手引書 
ディーゼル機関には，ディーゼル機関製作者等により

作成され，次に掲げる事項を含む承認された原動機取扱

手引書を備えなければならない。 
（(1)から(4)は省略） 
(5) NOx テクニカルコード付録 V 第 2 節に従う試験

の報告書の写し。（NOx テクニカルコード

2.2.4.15.2 の規定により船上簡易計測法によって

放出量の確認を行った場合であって，事前に試

験台における試験を行った場合についてはこの

結果も含む。）ただし，原動機ファミリー又は原

動機グループに属するディーゼル機関の場合に

は，代表原動機に対する試験の報告書の写しと

することができる。 
（(6)から(11)は省略） 

-1. 原動機取扱手引書 
ディーゼル機関には，ディーゼル機関製作者等により

作成され，次に掲げる事項を含む承認された原動機取扱

手引書を備えなければならない。 
（(1)から(4)は省略） 
(5) NOx テクニカルコード付録 V 第 2 節に従う試験

の報告書の写し。（NOx テクニカルコード 2.2.4.1
の規定により船上簡易計測法によって放出量の

確認を行った場合であって，事前に試験台にお

ける試験を行った場合についてはこの結果も含

む。）ただし，原動機ファミリー又は原動機グル

ープに属するディーゼル機関の場合には，代表原

動機に対する試験の報告書の写しとすることが

できる。 
（(6)から(11)は省略） 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 
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海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8 編 3 章 3.1.4 
正 現行 備考 

本章で使用する用語は次に掲げるものとする。 
（(1)から(12)は省略） 
(13) 「ガス運搬船」とは，液化ガスをばら積で運送す

るために建造使用される貨物船をいう。ただし，

(1615)に規定される LNG 運搬船を除く。 
(14) 「一般貨物船」とは，主に一般貨物を運搬するた

めの多層甲板船又は一層甲板船をいう。ただし，リ

ファレンスラインの計算に含まれない家畜運搬船，

はしけ運搬船，重量物運搬船，ヨット運搬船，核燃

料運搬船を除く。 
(15) 「LNG 運搬船」とは，液化天然ガス（LNG）を

ばら積で運送するために建造使用される貨物船

をいう。 
(16) 船舶の「主要な改造」とは，次のいずれかをいう。 

(a) 船舶の寸法，容量，機関出力の実質的な変更 
(b) 船舶の種類の変更 
(c) 実質的に船舶の寿命を延ばすと日本国政府

により判断された変更 
(d) 現存船に対して行う改造であって，新たに建

造されたとみなされるような大きな変更 
(e) 船舶のエネルギー効率の実質的な変更であ

って，3.4 に規定する船舶の二酸化炭素放出

抑制指標規制値及び 3.5に規定する航行時二

酸化炭素放出抑制指標規制値を超える可能

性のあるいかなる変更も含む。 
（(17)から(28)は省略） 

本章で使用する用語は次に掲げるものとする。 
（(1)から(12)は省略） 
(13) 「ガス運搬船」とは，液化ガスをばら積で運送す

るために建造使用される貨物船をいう。ただし，

(16)に規定される LNG 運搬船を除く。 
(14) 「一般貨物船」とは，主に一般貨物を運搬するた

めの多層甲板船又は一層甲板船をいう。ただし，

リファレンスラインの計算に含まれない家畜運

搬船，はしけ運搬船，重量物運搬船，ヨット運搬

船，核燃料運搬船を除く。 
(15) 「LNG 運搬船」とは，液化天然ガス（LNG）を

ばら積で運送するために建造使用される貨物船

をいう。 
(16) 船舶の「主要な改造」とは，次のいずれかをいう。 

(a) 船舶の寸法，容量，機関出力の実質的な変更 
(b) 船舶の種類の変更 
(c) 実質的に船舶の寿命を延ばすと日本国政府

により判断された変更 
(d) 現存船に対して行う改造であって，新たに建

造されたとみなされるような大きな変更 
(e) 船舶のエネルギー効率の実質的な変更であ

って，3.4 に規定する船舶の二酸化炭素放出

抑制指標規制値及び 3.5に規定する航行時二

酸化炭素放出抑制指標規制値を超える可能

性のあるいかなる変更も含む。 
（(17)から(28)は省略） 

 

 

 

参照先の修正 
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海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8 編 3 章 表 8-8 
正 現行 備考 

表 8-8 二酸化炭素放出抑制指標に関する適用日とリファレンスラインからの削減率 

船種 
船舶

のサ

イズ 

削減率（%） 

フェーズ

0 

フェーズ

1 

フェーズ 2 フェーズ 3 

2013 年 1
月 

1 日 - 
2014 年

12 月 31
日 

2015 年 1
月 

1 日 - 
2019 年

12 月 31
日 

2020 年 1
月 

1 日 - 
2022 年 3
月 31 日 

2020 年 1
月 

1 日 - 
2024 年

12 月 31
日 

2022 年 4
月 

1 日以降 

2025 年 1 月 
1 日以降 

ばら

積 
貨物

船 

20,000 
DWT - 

0 10  20  30 

10,000 - 
20,000 
DWT 

非適用 0-10(1)  0-20(1)  0-30(1) 

ガス

運搬

船 

15,000 
DWT - 

0 10 20  30  

10,000 - 
15,000 
DWT 

0 10  20  30 

2,000 - 
10,000 
DWT 

非適用 0-10(1)  0-20(1)  0-30(1) 

タン

カー 

20,000 
DWT - 

0 10  20  30 

4,000 - 
20,000 
DWT 

非適用 0-10(1)  0-20(1)  0-30(1) 

コン

テナ

船 

200,000 
DWT - 

0 10 
20 

 50  

120,000 -
200,000 
DWT 

0 10 20  45  

80,000 - 
120,000 
DWT 

0 10 20  40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術規則に対する誤記修正 

60 

40,000 - 
80,000 
DWT 

0 10 20  35  

15,000 - 
40,000 
DWT - 

0 10 20  30  

10,000 - 
15,000 
DWT 

非適用 0-10(1) 0-20(1)  15-30(1)  

一般

貨物

船 

15,000 
DWT - 

0 10 15  30  

3,000 - 
15,000 
DWT 

非適用 0-10(1) 0-15(1)  0-30(1)  

冷凍

運搬

船 

5,000 
DWT - 

0 10  15  30 

3,000 - 
5,000  
DWT 

非適用 0-10(1)  0-15(1)  0-30(1) 

兼用

船 

20,000 
DWT - 

0 10  20  30 

4,000 - 
20,000 
DWT 

非適用 0-10(1)  0-20(1)  0-30(1) 

LNG
運搬

船(3) 

10,000 
DWT - 

非適用 10 (2) 20  30  

Ro-ro
貨物船 
（自動

車運搬

船）(3) 

10,000 
DWT - 

非適用 5 (2)  15  30 

Ro-
ro

貨物

船(3) 

2,000 
DWT - 

非適用 5 (2) 
 

20 
 

30 

1,000-
2,000 
DWT 

非適用 0-5 (1) (2) 
 

0-20 (1) 
 

0-30 (1) 

Ro-
ro

1,000 
DWT - 

非適用 5 (2) 
 

20 
 

30 
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旅客

船(3) 
250-
1,000 
DWT 

非適用 0-5 (1) (2) 
 

0-20 (1) 
 

0-30 (1) 

非従

来型

の推

進装

置を

有す

るク

ルー

ズ客

船(3) 

85,000 
GT - 

非適用 5 (2) 
20 

 
30 

 

25,000-
85,000 

GT 

非適用 0-5 (1) (2) 0-20 (1)  0-30 (1)  

（注） 1. 削減率は，船舶の大きさにより 2 つの値の間で線形補間すること。低い削減率が小さい船舶のサイズに対応する。 
 2. フェーズ 1 は，2015 年 9 月 1 日から開始する。 
 3. 削減率は，3.1.2(224(1)に規定される 2019 年 9 月 1 日以降に引き渡しが行われる船舶に適用する。 
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海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8 編 3 章 表 8-10 

正 現行 備考 
表 8-10 航行時二酸化炭素放出抑制指標に関する適用日と 

リファレンスラインからの削減率 

船種 船舶のサイズ 削減率（%） 

船種 船舶のサイズ 削減率（%） 

ばら積貨物船 
200,000 DWT - 15 

20,000 - 200,000 DWT 20 

10,000 - 20,000 DWT 0-20* 

ガス運搬船 
15,000 DWT - 30 

10,000 - 15,000 DWT 20 

2,000-10,000DWT 0-20* 
タンカー 200,000 DWT - 15 

 

 

文言修正 
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20,000 - 200,000 DWT 20 

4,000 - 20,000 DWT 0-20* 

コンテナ船 

200,000 DWT - 50 

120,000 - 200,000 DWT 45 

80,000 - 120,000 DWT 35 

40,000 - 80,000 DWT 30 

15,000 - 40,000 DWT 20 

10,000 - 15,000 DWT 0-20* 

一般貨物船 
15,000 DWT - 30 

3,000 - 15,000 DWT 0-30* 

冷凍運搬船 
5,000 DWT - 15 

3,000 - 5,000 DWT 0-15* 

兼用船 
20,000 DWT - 20 

4,000 - 20,000 DWT 0-20* 
LNG 運搬船 10,000 DWT - 30 
Ro-ro 貨物船 

（自動車運搬船） 
10,000 DWT - 15 

Ro-ro 貨物船 
2,000 DWT - 5 

1,000-2,000 DWT 0-5* 

Ro-ro 旅客船 
1,000 DWT - 5 

250-1,000 DWT 0-5* 

非従来型の推進装置を有

するクルーズ客船 
85,000 GT - 30 

25,000-85,000 GT 0-30* 

（注） 削減率は，船舶の大きさにより 2 つの値の間で線形補間すること。低い削減率

が小さい船舶のサイズに対応する。 
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安全設備規則 1 編 1 章 1.1.5 
正 現行 備考 

本規則とは異なる概念に基づいて設計された安全設

備については，本会は，適用可能な範囲で本規則の規定

を適用するとともに，必要に応じて本規則の規定の規定

以外の要求を行うことがある。 

本規則とは異なる概念に基づいて設計された安全設

備については，本会は，適用可能な範囲で本規則の規定

を適用するとともに，必要に応じて本規則の規定の規定

以外の要求を行うことがある。 

 

文言修正 

 
安全設備規則 3 編 3 章 3.13.8 

正 現行 備考 
本規定及び 3.13 に規定する救命艇の艤装品のすべて

の項目は，固縛，箱若しくは区画室内の収納，ブラケッ

ト若しくは類似の取付け装置による収納又は他の適切

な手段により救命艇内に厳重に保管しなければならな

い。艤装品は，船体放棄の手順を妨げることがないよう

な方法で保管しなければならない。救命艇の艤装品はで

きる限り小型の，かつ，質量の小さいものでなければな

らず，かさばらない適当な形にまとめなければならな

い。別段の規定がある場合を除き，救命艇の標準艤装品

は，次に掲げるものとする。 
（(1)から(4)は省略） 
(5) 夜光性を有するか又は適切な照明装置を備える

コンパス付きの 1 個のコンパス。全閉囲型救命

艇には，コンパスを恒久的に操舵位置に取り付

けなければならない。他の救命艇については，ビ

ナクルを及び適当な取付け装置を備えなければ

ならない。 
（(6)から(33)は省略） 

本規定及び 3.13 に規定する救命艇の艤装品のすべて

の項目は，固縛，箱若しくは区画室内の収納，ブラケッ

ト若しくは類似の取付け装置による収納又は他の適切

な手段により救命艇内に厳重に保管しなければならな

い。艤装品は，船体放棄の手順を妨げることがないよう

な方法で保管しなければならない。救命艇の艤装品はで

きる限り小型の，かつ，質量の小さいものでなければな

らず，かさばらない適当な形にまとめなければならな

い。別段の規定がある場合を除き，救命艇の標準艤装品

は，次に掲げるものとする。 
（(1)から(4)は省略） 
(5) 夜光性を有するか又は適切な照明装置を備える

コンパス付きの 1 個のコンパス。全閉囲型救命

艇には，コンパスを恒久的に操舵位置に取り付

けなければならない。他の救命艇については，ビ

ナクルを適当な取付け装置を備えなければなら

ない。 
（(6)から(33)は省略） 
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バラスト水管理設備規則 4 編 2 章 図 2.2.3-3.(1) 
正 現行 備考 

図 2.2.3-3.(1) 図に使用される記号の説明 文言修正 
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バラスト水管理設備規則 4 編 2 章 2.2.4-2. 
正 現行 備考 

-2. 危険ガス又は危険液体を含む活性物質のための

配管は，次の(1)から(11)を満足しなければならない。な

お，本規定は，危険ガス又は危険液体の注入管に適用さ

れるが，希薄化されているバラスト管には適用されな

い。 
(1) 配管は，設計圧力や設計温度に関わらず，鋼船規

則 D 編 12 章に規定する 1 類管（追加の安全措置

を要しない）又は 2 類管（追加の安全措置を要

する）としなければならない。材料の選定，材料

試験，溶接，溶接の非破壊検査，継手の種類，水

圧試験，メカニカルジョイント（設けることが許

容される場合），船内据付け後の圧力試験は鋼船

規則 D 編の規定に従わなければならない。 
(2) 水素，酸素，オゾンのような危険ガスが 2 類管

を流れる場合，前(1)にいう追加安全措置とは，2
重管又はダクト内の管をいう。 

(3) 危険液体が 2 類管を流れる場合，前(1)にいう追

加の安全措置として，本会が適当と認める措置

を施さなければならない。 
(4) 前(1)に関わらず，配管内を流れる危険ガス又は

危険液体の評価ののち，プラステック管プラス

チック管の使用を認めることがある。プラステ

ック管プラスチック管を使用する場合は，鋼船

規則 D 編検査要領附属書 D1212.1.6-2.の要件を

満足しなければならない。 
(5) 管の長さ及び継手の数は最小限としなければな

らない。 
(6) 前(2)の 2 重管又はダクト内の管は，排気式機械

-2. 危険ガス又は危険液体を含む活性物質のための

配管は，次の(1)から(11)を満足しなければならない。な

お，本規定は，危険ガス又は危険液体の注入管に適用さ

れるが，希薄化されているバラスト管には適用されな

い。 
(1) 配管は，設計圧力や設計温度に関わらず，鋼船規

則 D 編 12 章に規定する 1 類管（追加の安全措置

を要しない）又は 2 類管（追加の安全措置を要

する）としなければならない。材料の選定，材料

試験，溶接，溶接の非破壊検査，継手の種類，水

圧試験，メカニカルジョイント（設けることが許

容される場合），船内据付け後の圧力試験は鋼船

規則 D 編の規定に従わなければならない。 
(2) 水素，酸素，オゾンのような危険ガスが 2 類管

を流れる場合，前(1)にいう追加安全措置とは，2
重管又はダクト内の管をいう。 

(3) 危険液体が 2 類管を流れる場合，前(1)にいう追

加の安全措置として，本会が適当と認める措置

を施さなければならない。 
(4) 前(1)に関わらず，配管内を流れる危険ガス又は

危険液体の評価ののち，プラステック管の使用

を認めることがある。プラステック管を使用す

る場合は，鋼船規則D編検査要領附属書D12.1.6-
2.の要件を満足しなければならない。 

 
(5) 管の長さ及び継手の数は最小限としなければな

らない。 
 
(6) 前(2)の 2 重管又はダクト内の管は，排気式機械

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

参照先の修正 



技術規則に対する誤記修正 

67 

通風装置を設けなければならない。当該排気式

機械通風装置は，2.2.1-13.(4)，(7)又は(8)の安全な

位置に排出さなければならない。 
(7) 配管は熱源，発火源，配管内を流れる危険ガス又

は危険液体と危険な反応を起こしうるその他の

原因となるものから遠ざけ，機械的損傷から保

護されなければならない。 
(8) 酸が流れる配管は，漏洩した場合に船員を保護

する措置を設けなければならない。 
(9) 水素を多く含む空気管（分類 4，5 及び 6 の有害

水バラスト処理設備），酸素を多く含む空気管

（分類 3a，7a，7b 及び 8 の有害水バラスト処理

設備）及びオゾンを多く含む配管（分類 7a 及び

7b の有害水バラスト処理設備）は，居住区域，

制御場所及び業務区域を通過させてはならな

い。 
(10) 酸素を多く含む空気管（分類 3a，7a，7b 及び 8

の有害水バラスト処理設備）は，次の(a)から(c)
の措置を施さない場合は危険場所を通過させて

はならない。 
(a) 前(2)の 2 重管又はダクト内の管 
(b) 2.2.4-1.(4)の検知器 
(c) 前(6)の排気式機械通風装置 

(11) 水素を多く含む空気管（分類 4，5 及び 6 の有害

水バラスト処理設備），酸素を多く含む空気管

（分類 3a，7a，7b 及び 8 の有害水バラスト処理

設備）は，可能な限り短く且つ曲げないよう設置

しなければならない。必要な場合には，製造者の

指示に従い，水平部分の配管を最小限にとどめ

るように曲げなければならない。 

通風装置を設けなければならない。当該排気式

機械通風装置は，2.2.1-13.(4)，(7)又は(8)の安全な

位置に排出さなければならない。 
(7) 配管は熱源，発火源，配管内を流れる危険ガス又

は危険液体と危険な反応を起こしうるその他の

原因となるものから遠ざけ，機械的損傷から保

護されなければならない。 
(8) 酸が流れる配管は，漏洩した場合に船員を保護

する措置を設けなければならない。 
(9) 水素を多く含む空気管（分類 4，5 及び 6 の有害

水バラスト処理設備），酸素を多く含む空気管

（分類 3a，7a，7b 及び 8 の有害水バラスト処理

設備）及びオゾンを多く含む配管（分類 7a 及び

7b の有害水バラスト処理設備）は，居住区域，

制御場所及び業務区域を通過させてはならな

い。 
(10) 酸素を多く含む空気管（分類 3a，7a，7b 及び 8

の有害水バラスト処理設備）は，次の(a)から(c)
の措置を施さない場合は危険場所を通過させて

はならない。 
(a) 前(2)の 2 重管又はダクト内の管 
(b) 2.2.4-1.(4)の検知器 
(c) 前(6)の排気式機械通風装置 

(11) 水素を多く含む空気管（分類 4，5 及び 6 の有害

水バラスト処理設備），酸素を多く含む空気管

（分類 3a，7a，7b 及び 8 の有害水バラスト処理

設備）は，可能な限り短く且つ曲げないよう設置

しなければならない。必要な場合には，製造者の

指示に従い，水平部分の配管を最小限にとどめ

るように曲げなければならない。 
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バラスト水管理設備規則 4 編 3 章 3.2.1 
正 現行 備考 

有害水バラスト処理室は，鋼船規則 R 編 9 章の適用

上，次の(1)及び(2)の通り分類しなければならない。 
(1) 油焚きのイナートガス発生装置を設ける有害水

バラスト処理室（分類 3b 及び 3c の有害水バラ

スト処理設備）は，鋼船規則 R 編 9.2.3-2.(6)及び

9.2.4-2.(6)に規定する「A 類機関区域」としなけ

ればならない。 
(2) その他の有害水バラスト処理室は，鋼船規則 R

編 9.2.3-2.(7)及び 9.2.4-2.(7)に規定する「その他

の機関室機関区域」としなければならない。 

有害水バラスト処理室は，鋼船規則 R 編 9 章の適用

上，次の(1)及び(2)の通り分類しなければならない。 
(1) 油焚きのイナートガス発生装置を設ける有害水

バラスト処理室は，鋼船規則 R 編 9.2.3-2.(6)及び

9.2.4-2.(6)に規定する「A 類機関区域」としなけ

ればならない。 
 
(2) その他の有害水バラスト処理室は，鋼船規則 R

編 9.2.3-2.(7)及び 9.2.4-2.(7)に規定する「その他

の機関室」としなければならない。 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

文言修正 

 
  



技術規則に対する誤記修正 

69 

荷役集中監視制御設備規則 2 章 2.3.3 
正 現行 備考 

2.3.3 臨時検査* 2.3.3 臨時検査 
 
文言修正 

 
  



技術規則に対する誤記修正 

70 

高速船規則 2 編 2 章 2.1.3 
正 現行 備考 

-1. 製造中の登録検査を受けようとする船舶につい

ては，前 2.1.2 の規定による承認用図面その他の書類の

ほか，次に掲げる図面その他の書類を提出しなければな

らない。 
（省略） 
(5) 復原性資料等の備付けが要求される船舶では，

次に掲げる図面及び書類 
(a) 一般配置図 
(b) 中央横断面図 
(c) 中心線縦断面図（風圧側面積に算入する構造

物及び甲板積み貨物の配置及び寸法並びに

浮力算入範囲を記載したもの。） 
(d) 構造鋼材図 
(e) 船体線図（寸法表を含めること。） 
(f) 開口配置図（開口の位置，大きさ及び閉鎖装

置の表示） 
(g) 復原性計算書（風圧側面積，自由表面の影響

及び最大許容重心高さについて記載したも

の。） 
(h) ビルジキールを有する船舶では，その配置，

寸法及び投影面積を記載した図面 
(6) 満載喫水線の標示を必要とする船舶では，次に

掲げる図面 
（省略） 

(7) 次に掲げる機関関係図面及びその他の書類 
（省略） 
(j) コンピュータシステム 

鋼船規則 X 編 2.1.1(2)に規定されているもの 

-1. 製造中の登録検査を受けようとする船舶につい

ては，前 2.1.2 の規定による承認用図面その他の書類の

ほか，次に掲げる図面その他の書類を提出しなければな

らない。 
（省略） 
(5) 復原性資料等の備付けが要求される船舶では，

次に掲げる図面及び書類 
(a) 一般配置図 
(b) 中央横断面図 
(c) 中心線縦断面図（風圧側面積に算入する構造

物及び甲板積み貨物の配置及び寸法並びに

浮力算入範囲を記載したもの。） 
(d) 構造鋼材図 
(e) 船体線図（寸法表を含めること。） 
(f) 開口配置図 

 
(g) 復原性計算書（風圧側面積，自由表面の影響

及び最大許容重心高さについて記載したも

の。） 
(h) ビルジキールを有する船舶では，その配置，

寸法及び投影面積を記載した図面 
(6) 満載喫水線の標示を必要とする船舶では，次に

掲げる図面 
（省略） 

(7) 次に掲げる機関関係図面及びその他の書類 
（省略） 
(j) コンピュータシステム 

鋼船規則 X 編 2.1.1(2)に規定されているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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(8) 低引火点燃料船では，鋼船規則 B 編 2.1.3-1.(5)に
規定される図面及びその他の書類 

(9) アスベストを含む材料を使用していない旨の宣

言書及び必要な補足資料 
(10) その他本会が必要と認める図面及び書類 

(8) 低引火点燃料船では，鋼船規則 B 編 2.1.3-1.(5)に
規定される図面及びその他の書類 

(9) アスベストを含む材料を使用していない旨の宣

言書及び必要な補足資料 
(10) その他本会が必要と認める図面及び書類 

 
高速船規則 2 編 3 章 3.7.3 

正 現行 備考 
ボイラ及び熱媒油設備は，(1)から(9)に従い検査を行

う。 
（省略） 
(6) 検査終了後，ボイラ及び過熱器の安全弁を制限

圧力の 3103％を超えない範囲内での作動状態の

調整を行う。なお，安全弁の調整用に使用される

圧力計については，適切に校正されていること

を確認する。また，熱媒油加熱器にあっては，逃

し管の現状を検査する。安全弁を備える熱媒油

加熱器に対しては安全弁の吹き出し圧力を確認

する。 
(7) 蒸気発生装置及び捕鯨船等の漁獲物処理に用い

られる圧力容器で内部に蒸気を蓄えるものにつ

いては，ボイラに準じて検査する。 
(8) 上記(1)から(7)の検査終了後，安全装置，警報装

置及び自動燃焼装置が装備されているときは，

各装置が有効に作動することを規則 D 編 9 章に

従い確認する。 
(9) 上記(1)から(3)の検査において，内部空間の制限

（小型のボイラ及び／又は狭い内部空間）によ

り目視検査が実施できない場合，当該検査を本

会が適当と認める水圧試験又はその他の確認方

法とすることができる。 

ボイラ及び熱媒油設備は，(1)から(9)に従い検査を行

う。 
（省略） 
(6) 検査終了後，ボイラ及び過熱器の安全弁を制限

圧力の 3％を超えない範囲内での作動状態の調

整を行う。なお，安全弁の調整用に使用される圧

力計については，適切に校正されていることを

確認する。また，熱媒油加熱器にあっては，逃し

管の現状を検査する。安全弁を備える熱媒油加

熱器に対しては安全弁の吹き出し圧力を確認す

る。 
(7) 蒸気発生装置及び捕鯨船等の漁獲物処理に用い

られる圧力容器で内部に蒸気を蓄えるものにつ

いては，ボイラに準じて検査する。 
(8) 上記(1)から(7)の検査終了後，安全装置，警報装

置及び自動燃焼装置が装備されているときは，

各装置が有効に作動することを確認する。 
(9) 上記(1)から(3)の検査において，内部空間の制限

（小型のボイラ及び／又は狭い内部空間）によ

り目視検査が実施できない場合，当該検査を本

会が適当と認める水圧試験又はその他の確認方

法とすることができる。 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言／参照先の修正 
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高速船規則 2 編 3 章 3.9.2-1. 
正 現行 備考 

-1. 第 1A 種軸の検査 
(1) 第 1A 種軸は，登録検査又は前回の検査の完了日

から 5 年を経過する日（検査期限日）までの間

に表 3.9.2の開放検査に規定する検査を受けなけ

ればならない。 
(2) 前(1)に加えて，鋼船規則 D 編 6.2.7-1.(3)に規定

する耐食性材料で製造された第 1A 種軸は，登録

検査又は前-(1.)の検査の完了日から起算して 36
ヶ月を経過する日（検査期限日）までの間に，表

3.9.2 に掲げる部分検査を受けなければならな

い。当該検査の結果が良好でない場合，表 3.9.2
に掲げる開放検査を受けなければならない。 

-1. 第 1A 種軸の検査 
(1) 第 1A 種軸は，登録検査又は前回の検査の完了日

から 5 年を経過する日（検査期限日）までの間

に表 3.9.2の開放検査に規定する検査を受けなけ

ればならない。 
(2) 前(1)に加えて，鋼船規則 D 編 6.2.7-1.(3)に規定

する耐食性材料で製造された第 1A 種軸は，登録

検査又は前-1.の検査の完了日から起算して36ヶ
月を経過する日（検査期限日）までの間に，表

3.9.2 に掲げる部分検査を受けなければならな

い。当該検査の結果が良好でない場合，表 3.9.2
に掲げる開放検査を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 

 

 

 

 
高速船規則 2 編 3 章 3.13.1 

正 現行 備考 
船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の年次検査で

は，鋼船規則 B 編 3.9.2 に規定する検査を行う。 
船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の年次検査で

は，鋼船規則 B 編 3.9.2 に規定する検査を行う。 
 

参照先の修正 

 
高速船規則 2 編 3 章 3.13.2 

正 現行 備考 
船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の中間検査で

は，鋼船規則 B 編 4.9.2 に規定する検査を行う。 
船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の中間検査で

は，鋼船規則 B 編 4.9.2 に規定する検査を行う。 
 

参照先の修正 

 
高速船規則 2 編 3 章 3.13.3 

正 現行 備考 
船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の定期検査で

は，鋼船規則 B 編 5.9.2 に規定する検査を行う。 
 

船級符号に“CybR”の付記を有する船舶の定期検査で

は，鋼船規則 B 編 5.9.2 に規定する検査を行う。 
 

参照先の修正 
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高速船規則 5 編 2 章 2.2.1 
正 現行 備考 

船底部に作用する船底荷重𝑃஻は，船底部の各位置にお

いて次の(1)から(3)に規定する値以上としなければなら

ない。 
(1) 当該位置が最大衝撃荷重の発生し得る範囲内に

ある場合: 
（省略） 
𝑉௦ ： 船底衝撃荷重を求めるための前進速度

で，1 編 2.1.8 に規定する船舶の最大速力の

値にかかわらず，次の算式による値以上と

しなければならない。 

𝑉௦ ൌ 𝐹௠ ⋅ ඥሺ𝑔 ⋅ 𝐿௦ሻ（m/sec） 
（省略） 

(3) 前(1)及び(2)にかかわらず，船底部の各位置の作

用する船底荷重𝑃஻は，次の算式による値未満と

してはならない。 
𝑃஻௠௜௡ ൌ 10ሺ𝑑 ൅ 𝐻௪ ൅ 0.18𝐵ሻ（kN/m2） 
𝐻௪は，前(1)の規定による。 

船底部に作用する船底荷重𝑃஻は，船底部の各位置にお

いて次の(1)から(3)に規定する値以上としなければなら

ない。 
(1) 当該位置が最大衝撃荷重の発生し得る範囲内に

ある場合: 
（省略） 
𝑉௦ ： 船底衝撃荷重を求めるための前進速度

で，船舶の最大速力の値にかかわらず，次の

算式による値以上としなければならない。 

 

𝑉௦ ൌ 𝐹௠ ⋅ ඥሺ𝑔 ⋅ 𝐿௦ሻ（m/sec） 
（省略） 

(3) 前(1)及び(2)にかかわらず，船底部の各位置の作

用する船底荷重𝑃஻は，次の算式による値未満と

してはならない。 
𝑃஻௠௜௡ ൌ 10ሺ𝑑 ൅ 𝐻௪ ൅ 0.18𝐵ሻ（kN/m2） 
𝐻௪は，前(1)の規定による。 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 

 

 
高速船規則 7 編 3 章 3.2.4-1. 

正 現行 備考 
-1. 長さ及び幅がそれぞれ 230mm を超える放水口に

は，約 230mm を超えないの間隔で落下防止のための強

固なレールを設けなければならない。 

-1. 長さ及び幅がそれぞれ 230mm を超える放水口に

は，230mm を超えない間隔で落下防止のための強固な

レールを設けなければならない。 

 

文言修正 
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高速船規則 9 編 2 章 2.2.1-3. 
正 現行 備考 

-3. 電気推進船の主機として用いられる往復動内燃

機関が専ら推進用電動機に電力を供給する発電機を駆

動する場合には，鋼船規則 DH 編 2.45.1-5.2-2.に規定す

る調速機を備えること。 

-3. 電気推進船の主機として用いられる往復動内燃

機関が専ら推進用電動機に電力を供給する発電機を駆

動する場合には，鋼船規則 D 編 2.4.1-5.に規定する調速

機を備えること。 

 

参照先の修正 

 
高速船規則 9 編 2 章 2.3.9-3. 

正 現行 備考 
-3. 電子制御機関の運転に不可欠なセンサー（例えば

次の用途に使用されるもの）は 2 台設置しなければなら

ない。ただし，これらのセンサーからのフィードバック

なしに電子制御機関の通常運転が可能な場合は，当該セ

ンサーを 1 台として差し支えない。 
(1) 回転数 
(12) クランク角 
(23) 燃料油用共通蓄圧器の圧力 

-3. 電子制御機関の運転に不可欠なセンサー（例えば

次の用途に使用されるもの）は 2 台設置しなければなら

ない。ただし，これらのセンサーからのフィードバック

なしに電子制御機関の通常運転が可能な場合は，当該セ

ンサーを 1 台として差し支えない。 
回転数 
(1) クランク角 
(2) 燃料油用共通蓄圧器の圧力 

 

 

 

 

文言修正 

 
高速船規則 9 編 3 章 3.3.1-1. 

正 現行 備考 
-1. ガスタービン（非常用発電機を駆動するものを除

く）には，過速度防止装置を設けること。この過速度防

止装置は，出力軸の回転数が連続最大回転数の 115%を

超えないように調整され，3.3.2-23.に掲げる機能を有す

るものとすること。 

-1. ガスタービン（非常用発電機を駆動するものを除

く）には，過速度防止装置を設けること。この過速度防

止装置は，出力軸の回転数が連続最大回転数の 115%を

超えないように調整され，3.3.2-2.に掲げる機能を有する

ものとすること。 

 

 

参照先の修正 

 
高速船規則 10 編 2 章 2.2.11-4. 

正 現行 備考 
-4. 接続箱には，配電方式，公称電圧，周波数及び接

続手順を明示しなければならない。 
-4. 接続箱には，配電方式，電圧，周波数及び接続手

順を明示しなければならない。 
文言修正 
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高速船規則 11 編 3 章 3.6.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 特殊分類区域又は開放された自動車積載場所を

有する船舶には，少なくとも 3.6.3 の要件に適合した 2
組の消防員装具を備えなければならない。 

-1. 特殊分類区域又は開放された自動車積載場所を

有する船舶には，少なくとも 2 組の消防員装具を備えな

ければならない。 

 

文言／参照先の修正 

 
高速船規則 11 編 4 章 4.1.1-4. 

正 現行 備考 
-4. 可燃性液体を移送するための管，弁及び継手は鋼

を使用するか又は鋼以外の材料を使用する場合は，管装

置の使用圧力及び配置されている区画を考慮し，強度的

及び防火性において本会の満足する材料でなければな

らない。実行可能な限りフレキシブルパイプフレキシブ

ル管の使用は避けなければならない。 

-4. 可燃性液体を移送するための管，弁及び継手は鋼

を使用するか又は鋼以外の材料を使用する場合は，管装

置の使用圧力及び配置されている区画を考慮し，強度的

及び防火性において本会の満足する材料でなければな

らない。実行可能な限りフレキシブルパイプの使用は避

けなければならない。 

 

 

 

文言修正 

 
高速船規則 11 編 5 章 5.2.3-2. 

正 現行 備考 
-2. 貨物区域及び開放された自動車積載場所の全域

にわたり，必要に応じて手動発信器が設けられていなけ

ればならない。また，本区域の各出口の近くには，発信

器が一箇所ずつ設けられていなければならない。この区

域の全ての入口には「禁煙」の標識を掲げておかなけれ

ばならない。 

-2. 貨物区域及び開放された自動車積載場所の全域

にわたり，必要に応じて手動発信器が設けられていなけ

ればならない。また，本区域の各出口の近くには，発信

器が一箇所ずつ設けられていなければならない。この区

域の全ての入口には「禁煙」の標識を掲げておかなけれ

ばならない。 

 

 

 

文言修正 

 
高速船規則 11 編 5 章 5.2.5 

正 現行 備考 
開放された自動車積載場所には，各甲板に 20m を超

えない間隔で両舷に，油の火災の消火に適する持運び式

消火器を備えなければならない。これらの消火器は，当

該区域の各入口に 1 個備えなければならない。この区域

の全ての入口には「禁煙」の標識を掲げておかなければ

開放された自動車積載場所には，各甲板に 20m を超

えない間隔で両舷に，油の火災の消火に適する持運び式

消火器を備えなければならない。これらの消火器は，当

該区域の各入口に 1 個備えなければならない。 

 

 

 

 

文言修正 
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ならない。 
 
高速船規則 14 編 1 章 1.1.1 

正 現行 備考 
コンピュータシステコンピュータシステムについて

は，鋼船規則 X 編 3 章以降の各章の該当規定によらな

ければならない。 

コンピュータシステについては，鋼船規則 X 編 3 章

以降の各章の該当規定によらなければならない。 

文言修正 
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強化プラスチック船規則 9 章 9.1.2 
正 現行 備考 

深水タンクを構成する部分の肋骨は，その肋骨を深水

タンクの間隔隔壁の防撓材とみなして定められる強さ

を有するものでなければならない。 

深水タンクを構成する部分の肋骨は，その肋骨を深水

タンクの間隔の防撓材とみなして定められる強さを有

するものでなければならない。 

文言修正 

 
強化プラスチック船規則 17 章 17.2.2 

正 現行 備考 
木製蓋板は，次の(1)から(3)の規定による。 
(1) 木製蓋材の仕上がり厚さは，次の算式による値

以上としなければならない。上に貨物を積む倉

口の木製蓋板は，甲板間高さが 2.6 m を超える場

合，又は倉口上に積む貨物の重量が単位面積当

たり 18 NkN/m2 を超える場合は，その比に応じて

厚さを増さなければならない。ただし，その厚さ

は，いかなる場合も 48 mm 未満としてはならな

い。 

30𝑆（mm） 
𝑆：倉口梁の心距（m） 

(2) 木製蓋板の材料は，良質で木目が通り，有害な

節，白太及び割れ目がないものであること。 
(3) 木製蓋板の両端は，帯銅板で保護すること。 

木製蓋板は，次の(1)から(3)の規定による。 
(1) 木製蓋材の仕上がり厚さは，次の算式による値

以上としなければならない。上に貨物を積む倉

口の木製蓋板は，甲板間高さが 2.6 m を超える場

合，又は倉口上に積む貨物の重量が単位面積当

たり 18 N/m2 を超える場合は，その比に応じて厚

さを増さなければならない。ただし，その厚さ

は，いかなる場合も 48 mm 未満としてはならな

い。 

30𝑆（mm） 
𝑆：倉口梁の心距（m） 

(2) 木製蓋板の材料は，良質で木目が通り，有害な

節，白太及び割れ目がないものであること。 
(3) 木製蓋板の両端は，帯銅板で保護すること。 

 

 

 

 

 

文言修正 
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フローティングドック規則 2 章 2.3.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 推進機関を有さず，船舶安全法施行規則（昭和 38
年 9 月 25 日運輸省令第 41 号）第一条第 7 項にいう水域

で使用されるフローティングドックにあっては，本会船

級を維持するため，次の 2.3.2 ないしから 2.3.5 の規定に

よる定期的検査，改造，損傷及び修理に関する検査及び

不定期検査を受けなければならない。また，2.3 に特に

定められていない事項については，鋼船規則 B 編の関

連規定を適用する。 

-1. 推進機関を有さず，船舶安全法施行規則（昭和 38
年 9 月 25 日運輸省令第 41 号）第一条第 7 項にいう水域

で使用されるフローティングドックにあっては，本会船

級を維持するため，次の 2.3.2 ないし 2.3.5 の規定による

定期的検査，改造，損傷及び修理に関する検査及び不定

期検査を受けなければならない。また，2.3 に特に定め

られていない事項については，鋼船規則 B 編の関連規

定を適用する。 

 

 

文言修正 

 
フローティングドック規則 2 章 2.3.3-5. 

正 現行 備考 
-5. ボイラは，鋼船規則 B 編 7 章の規定により検査

する。機器，管装置及び電気設備については，適用し得

る限り，鋼船規則 B 編 75 章の規定に基づいて検査する。 

-5. ボイラは，鋼船規則 B 編の規定により検査する。

機器，管装置及び電気設備については，適用し得る限り，

鋼船規則 B 編 7 章の規定に基づいて検査する。 

参照先の修正 

 

参照先の修正 
 
フローティングドック規則 4 章 4.2.1 

正 現行 備考 
4.2.2 ないしから 4.2.4 の復原性に関する規定は，保護

された水域で使用するドックについて定めたものであ

る。保護されない水域で使用するドックについては，特

別の配慮を払わなければならない。 

4.2.2 ないし 4.2.4 の復原性に関する規定は，保護され

た水域で使用するドックについて定めたものである。保

護されない水域で使用するドックについては，特別の配

慮を払わなければならない。 

文言修正 

 
フローティングドック規則 7 章 7.3.5 

正 現行 備考 
消火のを目的がとして機関区域にガスを放射する設

備を設ける場合は，ガス供給設備には容易に近付き得る

場所で，かつ，火災の発生によって使用が容易に中断さ

れ難い場所に制御弁又は制御用コックを設けなければ

ならない。これらの設備には，不注意による予期しない

消火の目的が機関区域にガスを放射する設備を設け

る場合は，ガス供給設備には容易に近付き得る場所で，

かつ，火災の発生によって使用が容易に中断され難い場

所に制御弁又は制御用コックを設けなければならない。

これらの設備には，不注意による予期しないガス放出を

文言修正 
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ガス放出を防止するための適当な装置を設けなければ

ならない。 
防止するための適当な装置を設けなければならない。 
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海上コンテナ規則 2 章 2.1.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 設計型式承認を受けようとするコンテナの型式

は，その構造，寸法，材料等が，5 章，ないしから 7 章

の該当規定に適合しており，かつ，その型式に基づいて

製造された見本のコンテナが 5 章ないしから 7 章の該

当規定による試験検査に合格しなければならない。ただ

し，当該コンテナの型式が CSC の設計式の承認をうけ

たものである場合には，本会は，所定の関係書類を審査

の上，規定による試験の一部又は全部を省略することが

ある。 

-1. 設計型式承認を受けようとするコンテナの型式

は，その構造，寸法，材料等が，5 章，ないし 7 章の該

当規定に適合しており，かつ，その型式に基づいて製造

された見本のコンテナが 5 章ないし 7 章の該当規定に

よる試験検査に合格しなければならない。ただし，当該

コンテナの型式が CSC の設計式の承認をうけたもので

ある場合には，本会は，所定の関係書類を審査の上，規

定による試験の一部又は全部を省略することがある。 

文言修正 

 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 3 章 3.1.3 

正 現行 備考 
1 ヶ年以上にわたり，コンテナの製造を中止したのち 1

年を経過し再び製造を始めようとする場合は，本章の規

定に準じて審査を行う。 

 

1 ヶ年以上にわたり，コンテナの製造を中止したのち

再び製造を始めようとする場合は，本章の規定に準じて

審査を行う。 

 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 4 章 4.2.1-1. 

正 現行 備考 
-1. 製造法承認を受けた製造所におけるシリーズ生

産コンテナについては，次の各号に定める事項について

本会の試験検査を受けなければならない。 
(1) 各コンテナに対して，5.5 の規定による外観検査

及び寸法検査。 
(2) 本会の適当と認める数のコンテナに対して，5.5

の規定による質量計測。 
(3) 一般貨物コンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 の規定による風雨密試験。 
(4) サーマルコンテナにあっては，各コンテナに対

-1. 製造法承認を受けた製造所におけるシリーズ生

産コンテナについては，次の各号に定める事項について

本会の試験検査を受けなければならない。 
(1) 各コンテナに対して，5.5 の規定による外観検査

及び寸法検査。 
(2) 本会の適当と認める数のコンテナに対して，5.5

の規定による質量計測。 
(3) 一般貨物コンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 の規定による風雨密試験。 
(4) サーマルコンテナにあっては，各コンテナに対
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して，5.5 及び 6.5 の規定による風雨密試験及び

機密気密性能試験。ただし，気密性能試験の試験

時間及び温度条件については，本会の適当と認

めるところによる。 
(5) 各サーマルコンテナに取り付けられた冷凍ユニ

ット又は加熱装置に対して，運転作動試験。 
(6) タンクコンテナにあっては，各タンクに対して，

7.5 の規定による耐圧試験。 
(7) 50 個について 1 個の割合で選んだコンテナに対

して，5.5，6.5 又は 7.5 の規定による耐力試験の

うち，積重ね試験，上部つり上げ試験及び床試

験。冷凍コンテナサーマルコンテナにあっては，

更に 6.5 の規定による断熱性能試験及び冷凍冷

却試験を行う。なお，試験の成績によって，以後

の試験の種類及び供試コンテナの数を増減する

ことがある。また，断熱性能試験及び冷却試験の

試験時間については，本会の適当と認めるとこ

ろによる。 

して，5.5 及び 6.5 の規定による風雨密試験及び

機密性能試験。ただし，気密性能試験の試験時間

及び温度条件については，本会の適当と認める

ところによる。 
(5) 各サーマルコンテナに取り付けられた冷凍ユニ

ット又は加熱装置に対して，運転作動試験。 
(6) タンクコンテナにあっては，各タンクに対して，

7.5 の規定による耐圧試験。 
(7) 50 個について 1 個の割合で選んだコンテナに対

して，5.5，6.5 又は 7.5 の規定による耐力試験の

うち，積重ね試験，上部つり上げ試験及び床試

験。冷凍コンテナにあっては，更に 6.5 の規定に

よる断熱性能試験及び冷凍試験を行う。なお，試

験の成績によって，以後の試験の種類及び供試

コンテナの数を増減することがある。また，断熱

性能試験及び冷却試験の試験時間については，

本会の適当と認めるところによる。 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 
海上コンテナ規則 4 章 4.2.2 

正 現行 備考 
(1) 各コンテナに対して，5.5 の規定による外観検査

及び寸法検査 
(2) 本会の適当と認める数のコンテナに対して，5.5

の規定による質量計測 
(3) 一般貨物コンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 の規定による風雨密試験 
(4) サーマルコンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 及び 6.5 の規定による風雨密試験及び

気密性能試験。ただし，気密性能試験の試験時間

及び温度条件については，本会の適当と認める

(1) 各コンテナに対して，5.5 の規定による外観検査

及び寸法検査 
(2) 本会の適当と認める数のコンテナに対して，5.5

の規定による質量計測 
(3) 一般貨物コンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 の規定による風雨密試験 
(4) サーマルコンテナにあっては，各コンテナに対

して，5.5 及び 6.5 の規定による風雨密試験及び

気密性能試験。ただし，気密性能試験の試験時間

及び温度条件については，本会の適当と認める
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ところによる。 
(5) 各サーマルコンテナに取付けられた冷凍ユニッ

ト又は加熱装置に対して，運転作動試験 
(6) タンクコンテナにあっては，各タンクに対して，

7.5 の規定による耐圧試験 
(7) 同一設計及び仕様に基づき，同一製造設備で，同

一時期に製造されたと認められるコンテナの中

から，50 個について 1 個の割合で選んだコンテ

ナに対して，5.5 又は 6.5 又は 7.5 の規定による

耐力試験。冷凍コンテナサーマルコンテナにあ

っては更に 6.5 の規定による断熱性能試験及び

冷冷却試験。なお，試験の成績によって，以後の

試験の種類及び供試コンテナの数を増減するこ

とがある。 

ところによる。 
(5) 各サーマルコンテナに取付けられた冷凍ユニッ

ト又は加熱装置に対して，運転作動試験 
(6) タンクコンテナにあっては，各タンクに対して，

7.5 の規定による耐圧試験 
(7) 同一設計及び仕様に基づき，同一製造設備で，同

一時期に製造されたと認められるコンテナの中

から，50 個について 1 個の割合で選んだコンテ

ナに対して，5.5 又は 6.5 又は 7.5 の規定による

耐力試験。冷凍コンテナにあっては更に 6.5 の規

定による断熱性能試験及び冷試験。なお，試験の

成績によって，以後の試験の種類及び供試コン

テナの数を増減することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 5 章 5.1.1 

正 現行 備考 
本章の規定は箱型及びオーブントップ型オープント

ップ型の一般貨物コンテナに適用する。 
本章の規定は箱型及びオーブントップ型の一般貨物

コンテナに適用する。 
文言修正 

 
海上コンテナ規則 5 章 5.2.3-2. 

正 現行 備考 
-2. 上部すみ金具の上面は，屋根坂屋根板上面から少

なくとも 6mm 出ていなければならない。 
-2. 上部すみ金具の上面は，屋根坂上面から少なくと

も 6mm 出ていなければならない。 
文言修正 

 
海上コンテナ規則 6 章 6.5.3 

正 現行 備考 
気密性能試験は，下記によって行う。 
(1) 試験方法: 

(a) 気密試験は，断熱性能試験に先だち行う。 
(b) コンテナは，通常の使用状態とし，通常の方

気密性能試験は，下記によって行う。 
(1) 試験方法: 

(a) 気密試験は，断熱性能試験に先だち行う。 
(b) コンテナは，通常の使用状態とし，通常の方
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法で閉鎖する。 
(c) コンテナ内部及び外部の温度は，15℃から

25℃の範囲に保持し，それぞれ 3℃以内で安

定させる。 
(d) 冷凍及び加熱装置は，取付けた状態とする。

但し，着脱式のもので接続部に閉鎖装置を有

するコンテナの場合は，冷凍及び加熱装置を

取付けず閉鎖装置は閉める。 
(e) 排水口は，すべて閉鎖する。 
(f) マノメーター及び流量計を経た空気供給管

は，気密接続金具によりコンテナに接続す

る。又，マノメーターは空気供給管に直接取

付けてはならない。 
(g) コンテナの内部圧力が，250±10Pa（25±1mm

水柱圧）に上昇するまで空気を送り込み，そ

の圧力を維持するように空気供給を調節す

る。試験圧力が安定した後 30 分以上その状

態を保つ。 
(2) 計測: 

(a) コンテナ内部内外部の温度を計測する。 
(b) 試験圧力が安定した時，その圧力を維持する

ために要した空気漏れ量を記録する。 
(3) 検査: 

標準気圧で表される空気漏れ量は，表 6.1 の値を

超えてはならない。ただし，この値を超える場合

には，ISO1496/II によることができる。なお，

6.2.4-5.で規定する空気入口及び出口を持ち，

6.5.3(1)(d)に規定するただし書きが適用される

1CC 及び 1C コンテナにあっては，最大許容空気

漏れ量は 8m3/h 未満でなければならない。 

法で閉鎖する。 
(c) コンテナ内部及び外部の温度は，15℃から

25℃の範囲に保持し，それぞれ 3℃以内で安

定させる。 
(d) 冷凍及び加熱装置は，取付けた状態とする。

但し，着脱式のもので接続部に閉鎖装置を有

するコンテナの場合は，冷凍及び加熱装置を

取付けず閉鎖装置は閉める。 
(e) 排水口は，すべて閉鎖する。 
(f) マノメーター及び流量計を経た空気供給管

は，気密接続金具によりコンテナに接続す

る。又，マノメーターは空気供給管に直接取

付けてはならない。 
(g) コンテナの内部圧力が，250±10Pa（25±1mm

水柱圧）に上昇するまで空気を送り込み，そ

の圧力を維持するように空気供給を調節す

る。試験圧力が安定した後 30 分以上その状

態を保つ。 
(2) 計測: 

(a) コンテナ内部の温度を計測する。 
(b) 試験圧力が安定した時，その圧力を維持する

ために要した空気漏れ量を記録する。 
(3) 検査: 

標準気圧で表される空気漏れ量は，表 6.1 の値を

超えてはならない。ただし，この値を超える場合

には，ISO1496/II によることができる。なお，

6.2.4-5.で規定する空気入口及び出口を持ち，

6.5.3(1)(d)に規定するただし書きが適用される

1CC 及び 1C コンテナにあっては，最大許容空気

漏れ量は 8m3/h 未満でなければならない。 
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海上コンテナ規則 6 章 6.5.4 
正 現行 備考 

断熱性能試験は，下記によって行う。 
(1) 試験方法 

(a) 断熱性能試験は，気密性能試験の終了後行

う。 
(b) コンテナには，冷凍ユニット及び加熱装置を

所定の状態に取付けて行う。但し，着脱式装

置の場合は，それを取り外し，空気入口孔及

び空気出口孔を閉鎖して行う。 
(c) 試験は，庫内を加熱する方法又は，冷却する

方法を用いて，定常状態で行う。 
(d) 試験は定常状態の下で連続 8 時間以上行い，

30 分以内の間隔で測定する。 
(e) 試験中は下記の状態を保持する。 

i) 平均壁温度は，20℃以上 32℃以下の範囲

とし，かつ内外の温度差は 20℃以上とす

る。 
ii) 試験中は庫内の最高と最低の温度差は，

3℃以下とする。 
iii) 試験中は庫外の最高と最低の温度差は，

3℃以下とする。 
iv) 各測定時における庫内の平均温度𝜃௜の

最高と最低の温度差は，1.5℃以下とす

る。 
v) 各測定時における庫外の平均温度𝜃௘の

最高と最低の温度差は，1.5℃以下とす

る。 
vi) 最低と最高の電力消費量の差は，最低量

の 3%を超えてはならない。 

断熱性能試験は，下記によって行う。 
(1) 試験方法 

(a) 断熱性能試験は，気密性能試験の終了後行

う。 
(b) コンテナには，冷凍ユニット及び加熱装置を

所定の状態に取付けて行う。但し，着脱式装

置の場合は，それを取り外し，空気入口孔及

び空気出口孔を閉鎖して行う。 
(c) 試験は，庫内を加熱する方法又は，冷却する

方法を用いて，定常状態で行う。 
(d) 試験は定常状態の下で連続 8 時間以上行い，

30 分以内の間隔で測定する。 
(e) 試験中は下記の状態を保持する。 

i) 平均壁温度は，20℃以上 32℃以下の範囲

とし，かつ内外の温度差は 20℃以上とす

る。 
ii) 試験中は庫内の最高と最低の温度差は，

3℃以下とする。 
iii) 試験中は庫外の最高と最低の温度差は，

3℃以下とする。 
iv) 各測定時における庫内の平均温度𝜃௜の

最高と最低の温度差は，1.5℃以下とす

る。 
v) 各測定時における庫外の平均温度𝜃௘の

最高と最低の温度差は，1.5℃以下とす

る。 
vi) 最低と最高の電力消費量の差は，最低量

の 3%を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術規則に対する誤記修正 

85 

vii) コンテナの内外に配置されたすべての

温度測定器は，輻射熱から保護されなけ

ればならない。 
(f) 温度測定位置 

コンテナの温度測定位置は，8 章図 8.13 に示

す位置で計測する。 
(g) 電熱加熱器を用いて試験が行われる場合は，

輻射熱の影響を避けるよう過熱器に適当な

覆をつける。過熱器と送風機は，コンテナの

中心付近に設置する。 
(h) 試験成績に影響する霜を生じさせるような

試験方法は，採用してはならない。 
(2) 計測: 

(a) K 値決定に必要な定常状態の下でのコンテ

ナ内外部の温度，電力消費量を，8 時間以上

にわたり 30 分以下の間隔で計測する。 
(b) 平均壁温度の算出は次による。 

𝜃 ൌ
𝜃௘ ൅ 𝜃௜

2  

(c) 熱通過率の算出は次による。 

𝐾 ൌ
𝑈
𝑆  

𝑈 ൌ ฬ
𝑄

𝜃௘ െ 𝜃௜
ฬ 

𝑆 ൌ ඥ𝑆௘ ⋅ 𝑆௜ 
𝐾: 熱通過率（W/m2・℃） 
𝑈: 全熱貫通率（W/℃） 
𝑆: 供試コンテナの平均表面積（m2） 
𝑆௘: 供試コンテナの外部表面*（m2） 
𝑆௜: 供試コンテナの内部表面*（m2） 
𝑄: 供試コンテナの内部の過熱器や送風機

vii) コンテナの内外に配置されたすべての

温度測定器は，輻射熱から保護されなけ

ればならない。 
(f) 温度測定位置 

コンテナの温度測定位置は，8 章図 8.13 に示

す位置で計測する。 
(g) 電熱加熱器を用いて試験が行われる場合は，

輻射熱の影響を避けるよう過熱器に適当な

覆をつける。過熱器と送風機は，コンテナの

中心付近に設置する。 
(h) 試験成績に影響する霜を生じさせるような

試験方法は，採用してはならない。 
(2) 計測: 

(a) K 値決定に必要な定常状態の下でのコンテ

ナ内外部の温度，電力消費量を，8 時間以上

にわたり 30 分の間隔で計測する。 
(b) 平均壁温度の算出は次による。 

𝜃 ൌ
𝜃௘ ൅ 𝜃௜

2  

(c) 熱通過率の算出は次による。 

𝐾 ൌ
𝑈
𝑆  

𝑈 ൌ ฬ
𝑄

𝜃௘ െ 𝜃௜
ฬ 

𝑆 ൌ ඥ𝑆௘ ⋅ 𝑆௜ 
𝐾: 熱通過率（W/m2・℃） 
𝑈: 全熱貫通率（W/℃） 
𝑆: 供試コンテナの平均表面積（m2） 
𝑆௘: 供試コンテナの外部表面*（m2） 
𝑆௜: 供試コンテナの内部表面*（m2） 
𝑄: 供試コンテナの内部の過熱器や送風機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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などにより消費される電力（W） 
𝜃: 平均壁温度（℃） 
𝜃௘: 供試コンテナの外部平均温度（℃） 
𝜃௜: 供試コンテナの内部平均温度（℃） 
備考*: コンテナ外部及び内部表面が波形の

場合は投影面積とする。 
(3) 検査: 

断熱性能試験で得られた K の値は 6.2.1-2.(2)に
規定される値を超えてはならない。 

などにより消費される電力（W） 
𝜃: 平均壁温度（℃） 
𝜃௘: 供試コンテナの外部平均温度（℃） 
𝜃௜: 供試コンテナの内部平均温度（℃） 
備考*: コンテナ外部及び内部表面が波形の

場合は投影面積とする。 
(3) 検査: 

断熱性能試験で得られた K の値は 6.2.1-2.(2)に
規定される値を超えてはならない。 

 
海上コンテナ規則 7 章 7.1.1 

正 現行 備考 
本章の規定はタンク及び枠組みで構成された液体又

は気体輸送用のタンクコンテナであって，最大許容使用

圧力（ゲージ圧）が上 29.4kPa 以上のものに適用する。 

本章の規定はタンク及び枠組みで構成された液体又

は気体輸送用のタンクコンテナであって，最大許容使用

圧力（ゲージ圧）が上のものに適用する。 

 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 7 章 7.1.2 

正 現行 備考 
タンクコンテナの試験検査を受けようとする者は，

2.1.3 又は 4.1.2 に規定する図面及びその他の書類のほ

か，次の図面を本会に提出しなければならない。 
(1) タンクの仕様書，使用材料の材質，寸法，溶接要

領 2 通 
(2) タンクの全体組立図及び詳細図（使用材料の材

質，寸法，溶接要領並びに付着品取付け座，ノズ

ル及び内部付着取付詳細を含む） 3 通 
(3) タンク付着品装置図及び付着品詳細図 3 通 
(4) 安全弁 3 通 

タンクコンテナの試験検査を受けようとする者は，

2.1.3 又は 4.1.2 に規定する図面及びその他の書類のほ

か，次の図面を本会に提出しなければならない。 
(1) タンクの仕様書，使用材料の材質，寸法，溶接要

領 2 通 
(2) タンクの全体組立図及び詳細図（付着品取付け

座，ノズル及び内部付着取付詳細を含む）3 通 
(3) タンク付着品装置図及び付着品詳細図 3 通 
(4) 安全弁 3 通 

 

 

 

文言修正 

  



技術規則に対する誤記修正 

87 

海上コンテナ規則 7 章 7.2.6-2. 
正 現行 備考 

-2. 真空安全弁を設けないタンクは，内部圧力より少

なくとも 39kPa 高い外部圧力に対し永久変形を生じる

ことなく耐えるものでなければならない。 

-2. 真空安全弁を設けないタンクは，内部圧力より少

なくとも高い外部圧力に対し永久変形を生じることな

く耐えるものでなければならない。 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 7 章 7.2.8-3. 

正 現行 備考 
-3. 圧力逃し装置は，タンクの上記蒸気空間に通じて

できるだけタンク又はタンク室の上部の長さ方向の上

部中央付近で，かつ，容易に検査のできる位置に取付け

なければならない。 

-3. 圧力逃し装置は，タンクの上記空間に通じてでき

るだけタンク又はタンク室の上部の長さ方向の上部中

央付近で，かつ，容易に検査のできる位置に取付けなけ

ればならない。 

文言修正 
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海上コンテナ規則 7 章 表 7.3 
正 現行 備考 

表 7.3 試験方法及び計測 
試験の種類 試験方法及び計測 

積重ね試験 試験方法 :  表 5.2 によるが，供試コンテナへの荷重の積み込みは行わない。 

 計 測 : 表 5.2 による。 

上 部 
つり上げ試験 

表 5.2 による。 

下 部 
つり上げ試験 

表 5.2 による。 

緊締試験 表 5.2 による。 

 試験方法 : (1) 供試コンテナの長手軸を鉛直にして，4 個の下部すみ金具で支持する。 
長手慣性試験  (2) タンク内に 1P（kg）に等しい荷重を積み込み，この状態を 5 分間保持する。 

 計 測 : 構造によりその都度定める。 

 試験方法 : (1) 供試コンテナの横手軸を鉛直にして，4 個の下部すみ金具で支持する。 
横手慣性試験  (2) タンク内に 1P（kg）に等しい荷重を積み込み，この状態を 5 分間保持する。 

 計 測 : 構造によりその都度定める。 

あゆみ板試験 試験方法 : 300kg の荷重を，あゆみ板の最も弱い箇所に 600mm×300mm の面積にわたり均一に負

荷する。 

 計 測 : あゆみ板の最大及び永久変形量を計測する。 

横手剛性試験 表 5.2 による。 

長手剛性試験 表 5.2 による。 

グラップラー

アーム試験 
表 5.2 による。 

 試験方法 : (1) 耐圧試験は付属する管装置も含めて採光最高許容使用圧力，或は設計圧力の 1.5 倍

以上の試験圧力で水圧試験を行う。 
耐圧試験  (2) 試験圧力は，正置状態におけるタンクの頂部において計測し，タンク各部の点検完

了までその圧力を保持しなければならない。ISO 規格を適用するコンテナでは，少な

くとも 30 分間試験圧力を保持しなければならない。 

  (3) 圧力逃し装置は，取り外すか，又は作動しないようにしておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
海上コンテナ規則 8 章 8.2.8 

正 現行 備考 
空気孔については図 8.10，図 8.11 及び図 8.12 による。 空気孔については図 8.10 による。 参照先の修正 
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海上コンテナ規則 8 章 図 8.8 
正 現行 備考 

図 8.8 冷却用接続金具-入口側 

                                                                         単位：mm 

 

文言修正 
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海上コンテナ規則 8 章 図 8.10 
正 現行 備考 

図 8.10 1AA サーマルコンテナの端壁の空気孔 

 
（備考） 

1. 空気循環用開口部に関する部分 

(1) 突起部は最小直径 550mm の円又は一辺 500mm の正方形とする。 

(2) 突起部の平滑部の許容差は 0.25mm でなめらかなものとすること。 

(3) 突起部の面は前方すみ金具の全面前面より 3～4.8mm 下げて平行に設けること。 

(4) 孔はテーパのある形状でもよいが，どの部分の直径も最小 350mm とすること。 

2. 孔の閉鎖 

(1) コンテナに用意された閉鎖装置は冷気を供給するために接続されていない時は，その開口部は閉鎖するものと

する。 

(2) 閉鎖装置は封印できるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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海上コンテナ規則 8 章 図 8.11 
正 現行 備考 

図 8.11 1CC サーマルコンテナの端壁の空気孔 

 
 

文言修正 
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（備考） 

1. 空気循環用開口部に関する部分 

(1) 突起部は最小直径 457mm の円又は一辺 457mm の正方形とする。 

(2) 突起部の平滑部の許容差は 0.25mm でなめらかなものとすること。 

(3) 突起部の面は前方すみ金具の全面前面より 3～4.8mm 下げて平行に設けること。 

(4) 孔はテーパのある形状でもよいが，どの部分の直径も最小 254mm とすること。 

2. 孔の閉鎖 

(1) コンテナに用意された閉鎖装置は冷気を供給するために接続されていない時は，その開口部を閉鎖するものと

する。 

(2) 閉鎖装置は封印できるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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海上コンテナ規則 8 章 図 8.12 
正 現行 備考 

図 8.12 1C サーマルコンテナの端壁の空気孔 

 
（備考） 

1. 空気循環用心開口部に関する部分 

(1) 突起部は最小直径 457mm の円又は一辺 457mm の正方形とする。 

(2) 突起部の平滑部の許容差は 0.25mm でなめらかなものとすること。 

(3) 突起部の面は前方すみ金具の全面前面より 3～4.8mm 下げて平行に設けること。 

(4) 孔はテーパのある形状でもよいが，どの部分の直径も最小 254mm とすること。 

2. 孔の閉鎖 

(1) コンテナに用意された閉鎖装置は冷気を供給するために接続されていない時は，その開口部を閉鎖するものと

する。 

(2) 閉鎖装置は封印できるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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船舶安全管理システム規則実施要領 1 章 1.1.3-2. 
正 現行 備考 

-2. 審査の終了日 
(1) 規則 3.2-(1.)，3.2-(4.)及び 3.2-(5.)の各審査の終了

日とは，当該審査の最終日をいう。当該審査にお

いて不適合が認められた場合であっても，会社

が定められた期間内に是正を行うと判断された

場合，証書の発行並びに裏書きは行われる。 
(2) 規則 3.2-(2.)及び 3.2-(3.)でいう各審査にあって

は，規則 4.2 及び 5.2 でいう審査において，本要

領 4.2 及び 5.2 の規定に適合していることを確認

した日をもって，終了日とする。 

-2. 審査の終了日 
(1) 規則 3.2-1.，3.2-4.及び 3.2-5.の各審査の終了日と

は，当該審査の最終日をいう。当該審査において

不適合が認められた場合であっても，会社が定

められた期間内に是正を行うと判断された場

合，証書の発行並びに裏書きは行われる。 
(2) 規則 3.2-2.及び 3.2-3.でいう各審査にあっては，

規則 4.2 及び 5.2 でいう審査において，本要領 4.2
及び 5.2 の規定に適合していることを確認した

日をもって，終了日とする。 

 

参照先の修正 

 

 

 

参照先の修正 

 
船舶安全管理システム規則実施要領 1 章 1.1.3-3. 

正 現行 備考 
-3. ISM 登録日 
ISM 登録日とは，規則 3.2-(1.)の初回審査の終了日を

いう。ただし，規則 3.3.2 にいう仮 DOC 又は仮 SMC の

発行のための審査が行われる場合にあっては，当該審査

の終了日をいう。 

-3. ISM 登録日 
ISM 登録日とは，規則 3.2-1.の初回審査の終了日をい

う。ただし，規則 3.3.2 にいう仮 DOC 又は仮 SMC の発

行のための審査が行われる場合にあっては，当該審査の

終了日をいう。 

 

参照先の修正 
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鋼船規則検査要領 B 編 B1 B1.1.3-3. 
正 現行 備考 

-3. 規則 B 編 1.1.3-3.(5)に該当する臨時検査について

は，次による。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 暴露甲板前方部分に設置される艤装品の追加要

件 
2004 年 1 月 1 日より前に建造契約を行なった LC

が 100 m 以上の船舶であって，専ら液体を運送

する船舶以外の貨物船（コンテナ船，自動車運搬

船，ロールオンロールオフ船及びチップ船を除

く）にあっては，船首隔壁より前方にある区画及

び区画の前端が船首隔壁位置より前方にある区

画の暴露甲板に設置される小倉口，通風筒及び

空気管について，規則 C 編 1 編 14.6.10.2-2.7.1，
14.12.4.3 及び規則 D 編 D1313.6.5 の要件に適合

することを確認するための検査を次に掲げる時

期までに行わなければならない。ここで，LC は，

規則 C 編 1 編 1.4.3.1-1.に定める船の長さとす

る。 
(a) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 15 年以上の船舶にあっては，2004 年 1 月

1 日以降の最初の中間検査又は定期検査の

いずれか早い時期 
(b) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 10 年以上 15 年未満の船舶にあっては，

2004 年 1 月 1 日以降の最初の定期検査の時

期（当該定期検査の時期が建造後 15 年に達

する日を超える場合，その日の後の最初の中

間検査又は定期検査のいずれか早い時期と

-3. 規則 B 編 1.1.3-3.(5)に該当する臨時検査について

は，次による。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 暴露甲板前方部分に設置される艤装品の追加要

件 
2004 年 1 月 1 日より前に建造契約を行なった LC

が 100 m 以上の船舶であって，専ら液体を運送

する船舶以外の貨物船（コンテナ船，自動車運搬

船，ロールオンロールオフ船及びチップ船を除

く）にあっては，船首隔壁より前方にある区画及

び区画の前端が船首隔壁位置より前方にある区

画の暴露甲板に設置される小倉口，通風筒及び

空気管について，規則 C 編 1 編 14.6.10.2-2.，
14.12.4.3 及び D13.6.5 の要件に適合することを

確認するための検査を次に掲げる時期までに行

わなければならない。ここで，LCは，規則 C 編

1 編 1.4.3.1-1.に定める船の長さとする。 

 
(a) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 15 年以上の船舶にあっては，2004 年 1 月

1 日以降の最初の中間検査又は定期検査の

いずれか早い時期 
(b) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 10 年以上 15 年未満の船舶にあっては，

2004 年 1 月 1 日以降の最初の定期検査の時

期（当該定期検査の時期が建造後 15 年に達

する日を超える場合，その日の後の最初の中

間検査又は定期検査のいずれか早い時期と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照先の修正 
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しなければならない。） 
(c) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 10 年未満の船舶にあっては，建造後 10 年

に達する日（2004 年 1 月 1 日から建造後 10
年に達する日までの間に中間検査又は定期

検査の時期のいずれもがない場合には，建造

後 10 年に達する日の後の最初の中間検査又

は定期検査のいずれか早い時期として差し

支えない。） 
（(5)から(22)は省略） 
(23) 低引火点燃料船 

(a) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編の規定に適合していることを，検査

により確認を受ける。 
i) 2017 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2017 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2017 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(b) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則検査要領 GF 編 GF11.3.1-1.及び -2.，
GF12.5.2-2.並びに GF15.10.1 の規定に適合

していることを，検査により確認を受ける。 
i) 2019 年 7 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 

しなければならない。） 
(c) 2004 年 1 月 1 日時点での建造後の経過年数

が 10 年未満の船舶にあっては，建造後 10 年

に達する日（2004 年 1 月 1 日から建造後 10
年に達する日までの間に中間検査又は定期

検査の時期のいずれもがない場合には，建造

後 10 年に達する日の後の最初の中間検査又

は定期検査のいずれか早い時期として差し

支えない。） 
（(5)から(22)は省略） 
(23) 低引火点燃料船 

(a) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編の規定に適合していることを，検査

により確認を受ける。 
i) 2017 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2017 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2017 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(b) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則検査要領 GF11.3.1-1.及び-2.，GF12.5.2-2.
並びに GF15.10.1 の規定に適合しているこ

とを，検査により確認を受ける。 
i) 2019 年 7 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
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ii) 2019 年 7 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2019 年 7
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(c) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編 11.8.1，鋼船規則検査要領 GF 編

GF11.3.1-2.の規定に適合していることを，検

査により確認を受ける。 
i) 2024 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2024 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2024 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(d) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編 4.2.2，5.12.1，6.7.3-1.(1)，6.9.1-1.，
7.3.2-1.，8.4，9.3.1，9.4.7，9.4.8，9.6.1，9.8.1，
9.8.2，9.8.4，11.3.1-1，11.6.1-2，12.5.1，12.5.2，
15.4.1-3. 及び鋼船規則検査要領 GF 編

GF11.7.1 の規定に適合していることを，検査

により確認を受ける。 
i) 2026 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2026 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2026 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

ii) 2019 年 7 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2019 年 7
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(c) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編 11.8.1，鋼船規則検査要領 GF 編

GF11.3.1-2.の規定に適合していることを，検

査により確認を受ける。 
i) 2024 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2024 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2024 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を

開始する船舶 
(d) 次の i)又は ii)に該当する船舶にあっては，そ

れぞれ，低引火点燃料を使用する前又は他の

低引火点燃料の使用を開始する前に，鋼船規

則 GF 編 4.2.2，5.12.1，6.7.3-1.(1)，6.9.1-1.，
7.3.2-1.，8.4，9.3.1，9.4.7，9.4.8，9.6.1，9.8.1，
9.8.2，9.8.4，11.3.1-1，11.6.1-2，12.5.1，12.5.2，
15.4.1-3. 及び鋼船規則検査要領 GF 編

GF11.7.1 の規定に適合していることを，検査

により確認を受ける。 
i) 2026 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の

使用のための改造が行われる船舶 
ii) 2026 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使

用を承認された船舶であって，2026 年 1
月 1日以降に他の低引火点燃料の使用を
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開始する船舶 
（(24)から(28)は省略） 
(29) 線形熱感知器及び複合型検知器 

2026 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった船舶

にあって，線形熱感知器及び複合型探知器を備

えるものにあっては，規則 R 編 29.2.3-1.(3)，(4)
及び表 R29.1の規定に適合していることを，2026
年 1 月 1 日までに，検査により確認を受ける。 

開始する船舶 
（(24)から(28)は省略） 
(29) 線形熱感知器及び複合型検知器 

2026 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった船舶

にあって，線形熱感知器及び複合型探知器を備

えるものにあっては，規則 R 編 29.2.3-1.(3)，(4)
及び表 R29.1 の規定に適合していることを検査

により確認を受ける。 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則検査要領 B 編 B1 B1.1.11 

正 現行 備考 
規則 B 編 1.1.11 の適用上，セルフアンローダ船の検査

については，B1.1.3-9.(5)，B1.3.1-3.，B1.4.2-12.，B2.3.1，
及び B3.2.3-5.及び B3.2.3-6.に規定する要件を除き，ばら

積貨物船に対する検査の要件に準じて行うこと。 

規則 B 編 1.1.11 の適用上，セルフアンローダ船の検査

については，B1.1.3-9.(5)，B1.3.1-3.，B1.4.2-12.，B2.3.1，
B3.2.3-5.及び B3.2.3-6.に規定する要件を除き，ばら積貨

物船に対する検査の要件に準じて行うこと。 

 

参照先の修正 
 

 
鋼船規則検査要領 B 編 B11 B11.2.3 

正 現行 備考 
規則 B 編 11.2.3 にいう「本会が別に定める項目」と

は，規則 B 編 11.2.3(1)及び(7)並びに規則 T 編 7.2.1 及び

7.2.2 にいう試験に関する検査をいい，「本会が適当と認

める検査方法」とは規則 B 編表 B2.7 第 1 項(3)による。 

規則 B 編 11.2.3 にいう「本会が別に定める項目」と

は，規則 B 編 11.2.3(1)及び(7)並びに規則 T 編 7.2.1 及び

7.2.2 にいう試験に関する検査をいい，「本会が適当と認

める検査方法」とは規則 B 編表 B2.7 第 1 項による。 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則検査要領 B 編 B12 B12.2.3 

正 現行 備考 

B12.2.3 工事の検査 B12.2.3 工事の検査 
文言修正 
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鋼船規則検査要領 C 編 1 編 C14 C14.3.1.1 
正 現行 備考 

C14.3.1.1 一般 
規則 C 編 14.3.1.1-3.にいう「特別な考慮」とは，アン

カー，アンカーチェーン及び揚錨装置の設計及び妥当性

の評価をいう。規則 C 編 14.5.1.1-1.(3).に定義される𝐿ଶL2

が 135 m 以上の船舶については，次の(1)から(4)を指針

として使用することを推奨する。ただし，水深が 120 m
まで，潮流速度が 1.54 m/s 以下，風速が 14 m/s 以下，有

義波高が 3 m 以下及びアンカーチェーンの繰り出し長

さと水深の比が 3 から 4 となる投錨に限る。 
(1) アンカー及びアンカーチェーンは，次の算式に

より算定した艤装数に基づき，表 C14.3.1-1.に従

ったものとする。 

𝐸𝑁ଵ ൌ 0.628 ൥𝑎 ൬
𝐸𝑁

0.628൰
ଵ
ଶ.ଷൗ
൅ 𝑏ሺ1 െ 𝑎ሻ൩

ଶ.ଷ

 

𝑎： 次の算式による。 
𝑎 ൌ 1.83 ൈ 10ିଽ𝐿ଶଷ ൅ 2.09 ൈ 10ି଺𝐿ଶଶ

െ 6.21 ൈ 10ିସ𝐿ଶ ൅ 0.0866 
𝑏： 次の算式による。 

𝑏 ൌ 0.156𝐿ଶ ൅ 8.372 
𝐿ଶ： 規則 C 編 14.5.1.1-1.(3).に定義さ

れる船舶の長さ 
𝐸𝑁： 規則 C 編 14.5 で定義される艤装数 

C14.3.1.1 一般 
規則 C 編 14.3.1.1-3.にいう「特別な考慮」とは，アン

カー，アンカーチェーン及び揚錨装置の設計及び妥当性

の評価をいう。規則 C 編 14.5.1.1-1.(3)に定義される𝐿ଶが
135 m 以上の船舶については，次の(1)から(4)を指針とし

て使用することを推奨する。ただし，水深が 120 m まで，

潮流速度が 1.54 m/s 以下，風速が 14 m/s 以下，有義波高

が 3 m 以下及びアンカーチェーンの繰り出し長さと水

深の比が 3 から 4 となる投錨に限る。 
(1) アンカー及びアンカーチェーンは，次の算式に

より算定した艤装数に基づき，表 C14.3.1-1.に従

ったものとする。 

𝐸𝑁ଵ ൌ 0.628 ൥𝑎 ൬
𝐸𝑁

0.628൰
ଵ
ଶ.ଷൗ
൅ 𝑏ሺ1 െ 𝑎ሻ൩

ଶ.ଷ

 

𝑎： 次の算式による。 
𝑎 ൌ 1.83 ൈ 10ିଽ𝐿ଶଷ ൅ 2.09 ൈ 10ି଺𝐿ଶଶ

െ 6.21 ൈ 10ିସ𝐿ଶ ൅ 0.0866 
𝑏： 次の算式による。 

𝑏 ൌ 0.156𝐿ଶ ൅ 8.372 
𝐿ଶ： 規則 C 編 14.5.1.1-1.(3)に定義さ

れる船舶の長さ 
𝐸𝑁： 規則 C 編 14.5 で定義される艤装数 

 

 

参照先の修正 
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鋼船規則検査要領 C 編 1 編 付録 C5 表 1 に関する統一解釈 1.3.2 
正 現行 備考 

方法 A：認定試験 
1.1 塗装システム認定試験は，主管庁に認定さ

れ，かつ，IACS UR Z17 に規定する要件を

満足する試験機関により行われること。 
1.2 塗装システム認定試験（PSPC 表 1：1.3）に

よる塗装システムの適合結果は，文書化さ

れ，主管庁に提出されること。 
1.3.1 型式承認試験は，PSPC Annex 1 の規定に従

い，指定されたショッププライマーと組み合

わせるエポキシベースシステムに対して行

なわれる。試験に合格すればエポキシ及びシ

ョッププライマーの双方に対して型式承認

証書が発行される。型式承認証書はショップ

プライマーと組み合わせるエポキシベース

システム又は，ベアプレート（ショット又は

パワーツールで表面処理した板）と組み合わ

せるエポキシベースシステムのいずれに対

しても有効である 
1.3.2 エポキシベースシステムは，すでに試験で

合格しているショッププライマー以外の他

のショッププライマーとの組み合わせで使

用して差し支えない。ただし，他のショップ

プライマーは PSPC 表 1：2.3 及び表 1：3.2
で規定する塗装システムの一部として承認

され，かつ，「クロスオーバー試験」として

知られる Annex 1 中，Appendix 1 の 1.7 の規

定（のうち海水の動揺を省いた）に従った試

験に合格していること。その（クロスオーバ

方法 A：認定試験 
1.1 塗装システム認定試験は，主管庁に認定さ

れ，かつ，IACS UR Z17 に規定する要件を

満足する試験機関により行われること。 
1.2 塗装システム認定試験（PSPC 表 1：1.3）に

よる塗装システムの適合結果は，文書化さ

れ，主管庁に提出されること。 
1.3.1 型式承認試験は，PSPC Annex 1 の規定に従

い，指定されたショッププライマーと組み合

わせるエポキシベースシステムに対して行

なわれる。試験に合格すればエポキシ及びシ

ョッププライマーの双方に対して型式承認

証書が発行される。型式承認証書はショップ

プライマーと組み合わせるエポキシベース

システム又は，ベアプレート（ショット又は

パワーツールで表面処理した板）と組み合わ

せるエポキシベースシステムのいずれに対

しても有効である 
1.3.2 エポキシベースシステムは，すでに試験で

合格しているショッププライマー以外の他

のショッププライマーとの組み合わせで使

用して差し支えない。ただし，他のショップ

プライマーは PSPC 表 1：2.3 及び表：3.2 で

規定する塗装システムの一部として承認さ

れ，かつ，「クロスオーバー試験」として知

られる Annex 1 中，Appendix 1 の 1.7 の規定

（のうち海水の動揺を省いた）に従った試験

に合格していること。その（クロスオーバー）
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ー）試験に合格している場合にあっては，型

式承認証書が発行される。この場合，型式承

認証書にはエポキシ塗料及び試験に合格し

た全てのショッププライマーのリストの詳

細が記載される。この型式承認証書では，エ

ポキシ塗料と型式承認証書に記載の全ての

ショッププライマー又はベアプレートとの

組み合わせで使用可能となる。 
（省略） 

試験に合格している場合にあっては，型式承

認証書が発行される。この場合，型式承認証

書にはエポキシ塗料及び試験に合格した全

てのショッププライマーのリストの詳細が

記載される。この型式承認証書では，エポキ

シ塗料と型式承認証書に記載の全てのショ

ッププライマー又はベアプレートとの組み

合わせで使用可能となる。 
（省略） 
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鋼船規則検査要領 U 編 U2 U2.1.2-1. 
正 現行 備考 

-1. 復原性要件の計算においては，乾舷甲板下の船体

のほか，次に掲げる部分を算入することができる。 
(1) 1966 年の満載喫水線に関する国際条件条約の附

属書 I・満載喫水線を決定するための規則（以下，

本編において「条約」という。）第 3 規則(10)(b)
の規定に適合する乾舷甲板上第一層目及び第二

層目の船楼 
(2) 条約第 3 規則(10)(b)の規定に適合し，上方の甲板

に追加の出口を設けている乾舷甲板上第一層目

の甲板室 
(3) トランク 
(4) 有効な閉鎖装置を備える倉口 
(5) 閉囲されたものとみなされない船楼又は甲板室

における海水流入角又は 50度のいずれか小さい

方の横傾斜角度までの部分 
ただし，その角度以上では算入された部分は存

在しないものとみなす。 

-1. 復原性要件の計算においては，乾舷甲板下の船体

のほか，次に掲げる部分を算入することができる。 
(1) 1966 年の満載喫水線に関する国際条件の附属書

I・満載喫水線を決定するための規則（以下，本

編において「条約」という。）第 3 規則(10)(b)の
規定に適合する乾舷甲板上第一層目及び第二層

目の船楼 
(2) 条約第 3 規則(10)(b)の規定に適合し，上方の甲板

に追加の出口を設けている乾舷甲板上第一層目

の甲板室 
(3) トランク 
(4) 有効な閉鎖装置を備える倉口 
(5) 閉囲されたものとみなされない船楼又は甲板室

における海水流入角又は 50度のいずれか小さい

方の横傾斜角度までの部分 
ただし，その角度以上では算入された部分は存

在しないものとみなす。 

 

文言修正 
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鋼船規則検査要領 CS 編 CS15 CS15.1.1 
正 現行 備考 

規則 CS 編 15.1.1 にいう「本会が適当と認めるところ」

とは，次の(1)から(5)による。 
(1) 主要寸法比が特殊な船舶 

寸法比が L/B<5 ないし𝐵/𝐷௦>2.5 になるような主

要寸法比が特殊な船舶は，規則 CS 編 15 章に規

定する以外の船の全体強度にも注意すること。 
(2) 倉口が特に大きい船舶 

船の中央部において倉口の幅が 0.7B を超える船

舶にあっては，曲げ捩り強度を検討すること。 
(3) 𝐶௕が特に小さい船舶 

規則 CS 編 15.2.1-1.に規定する𝐶௕ᇱの値が 0.65 未

満の船舶にあっては，規則 CS 編 15.2.1-1.に規定

する船の中央部における船体横断面の断面係数

𝑍ఙを𝐶௕ᇱの値に応じ次により定まる係数を乗じて

修正すること。 
𝐶௕ᇱ ൑ 0.60 のとき: 1.05 
0.60 < 𝐶௕ᇱ  < 0.65 のとき: 1.65-𝐶௕ᇱ  

(4) フレアが大きく，かつ，船の速力が大きい船舶 
係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合又は係数𝐾௩と𝐾௙
の値の和が 0.40 を超える場合には，波浪縦曲げ

モーメントの算定にあたり，規則 CS 編 15.2.1-1.
に規定する𝐶ଶに代えて次の(a)及び(b)による値

とすること。ただし，(b)は，サギング状態のみ

を対象とする。ここで，係数𝐾௩及び𝐾௙の値は，次

の算式による。 

𝐾௩ ൌ 0.2𝑉/ඥ𝐿ଵ 
𝐾௙ ൌ ሺ𝐴ௗ െ 𝐴௪ሻ/𝐿ଵℎ஻ 
𝐴ௗ:  船首端から 0.2L1 の箇所より前方にある

規則 CS 編 15.1.1 にいう「本会が適当と認めるところ」

とは，次の(1)から(5)による。 
(1) 主要寸法比が特殊な船舶 

寸法比が L/B<5 ないし𝐵/𝐷௦>2.5 になるような主

要寸法比が特殊な船舶は，規則 CS 編 15 章に規

定する以外の船の全体強度にも注意すること。 
(2) 倉口が特に大きい船舶 

船の中央部において倉口の幅が 0.7B を超える船

舶にあっては，曲げ捩り強度を検討すること。 
(3) 𝐶௕が特に小さい船舶 

規則 CS 編 15.2.1-1.に規定する𝐶௕ᇱの値が 0.65 未

満の船舶にあっては，規則 CS 編 15.2.1-1.に規定

する船の中央部における船体横断面の断面係数

𝑍ఙを𝐶௕ᇱの値に応じ次により定まる係数を乗じて

修正すること。 
𝐶௕ᇱ ൑ 0.60 のとき: 1.05 
0.60 < 𝐶௕ᇱ  < 0.65 のとき: 1.65-𝐶௕ᇱ  

(4) フレアが大きく，かつ，船の速力が大きい船舶 
係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合又は係数𝐾௩と𝐾௙
の値の和が 0.40 を超える場合には，波浪縦曲げ

モーメントの算定にあたり，規則 CS 編 15.2.1-1.
に規定する𝐶ଶに代えて次の(a)及び(b)による値

とすること。ただし，(b)は，サギング状態のみ

を対象とする。ここで，係数𝐾௩及び𝐾௙の値は，次

の算式による。 

𝐾௩ ൌ 0.2𝑉/ඥ𝐿ଵ 
𝐾௙ ൌ ሺ𝐴ௗ െ 𝐴௪ሻ/𝐿ଵℎ஻ 
𝐴ௗ:  船首端から 0.2L1 の箇所より前方にある
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暴露甲板の水平投影面積（m2）で，船首端よ

り前方の部分も含めたものとする。なお，船

首楼が設けられる場合は船首楼甲板も含む。 
𝐴௪: 計画最大満載喫水線において船首端から

0.2L1 の箇所より前方にある水線面の面積

（m2） 
ℎ஻: 船首端における計画最大満載喫水線から暴

露甲板までの垂直距離（m） 
(a) 係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合 

𝐾௩の値及び船尾端から当該船体横断面まで

の距離（x）に応じ表 CS15.1.1-1.により定ま

る値。ただし，𝐾௩及び x の値が表の中間にな

る場合は，一次補間により求めること。 
(b) 係数𝐾௩と𝐾௙の値の和が 0.40 を超える場合 

𝐾௩と𝐾௙の和及び x の値に応じ表 CS15.1.1-2.
により定まる値。ただし，𝐾௩と𝐾௙の和及び x
の値が表の中間の値になる場合は，一次補間

により求めること。 
(5) 特殊な船形若しくは構造の船舶又は特殊な積付

けをする船舶等 
規則 CS 編 15.2.1 の適用にあたり，B に代えて船

の最広部における計画最大満載喫水線での船の

幅（𝐵ௐ௅）とすることができる。（図 CS15.1.1-1.
参照） 

暴露甲板の水平投影面積（m2）で，船首端よ

り前方の部分も含めたものとする。 
 
𝐴௪: 計画最大満載喫水線において船首端から

0.2L1 の箇所より前方にある水線面の面積

（m2） 
ℎ஻: 船首端における計画最大満載喫水線から暴

露甲板までの垂直距離（m） 
(a) 係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合 

𝐾௩の値及び船尾端から当該船体横断面まで

の距離（x）に応じ表 CS15.1.1-1.により定ま

る値。ただし，𝐾௩及び x の値が表の中間にな

る場合は，一次補間により求めること。 
(b) 係数𝐾௩と𝐾௙の値の和が 0.40 を超える場合 

𝐾௩と𝐾௙の和及び x の値に応じ表 CS15.1.1-2.
により定まる値。ただし，𝐾௩と𝐾௙の和及び x
の値が表の中間の値になる場合は，一次補間

により求めること。 
(5) 特殊な船形若しくは構造の船舶又は特殊な積付

けをする船舶等 
規則 CS 編 15.2.1 の適用にあたり，B に代えて船

の最広部における計画最大満載喫水線での船の

幅（𝐵ௐ௅）とすることができる。（図 CS15.1.1-1.
参照） 

 

文言修正 
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鋼船規則検査要領 CS 編 CS17 表 CS17.4.5-1. 
正 現行 備考 

表 CS17.4.5-1. C の値 
 荷役専用車輌 左記以外 

船の中央部の強力甲板 

縦式構造 4.6√𝐾 
3.64√𝐾

ඥ1 െ 0.64𝑓஽ு𝐾
 

横式構造 4.9√𝐾 

5.15√𝐾

ට1 െ 0.41𝑓஽ு
ଶ𝐾ଶ

 

上記以外 4.6√𝐾 5.2√𝐾 

（備考） 

𝑓𝐷𝐻：C10.9.1-1 の規定による。縦式構造の場合，0.79/K 未満としないこと。 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
鋼船規則検査要領 CS 編 CS21 CS21.3.8-9. 

正 現行 備考 
-9. 規則 CS 編 21.3.8-2.(4)の適用上，「監視装置漏水

検知装置」については，CS21.3.8-6.にならいフェイルセ

ーフの思想に基づき設計されたものとすること。 

-9. 規則 CS 編 21.3.8-2.(4)の適用上，「監視装置」に

ついては，CS21.3.8-6.にならいフェイルセーフの思想に

基づき設計されたものとすること。 

文言修正 
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鋼船規則検査要領 D 編 D2 D2.6.1-3. 
正 現行 備考 

-3. 規則 D 編 2.6.1-54.に定める動的釣合試験に関し，

B 類過給機にあっては，良好な品質管理が実施されてい

ると本会が認めた場合，過給機製造者部内で試験を実施

することで差し支えない。この場合，本会は，試験成績

書の提出又は提示を要求することがある。 

-3. 規則 D 編 2.6.1-5.に定める動的釣合試験に関し，

B 類過給機にあっては，良好な品質管理が実施されてい

ると本会が認めた場合，過給機製造者部内で試験を実施

することで差し支えない。この場合，本会は，試験成績

書の提出又は提示を要求することがある。 

参照先の修正 

 

 
鋼船規則検査要領 D 編 D2 D2.6.1-4. 

正 現行 備考 
-4. 規則 D 編 2.6.1-65.に定める過速度試験に関し，B

類過給機にあっては，良好な品質管理が実施されている

と本会が認めた場合，過給機製造者部内で試験を実施す

ることで差し支えない。この場合，本会は，試験成績書

の提出又は提示を要求することがある。 

-4. 規則 D 編 2.6.1-6.に定める過速度試験に関し，B
類過給機にあっては，良好な品質管理が実施されている

と本会が認めた場合，過給機製造者部内で試験を実施す

ることで差し支えない。この場合，本会は，試験成績書

の提出又は提示を要求することがある。 

参照先の修正 

 
鋼船規則検査要領 D 編 D16 D16.2.4-2. 

正 現行 備考 
-2. 規則 D 編 16.2.4-2.(7)(b)にいう波浪の打ち込みに

対する据付部の強度は以下による。 
(1) ウインドラスを据付けるボルトの強度は次式を

満足すること。 

ට𝑅௜ଶ ൅ 3𝐹௜ଶ

𝐴௜
൑
𝜎௒௕

2  

𝜎௒௕ : ボルト材料の規格最低降伏強さ又は 0.2%
耐力（N/mm2） 

𝑖 : ボルト群の番号。ウインドラスは，1 個又

は複数個の近接したボルトにより構成され

る𝑁௕箇所のボルト群によって図 D16.2.2-1 の

-2. 規則 D 編 16.2.4-2.(7)(b)にいう波浪の打ち込みに

対する据付部の強度は以下による。 
(1) ウインドラスを据付けるボルトの強度は次式を

満足すること。 

ට𝑅௜ଶ ൅ 3𝐹௜ଶ

𝐴௜
൑
𝜎௒௕

2  

𝜎௒௕ : ボルト材料の規格最低降伏強さ又は 0.2%
耐力（N/mm2） 

𝑖 : ボルト群の番号。ウインドラスは，1 個又

は複数個の近接したボルトにより構成され

る𝑁௕箇所のボルト群によって図 D16.2.2-1 の
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ように据付けられるものとする。 
𝑅௜ : ボルト群 i の全てのボルトに作用する軸力

（N）。ただし，引張方向を正とし，負の値

となった場合は𝑅௜=0 とする。また， 𝑅௬௜を算

定する場合には，𝑃௬を船内方向及び船外方向

のそれぞれ別々に作用させて𝑅௬௜を算出し

て，大きい方の値をとること。 
  𝑅௜ ൌ 𝑅௫௜ ൅ 𝑅௬௜ െ 𝑅௦௜

൜
𝑅௫௜ ൌ 𝑃௫ℎ𝑥௜𝐴௜/𝐼௫
𝑅௬௜ ൌ 𝑃௬ℎ𝑦௜𝐴௜/𝐼௬

 

𝑅௦௜ : ウインドラスの重量によるボルト群 i
の静的反力（N）で次式による。 

𝑅௦௜ ൌ 𝑚𝑔/𝑁௕ 

𝐹௜ : ボルト群 i の全てのボルトに作用するせん

断力（N）。ただし，(2)に掲げる固定金物が

当該せん断力の一部又は全部を受け持つ場

合には，次の𝐹௫௜及び𝐹௬௜から(2)に掲げる𝐹௫௝及
び𝐹௬௝をそれぞれ差し引くことができる。 

𝐹௜ ൌ ට𝐹௫௜ଶ ൅ 𝐹௬௜ଶ    

൜
𝐹௫௜ ൌ ሺ𝑃௫ െ 𝛼𝑔𝑚ሻ/𝑁௕
𝐹௬௜ ൌ ሺ𝑃௬ െ 𝛼𝑔𝑚ሻ/𝑁௕

 

𝑁௕ : ボルト群の総数 
𝑃௫ : 鎖車軸に垂直な方向（x）に作用する荷重

（N）。ウインドラスの x 方向の投影面積

（m2）に 2×105 を乗じたものとする。 
𝑃௬ : 鎖車軸に平行な方向（y）に作用する荷

重（N）。ウインドラスの y 方向の投影

面積（m2）に 1.5×105f を乗じたものと

ように据付けられるものとする。 
𝑅௜ : ボルト群 i の全てのボルトに作用する軸力

（N）。ただし，引張方向を正とし，負の値

となった場合は𝑅௜=0 とする。また， 𝑅௬௜を算

定する場合には，𝑃௬を船内方向及び船外方向

のそれぞれ別々に作用させて𝑅௬௜を算出し

て，大きい方の値をとること。 
  𝑅௜ ൌ 𝑅௫௜ ൅ 𝑅௬௜ െ 𝑅௦௜

൜
𝑅௫௜ ൌ 𝑃௫ℎ𝑥௜𝐴௜/𝐼௫
𝑅௬௜ ൌ 𝑃௬ℎ𝑦௜𝐴௜/𝐼௬

 

𝑅௦௜ : ウインドラスの重量によるボルト群 i
の静的反力（N）で次式による。 

𝑅௦௜ ൌ 𝑚𝑔/𝑁௕ 

𝐹௜ : ボルト群 i の全てのボルトに作用するせん

断力（N）。ただし，(2)に掲げる固定金物が

当該せん断力の一部又は全部を受け持つ場

合には，次の𝐹௫௜及び𝐹௬௜から(2)に掲げる𝐹௫௝及
び𝐹௬௝をそれぞれ差し引くことができる。 

𝐹௜ ൌ ට𝐹௫௜ଶ ൅ 𝐹௬௜ଶ    

൜
𝐹௫௜ ൌ ሺ𝑃௫ െ 𝛼𝑔𝑚ሻ/𝑁௕
𝐹௬௜ ൌ ሺ𝑃௬ െ 𝛼𝑔𝑚ሻ/𝑁௕

 

𝑁௕ : ボルト群の総数 
𝑃௫ : 鎖車軸に垂直な方向（x）に作用する荷重

（N）。ウインドラスの x 方向の投影面積

（m2）に 2×105 を乗じたものとする。 
𝑃௬ : 鎖車軸に平行な方向（y）に作用する荷

重（N）。ウインドラスの y 方向の投影

面積（m2）に 1.5×105f を乗じたものと
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する。 
𝑓 ൌ 1 ൅ 𝐵/𝐻ただし，2.5 以上とする必要

はない。 
B : 鎖車軸に平行に測ったウインドラ

スの幅（mm） 
H : ウインドラスの全高（mm） 

Hℎ : 鎖車軸のウインドラス台からの高さ

（mm） 
𝑥௜ ,𝑦௜ : 𝑁௕箇所全てのボルト群の図心を原点

としたボルト群 i の xy 座標。ただし，図

D16.2.2-1 に示す力の向きの反対方向を

正とする。 
𝐴௜ : ボルト群 i のボルトの合計横断面積

（mm2） 
𝐼௫ : 𝑁௕箇所のボルト群に対する∑ 𝐴௜ 𝑥௜ଶの

値（mm4） 
𝐼௬ : 𝑁௕箇所のボルト群に対する∑ 𝐴௜ 𝑦௜ଶの

値（mm4） 

𝛼 : 摩擦係数。0.5 とする。 
𝑚 : ウインドラスの質量（kg） 
𝑔 : 重力加速度。9.81（m/sec2）とする。 

（(2)から(4)は省略） 

する。 
𝑓 ൌ 1 ൅ 𝐵/𝐻ただし，2.5 以上とする必要

はない。 
B : 鎖車軸に平行に測ったウインドラ

スの幅（mm） 
H : ウインドラスの全高（mm） 
H : 鎖車軸のウインドラス台からの高

さ（mm） 
𝑥௜ ,𝑦௜ : 𝑁௕箇所全てのボルト群の図心を原点

としたボルト群 i の xy 座標。ただし，図

D16.2.2-1 に示す力の向きの反対方向を

正とする。 
𝐴௜ : ボルト群 i のボルトの合計横断面積

（mm2） 
𝐼௫ : 𝑁௕箇所のボルト群に対する∑ 𝐴௜ 𝑥௜ଶの

値（mm4） 
𝐼௬ : 𝑁௕箇所のボルト群に対する∑ 𝐴௜ 𝑦௜ଶの

値（mm4） 

𝛼 : 摩擦係数。0.5 とする。 
𝑚 : ウインドラスの質量（kg） 
𝑔 : 重力加速度。9.81（m/sec2）とする。 

（(2)から(4)は省略） 

 

 

 

 

 

文言修正 
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鋼船規則検査要領 GF 編 GF8 GF8.4.1-3. 
正 現行 備考 

-3. 規則 GF 編 8.4.1 から 8.4.3 並びに 4.42.2 の規定

は，主管庁の指示により 2026 年 1 月 1 日前に適用する

ことがある（MSC.1/Circ.1677） 

-3. 規則 GF 編 8.4.1 から 8.4.3 並びに 4.4.2 の規定は，

主管庁の指示により 2026 年 1 月 1 日前に適用すること

がある（MSC.1/Circ.1677） 

参照先の修正 

 
  



技術規則に対する誤記修正 

111 

鋼船規則検査要領 L 編 L3 L3.2.5-2. 
正 現行 備考 

-2. 規則 L 編 3.2.5-7.にいう「本会がその連結方法に

ついて特に承認した場合」とは，連結される普通リンク

のいかなる部分においても，連結するさい際の熱による

悪影響がないことを証明し，その連結方法について，本

会及び購入者の承認を得た場合をいう。 

-2. 規則 L 編 3.2.5-7.にいう「本会がその連結方法に

ついて特に承認した場合」とは，連結される普通リンク

のいかなる部分においても，連結するさいの熱による悪

影響がないことを証明し，その連結方法について，本会

及び購入者の承認を得た場合をいう。 

 

 

文言修正 
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鋼船規則検査要領 O 編 O12 O12.8.4 
正 現行 備考 

規則 O 編 12.8.54-1.(5)の適用上，規則 R 編 18 章によ

り要求される泡消火装置に使用するポンプを消火ポン

プと兼用する場合には，当該泡消火装置が要求される放

出率において作動するときに，消火主管から，要求され

る圧力及び条数の射水が同時に得られるようにするこ

と。 

規則 O 編 12.8.5-1.(5)の適用上，規則 R 編 18 章により

要求される泡消火装置に使用するポンプを消火ポンプ

と兼用する場合には，当該泡消火装置が要求される放出

率において作動するときに，消火主管から，要求される

圧力及び条数の射水が同時に得られるようにすること。 

 

参照先の修正 
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鋼船規則検査要領 Q 編 Q13 Q13.6.2 
正 現行 備考 

-2. 船の中央部において，横式構造の強力甲板，船底

外板及び強力甲板が横式構造である場合の横式構造の

船側外板には，次式を満足する程度の間隔で縦方向にカ

ーリング（標準 100×10 FB）を設ける。なお，本会の承

認を得た場合は，この規定によらないことができる。 

16.6 ൬
𝑡

10𝑆൰
ଶ
ቆ1 ൅

𝑆ଶ

𝐶ଶቇ
ଶ

൒ 𝛼𝛾 

𝑡： 甲板又は外板の厚さ （mm） 
𝐶： カーリングの心距 （m） 
𝑆: 横置梁の心距 （m） 
𝛼: 次による。 
強力甲板では， 

െ൫𝑀ௌ.௠௜௡ ൅ 𝑀ௐሺെሻ൯
𝑍஽

െ൫𝑀ௌ.௠௜௡ ൅ 𝑀ௐሺെሻ൯
𝑍஽

ൈ 10ଷ ሺ𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄ ሻ 
船底外板では， 

ሺ𝑀ௌ.௠௔௫ ൅ 𝑀ௐሺ൅ሻሻ
𝑍஻

ሺ𝑀ௌ.௠௔௫ ൅ 𝑀ௐሺ൅ሻሻ
𝑍஻

ൈ 10ଷ ሺ𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄ ሻ 
𝑀ௌ.௠௜௡及び𝑀ௌ.௠௔௫: そ れ ぞ れ 規 則 Q 編

12.1.1-2.に規定する静水中の

縦曲げモーメントのうち，最小

値及び最大値（kN-m） 
𝑀ௐሺെሻ及び𝑀ௐሺ൅ሻ: 規則 C 編 1 編 4.3.2.3 に

よる。 
𝑍஽及び𝑍஻: それぞれ考慮している船の長

さ方向の位置の船体横断面の

-2. 船の中央部において，横式構造の強力甲板，船底

外板及び強力甲板が横式構造である場合の横式構造の

船側外板には，次式を満足する程度の間隔で縦方向にカ

ーリング（標準 100×10 FB）を設ける。なお，本会の承

認を得た場合は，この規定によらないことができる。 

16.6 ൬
𝑡

10𝑆൰
ଶ
ቆ1 ൅

𝑆ଶ

𝐶ଶቇ
ଶ

൒ 𝛼𝛾 

𝑡： 甲板又は外板の厚さ （mm） 
𝐶： カーリングの心距 （m） 
𝑆: 横置梁の心距 （m） 
𝛼: 次による。 
強力甲板では， 

െ൫𝑀ௌ.௠௜௡ ൅ 𝑀ௐሺെሻ൯
𝑍஽

ൈ 10ଷ ሺ𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄ ሻ 
船底外板では， 

ሺ𝑀ௌ.௠௔௫ ൅ 𝑀ௐሺ൅ሻሻ
𝑍஻

ൈ 10ଷ ሺ𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄ ሻ 
𝑀ௌ.௠௜௡及び𝑀ௌ.௠௔௫: そ れ ぞ れ 規 則 Q 編

12.1.1-2.に規定する静水中の

縦曲げモーメントのうち，最小

値及び最大値（kN-m） 
𝑀ௐሺെሻ及び𝑀ௐሺ൅ሻ: 規則 C 編 1 編 4.3.2.3 に

よる。 
𝑍஽及び𝑍஻: それぞれ考慮している船の長

さ方向の位置の船体横断面の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

文言修正 
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断面係数で，規則 Q 編 12.1.2
の規定により定まる強力甲板

及び船底に対する値（cm3） 
𝛾: 強力甲板及び船底外板では 1.0 とし，船側外

板では次による値。 
船体横断面の中性軸より上部材では𝑦ଵ/𝑦஽ 
船体横断面の中性軸より下部材では𝑦ଶ/𝑦஻ 
𝑦஽: 中性軸から船側における甲板までの距

離（m） 
𝑦஻: ベースラインから中性軸までの距離（m） 
𝑦ଵ: 中性軸より各条板の上縁までの距離

（m）。ただし，𝑦஽より大きくする必要

はない。 
𝑦ଶ: 中性軸より各条板の下縁までの距離

（m）。ただし，𝑦஻より大きくする必要

はない。 

断面係数で，規則 Q 編 12.1.2
の規定により定まる強力甲板

及び船底に対する値（cm3） 
𝛾: 強力甲板及び船底外板では 1.0 とし，船側外

板では次による値。 
船体横断面の中性軸より上部材では𝑦ଵ/𝑦஽ 
船体横断面の中性軸より下部材では𝑦ଶ/𝑦஻ 
𝑦஽: 中性軸から船側における甲板までの距

離（m） 
𝑦஻: ベースラインから中性軸までの距離（m） 
𝑦ଵ: 中性軸より各条板の上縁までの距離

（m）。ただし，𝑦஽より大きくする必要

はない。 
𝑦ଶ: 中性軸より各条板の下縁までの距離

（m）。ただし，𝑦஻より大きくする必要

はない。 
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鋼船規則検査要領 R 編 R9 R9.4.2 
正 現行 備考 

R9.4.2 自己自動閉鎖型の戸 R9.4.2 自己閉鎖型の戸 
文言修正 

-3. 自己自動閉鎖型の戸とすることが現実的でない

場合には，これに代えて，当該戸が開閉状態のいずれに

あるかを船橋に示す手段を備えると共に，「航海中開放

禁止」の注意銘板を設けることとして差し支えない。 

-3. 自己閉鎖型の戸とすることが現実的でない場合

には，これに代えて，当該戸が開閉状態のいずれにある

かを船橋に示す手段を備えると共に，「航海中開放禁止」

の注意銘板を設けることとして差し支えない。 

文言修正 
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海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要領 2 編 1 章 1.3.2-4. 
正 現行 備考 

-4. 規則 2 編 1.3.2-1.(3)(kl)に規定する取扱手引書等

については，内容の変更の有無について検査し，変更が

ある場合，変更事項が基準に適合していることを確認す

る。 

-4. 規則 2 編 1.3.2-1.(3)(k)に規定する取扱手引書等に

ついては，内容の変更の有無について検査し，変更があ

る場合，変更事項が基準に適合していることを確認す

る。 

参照先の修正 

 
海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要領 2 編 1 章 1.3.2-5. 

正 現行 備考 
-5. 規則 2 編 1.3.2-1.(3)(kl)に規定する EGCS 記録簿

については，当該記録が少なくとも 3 年以上保存されて

いることを確認する。なお，電子記録装置により記録を

行う排ガス浄化装置にあっては，当該記録の内容を表示

又は印刷したものについて確認する。 

-5. 規則 2 編 1.3.2-1.(3)(k)に規定する EGCS 記録簿に

ついては，当該記録が少なくとも 3 年以上保存されてい

ることを確認する。なお，電子記録装置により記録を行

う排ガス浄化装置にあっては，当該記録の内容を表示又

は印刷したものについて確認する。 

参照先の修正 

 
海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要領 2 編 2 章 2.1.4-5. 

正 現行 備考 
-5. 規則 2 編 2.1.4-5.(2)(b)i)に規定する据付等の確認

においては，排ガス浄化装置の配管等の位置の確認を行

うほか，8 編 1.2.2-1.及び/又は 8 編 2.2-1.に規定する警報

が備えられていることを確認する。 

-5. 規則 2 編 2.1.4-5.(2)(b)i)に規定する据付等の確認

においては，排ガス浄化装置の配管等の位置の確認を行

うほか，8 編 1.2.2-1.及び/又は 8 編 2.2-1.に規定する警報

が備えられていることを確認する。 

 

参照先の削除 
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安全設備規則検査要領 3 編 3 章 3.19.1 
正 現行 備考 

規則 3 編 3.19.1-78.に規定する燃料装置に関し，閉囲

された場所において燃料漏れ等による火災の危険性が

予想される場合には，その換気対策を含めて本会は承認

用資料の提出を求めることがある。 

規則 3 編 3.19.1-7.に規定する燃料装置に関し，閉囲さ

れた場所において燃料漏れ等による火災の危険性が予

想される場合には，その換気対策を含めて本会は承認用

資料の提出を求めることがある。 

参照先の修正 
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冷蔵設備規則検査要領 附属書 6.2.6-2 表 1. 
正 現行 備考 

表 1 𝜔の近似計算法 

 
 

 

文言修正 
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高速船規則検査要領 1 編 1 章 1.1.1-1. 
正 現行 備考 

-1. 規則 1 編 1.1.1-2.にいう「本会が適当と認めると

ころ」とは次をいう。 
(1) IMO MSC/Circ.10541592 
(2) 前(1)に記載がない設備，システム等については

規則 1 編 1.1.1-1.(1)から(10)に掲げる規則 

-1. 規則 1 編 1.1.1-2.にいう「本会が適当と認めると

ころ」とは次をいう。 
(1) IMO MSC/Circ.1054 
(2) 前(1)に記載がない設備，システム等については

規則 1 編 1.1.1-1.(1)から(10)に掲げる規則 

 

文言修正 

 
高速船規則検査要領 3 編 4 章 4.1.1 

正 現行 備考 
アルミニウム合金材の溶接については，次の規格を参

照することを推奨する。 
(1) JIS Z 3604 アルミニウムのイナートガスア

ーク溶接作業標準 
(2) 軽金属溶接構造協会規格 

(a) LWS Q 8101 アルミニウム合金製船殻工作精

度標準 
(b) LWS W 8101 アルミニウム合金製船殻工作

精度標準 
(3) AWS Structural Welding Code-Aluminum 

アルミニウム合金材の溶接については，次の規格を参

照することを推奨する。 
(1) JIS Z 3604 アルミニウムのイナートガスア

ーク溶接作業標準 
(2) 軽金属溶接構造協会規格 

(a) LWS Q 8101 アルミニウム合金製船殻工作精

度標準 
(b) LWS W 8101 アルミニウム合金製船殻工作

精度標準 
(3) AWS Structural Welding Code 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 
高速船規則検査要領 附属書 2 1.3.2-1. 

正 現行 備考 
-1. 復原性は，通常及び限界の操船及び機能不良の影

響化影響下における船舶の運動，挙動及び応答が正確に

評価できると確認されたコンピューターシミュレーシ

ョンを使用して調査されなければならない。 

-1. 復原性は，通常及び限界の操船及び機能不良の影

響化における船舶の運動，挙動及び応答が正確に評価で

きると確認されたコンピューターシミュレーションを

使用して調査されなければならない。 

文言修正 
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強化プラスチック船規則検査要領 1 章 表 1.1.1-2. 
正 現行 備考 

表 1.1.1-2. 倉口縁材，各出入口の高さ（mm） 
 縁材 

位置 小倉口（面積 1.5m2以下） 各昇降口 船楼端出入口 

上 甲 板 上 及 び 前 部

0.25L25Lf 間の船楼甲板に

あるもの 

380 300 300 

上記以外の船楼甲板にあ

るもの 
230 100 100 

 

 

 

文言修正 

 
強化プラスチック船規則検査要領 1 章 1.2.15 

正 現行 備考 
接着とは，硬化した FRP 成形部材に他の FRP 部材，

木材及び硬質プラスチック発泡体等を化学的な結合に

より張り合わせることをいい，次の(1)から(3)を含む。 
(1) 二次接着（硬化した FRP 板をサンディングして

次の積層を行うこと。） 
(2) マットイン（二枚の硬化した FRP 板間に樹脂を

含浸させたチップマットチョップマットをはさ

み張り合わせること。） 
(3) 構造用接着剤を塗布又は充填し張り合わせるこ

と。 

接着とは，硬化した FRP 成形部材に他の FRP 部材，

木材及び硬質プラスチック発泡体等を化学的な結合に

より張り合わせることをいい，次の(1)から(3)を含む。 
(1) 二次接着（硬化した FRP 板をサンディングして

次の積層を行うこと。） 
(2) マットイン（二枚の硬化した FRP 板間に樹脂を

含浸させたチップマットをはさみ張り合わせる

こと。） 
(3) 構造用接着剤を塗布又は充填し張り合わせるこ

と。 

 

 

 

 

 

文言修正 

 
強化プラスチック船規則検査要領 4 章 4.1.2-5. 

正 現行 備考 
-5. 積層用樹脂液の試験の方法 
（省略） 
(2) 試験の方法 

表 4.1.2-2.に掲げる試験に対する試験の方法は，

次の(a)から(k)による。 
(a) 粘度及び揺変度 

-5. 積層用樹脂液の試験の方法 
（省略） 
(2) 試験の方法 

表 4.1.2-2.に掲げる試験に対する試験の方法は，

次の(a)から(k)による。 
(a) 粘度及び揺変度 
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（省略） 
ix) 有効数字は，2 桁とし，粘土計粘度計の

名称とロータ番号を付記する。 
（省略） 
(g) 注型板の荷重撓み温度 

i) 試験片は，表 4.1.2-8.による。 
ii) 試験装置は，図 4.1.2-7.による。 
iii) 分銅の重量は，次の算式による値とす

る。 

0.123 
௧௛మ

௟
 െ𝑄（kg） 

𝑡 : 試験片の厚さ（mm） 
ℎ : 試験片の高さ（mm） 
𝑙 : 支点間距離（mm） 
𝑄 : 分銅皿を含めた荷重棒の重量に

ダイヤルゲージの測定圧を加えた重

量（kg） 
iv) 油浴槽中に試験装置及び試験片を取り

付け，荷重を加えた後，初期温度 25±
1 ℃で 5 分間放置する。 

v) 油浴槽の温度を 2.0±0.2.0 ℃/分で上昇

させる。 
vi) 荷重撓み温度は，試験片の撓みが 0.26 

mm となったときの温度とする。 
（省略） 

（省略） 
ix) 有効数字は，2 桁とし，粘土計の名称と

ロータ番号を付記する。 
（省略） 
(g) 注型板の荷重撓み温度 

i) 試験片は，表 4.1.2-8.による。 
ii) 試験装置は，図 4.1.2-7.による。 
iii) 分銅の重量は，次の算式による値とす

る。 

0.123 
௧௛మ

௟
 െ𝑄（kg） 

𝑡 : 試験片の厚さ（mm） 
ℎ : 試験片の高さ（mm） 
𝑙 : 支点間距離（mm） 
𝑄 : 分銅皿を含めた荷重棒の重量に

ダイヤルゲージの測定圧を加えた重

量（kg） 
iv) 油浴槽中に試験装置及び試験片を取り

付け，荷重を加えた後，初期温度 25±
1 ℃で 5 分間放置する。 

v) 油浴槽の温度を 2.0±2.0 ℃/分で上昇さ

せる。 
vi) 荷重撓み温度は，試験片の撓みが 0.26 

mm となったときの温度とする。 
（省略） 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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強化プラスチック船規則検査要領 4 章 4.1.2-7. 
正 現行 備考 

-7. 構造用接着剤の試験の方法 
（省略） 
(3) 破壊状態の記録方法 

(a) 破壊面を観察し，接着面全体の面積に対する

被着材破壊率を目視により算出する。前(f)v)
に示す試験条件に応じて被着材破壊率が以

下に示す範囲に入る場合は，iii(c)の碁盤目測

定法によりそれぞれの面積を算出し，被着材

破壊率を求める。 
（省略） 

-7. 構造用接着剤の試験の方法 
（省略） 
(3) 破壊状態の記録方法 

(a) 破壊面を観察し，接着面全体の面積に対する

被着材破壊率を目視により算出する。前(f)v)
に示す試験条件に応じて被着材破壊率が以

下に示す範囲に入る場合は，iii)の碁盤目測

定法によりそれぞれの面積を算出し，被着材

破壊率を求める。 
（省略） 
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強化プラスチック船規則検査要領 4 章 4.4.4-2. 

正 現行 備考 
-2. 試験片の採取方法は，次の(1)及び(2)による。 
(1) FRP 積層板（サンドイッチ構造の内外層の FRP

積層板を含む） 
(a) 積層板の周辺から 60 mm 以上離して引張試

験片と曲げ試験片を交互に採取する。（図

4.4.4-1.参照） 
(b) バーコル高さ測定箇所及びガラス含有率測

定用試料は，図中の傾斜部網掛け部を用い

る。 
(c) サンドイッチ構造板の内外層の FRP 積層板

は，成形したサンドイッチ構造板から心材を

削り表面を平滑にする。 
(2) サンドイッチ構造板 

(a) 曲げ試験片，引張試験片及びせん断試験片の

採取方法は，(1)(a)の規程を準用する。なお心

-2. 試験片の採取方法は，次の(1)及び(2)による。 
(1) FRP 積層板（サンドイッチ構造の内外層の FRP

積層板を含む） 
(a) 積層板の周辺から 60 mm 以上離して引張試

験片と曲げ試験片を交互に採取する。（図

4.4.4-1.参照） 
(b) バーコル高さ測定箇所及びガラス含有率測

定用試料は，図中の傾斜部を用いる。 
 
(c) サンドイッチ構造板の内外層の FRP 積層板

は，成形したサンドイッチ構造板から心材を

削り表面を平滑にする。 
(2) サンドイッチ構造板 

(a) 曲げ試験片，引張試験片及びせん断試験片の

採取方法は，(1)(a)の規程を準用する。なお心
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材を強度に算入する場合は，継手は 2 箇所に

設ける。 
材を強度に算入する場合は，継手は 2 箇所に

設ける。 

 

 
以上 


